
 

 

日時  平成 22 年 2 月 24 日 （水 ）13 : 0 0～

18 : 20  

 

会場  東京大学弥生キャンパス（弥生講堂

一条ホール/アネックス  セイホクギャ

ラリー）  

主催  農林水産省  

共催  東京大学大学院農学生命科学研究

科  食の安全研究センター／アグリコ

クーン  

参加者  2 16 名  

議事次第  

【第 1 部 】  開会式  

  ・  主催者挨拶  

平尾  豊德  農林水産省  消

費 ・安全局  局長  

 
農 林 水 産 省  消 費 ・安 全 局   

平 尾 局 長  

  ・  共催者挨拶  

熊谷  進  東京大学大学院  

農学生命科学研究科食の安

全研究センター  センター長  

 
食 の安 全 研 究 センター   

熊 谷 センター長  



  ・  FCP のこれまでの取組  

神井  弘之  農林水産省  消費 ・安全局  表示 ・規格課

FCP チームリーダー  

【第 2 部 】  実行可能性調査および分科会の報告  

〔メイン会場 ：一条ホール〕  

1 3 : 45～  アセスメント・人材育成系の報告  

  1 .  アセスメント・人材育成系事業の概要  

  2 .  分科会 ・実行可能性調査の成果報告  

工場監査項目の標準化 ・共有化分科会  

商品情報の効率的なやりとり分科会  

フード･コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定  

「食 品事業者 （経営陣 ）向け研修プログラム」の開発  

「協 働の着眼点 」を活用 した食への信頼向上の取組認証規

格開発事業  

食の信頼確保のための成熟度の評価事業  

「協 働の着眼点 」を活用 したセルフアセスメントシートの開発

と運用  

「協 働の着眼点 」を活用 した食品事業に従事するパート･ア

ルバイト従業者を対象 とした教育 ツールの開発  

  3 .  まとめ  

1 5 : 30～  情報発信 ・CSR 系の報告  

  1 .  情報発信 ・CSR 系事業の概要  

  2 .  分科会 ・実行可能性調査の成果報告  

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会  

マスメディアとの意見交換のあり方分科会  

消費者 との対話のあり方分科会  

FCP ポータルサイトの構築 ・運用  

“食 の信頼 ”見 える化 ツアーのための商品モデル検討事業  

  3 .  まとめ  

〔第 2 会場 ：セイホクギャラリー〕  

1 5 : 25～  地域活性化系の報告  



  1 .  地域活性化系事業の概要  

  2 .  分科会 ・実行可能性調査の成果報告  

＜第 1 部  ブランチ＞  

岩手ブランチ  

三重ブランチ  

愛媛ブランチ  

和歌山ブランチ  

＜2 部  分科会 と実行可能性調査＞  

企業力向上の場 としてのマッチングフェア・商談会の  

活用促進分科会  

地域の安心 ・良いモノ発掘マッシュアッププロジェクト  

「地 域の良い〔モノ〕売れる商品支援事業 」のモデルの  

構築 と運営事業  

  3 .  まとめ  

【第 3 部 】  閉会式  

  1 .  本日のセッションの振 り返 り  

 

  2 .  FCP の普及についての意見交

換  

  3 .  本日の総括  

フード・コミュニケーション・プロジェクトでは、 2010 年 2 月 24 日 （水 ）に平成 21

年度のプロジェクトの中 で取 り組んでいる実行可能性調査及び分科会の成果

報告会 を、東京大学弥生キャンパスで開催いたしました。  

 

F C P チームリーダー  神 井 調 査 官  

第 1 部では、主催者である農林水産省  消費 ・安 全局  平尾局長からご挨拶

として、FCP の発足からこれまでの 2 年間の取組の成果の概略 をご紹介 し、来



年度 、民間が主体 となってさらに FCP の取組が飛躍 していくことへの期待につ

いてお話いただいた。続 いて、共催者 である東京大学大学院農学生命科学研

究科  食の安全研究センター  熊谷センター長から、FCP の取組の重要性 と、

食の安全研究センターとして今後 も FCP に対 して協力 、提案 を続けていきたい

とのご挨拶 をいただきました。  

その後 、資料に沿 って農林水産省  神井チームリーダーより FCP の今年度の

取組 を中心にご説明いたしました。  

第 2 部では、「アセスメント・人 材育成 」、「情 報発信 ・CSR」、「地 域活性化 」とい

ったテーマごとに分かれて、「協 働の着眼点 」の活用について研究及び実際のビ

ジネスシーンでの実証を進めていただいている事業者の方々から平成 21 年度

の取組 と成果物に関 してご報告いただきました。  

第 3 部では、本日のセッションの振 り返 りを行 った後 、中嶋准教授の司会のもと

FCP 推進アドバイザリーボードの委員の方に壇上に上がって頂 き、 FCP の普及

についての意見交換 を行いました。  

当日は 216 名 と大勢の事業者の方々にお集 まりいただき、情 報交換や交流 を

深めていただきました。  

なお、各パートの概要についてはそれぞれの概要報告 をご覧 ください。  

概要報告・資料  

    

第 1

部 
開会式 

第 2

部 

アセスメント・人材育成

系 

情報発信・CSR系 

地域活性化系 

第 3

部 
閉会式 

 



平成 21 年度 FCP 成果報告会 第 1 部開会式 概要報告 

 
・ 日時：   平成 22 年 2 月 24 日（水）13：00～13：40 

・ 場所：   東京大学弥生キャンパス 弥生講堂 一条ホール 

 

＜議事概要＞ 

１． 主催者挨拶 （平尾 豊徳 農林水産省 消費・安全局 局長） 

２． 共催者挨拶 （熊谷 進 東京大学大学院 農学生命科学研究科 食の安全研究センター 

センター長） 

３． FCP これまでの取組 （神井 弘之 農林水産省 消費・安全局 表示・規格課  FCP チー

ムリーダー） 

 
＜議事概要＞ 

冒頭、主催者である農林水産省消費・安全局 平尾局長から、FCPの発足からこれまでの2年

間の取組の成果をご紹介し、併せて来年度さらにFCPの取組を飛躍させていく方針についてご挨

拶させていただきました。続いて、共催者である東京大学大学院農学生命科学研究科 食の安全

研究センター 熊谷センター長から、FCPの取組の重要性と、食の安全研究センターとして今後も

FCPに対し協力、提案を続けていきたいとのご挨拶をいただきました。 

その後、農林水産省 神井チームリーダーよりFCPの今年度の取組を中心にご説明いたしまし

た。 

＜講演の主な内容＞ 

FCP これまでの取組 

農林水産省 神井 FCP チームリーダー 

●平成 21 年度 FCP これまでの取組 

・ 平成 20 年度は共通言語としての「協働の着眼点」を作成し、平成 21 年度は、この「協働の着

眼点」をビジネスの場で使ってみる機会を増やすための取組を中心に展開した。来年度は、

今年度の成果が民間の皆さんにより現場で使用される動きを広げていく年としたい。 

・ 今年度は各種関連のセミナー、事業者の取引先説明会で FCP を取り上げていただいたこと、

また農水省の委託事業で FCP の普及啓発を実施した事により情報共有 NW 参加事業者が

500 社/団体を超す規模となった。 

・ また、昨年度の研究会及び NW 参加事業者から集まった声で設置された各種研究会・分科会

のほか、岩手、三重、愛媛、和歌山の各地方公共団体によるブランチの立ち上げ、実行可能

性調査事業などを通じて「協働の着眼点」をベースに様々なテーマで議論し成果物を取りまと

めることが出来た。 

・ 具体的な成果物としては、「協働の着眼点」を活用するためのツールであるベーシック 16（Ｂ

16）等の開発や、消費者との双方向のコミュニケーション手法をまとめたダイアログ・システム

のほか、商談会シート、工場監査シート、倫理行動マネジメント規格など様々なものが出来上

がってきている。 

1／2 



2／2 

 

●平成 22 年度の FCP の方向性について、 

・ 普及啓発活動の一環として、事業者の皆さんに、アドバイザーとして日常のビジネスの中で

FCP を広めてもらえないかということを検討している。その他、今年度も一部実施していたが、

商談会事業、コンプライアンスセミナー、食品表示適正化講座などの農水省の事業の中で

FCP、「協働の着眼点」の啓発を盛り込み、FCP の普及につなげたい。 

・ 今年度は B16 を使って業務の振り返りをしていただいた内容を FCP の HP に掲載しダイレクト

に消費者にアピールできる仕組みを構築したが、一部見直しをし、情報共有ネットワーク参加

者の間で公開した後、消費者に公開することを選択できる段階的な公開の形に改めていく作

業を進めている。 

・ 来年度の研究会活動は、今年度の取組を更にブラッシュアップし民間主体で実施する形式を

広げたい。農水省主催の他に、農水省が会議の場を提供し、企業の方に運営していただく形

式、FCP の研究会を名乗っていただいてビジネスに活用していただく形式など、様々な形での

運営を考えている。 

・ 皆様にもアンケートにご協力頂きようやくプロジェクト・アイデンティティ、基本理念、行動指針

をまとめることができた。取組が個々に具体化されたことで、そもそも何を大事にしてきたのか

忘れがちではないかという声もあるが、ロゴマーク等を活用し何のためのプロジェクトなのかと

いうことを共有していきたい。 

・ 本日の報告会では、今年度、まとまった様々なアプリケーション紹介する。これらを、是非結

び付けて、自社内、企業間（取引先との間）で使っていただきたい。使っていただいた結果をフ

ィードバックしていただいて、また改善するという循環でプロジェクトは育っていく。食品事業者

の前向きな取組で消費者の信頼を高めていくことにつなげていただきたい。 

 

 以上 



  

 

[第 1 部] 弥生講堂 一条ホール 13：00～13：40 
1.主催者及び共催者挨拶 

2.FCP のこれまでの取組 

[第 2 部] 

13：45～15：20 ＜アセスメント・人材育成系＞ 

弥生講堂 一条ホール  

1.アセスメント・人材育成系事業の概要 

2.分科会・実行可能性調査の成果報告 

工場監査項目の標準化・共有化分科会 

商品情報の効率的なやりとり分科会 

フード･コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定 

「食品事業者（経営陣）向け研修プログラム」の開発 

「協働の着眼点」を活用した食への信頼向上の取組認証規格開発事業 

食の信頼確保のための成熟度の評価事業 

「協働の着眼点」を活用したセルフアセスメントシートの開発と運用 

「協働の着眼点」を活用した食品事業に従事するパート･アルバイト従業者を対象とした教育ツールの開発 

3.まとめ 

15：30～16：45 ＜情報発信・CSR 系＞ 15：25～16：55 ＜地域活性化系＞ 

弥生講堂 一条ホール  弥生講堂アネックス セイホクギャラリー  

1.情報発信・CSR 系事業の概要 

2.分科会・実行可能性調査の成果報告 

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会 

マスメディアとの意見交換のあり方分科会 

消費者との対話のあり方分科会 

FCP ポータルサイトの構築・運用 

“食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業 

3.まとめ 

1.地域活性化系事業の概要 

2.分科会・実行可能性調査の成果報告 

＜第 1 部 ブランチ＞ 

岩手ブランチ 

三重ブランチ 

愛媛ブランチ 

和歌山ブランチ 

＜2 部 分科会と実行可能性調査＞ 

企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の 

活用促進分科会 

地域の安心・良いモノ発掘マッシュアッププロジェクト 

「地域の良い〔モノ〕売れる商品支援事業」のモデルの 

構築と運営事業 

3.まとめ 

[第 3 部] 弥生講堂 一条ホール 17：00～18：20 
1.本日のセッションの振り返り 

2. FCP の普及についての意見交換 

3.本日の総括 

[懇親会] 弥生講堂アネックス セイホクギャラリー 18：30～20：00 

 

 

主催： 農林水産省 

共催： 東京大学大学院農学生命科学研究科 食の安全研究センター/アグリコクーン 
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平成22年2月24日

フード・コミュニケーション・プロジェクト事務局

Food Communication Project
フード・コミュニケーション・プロジェクト

平成２１年度
フード・コミュニケーション・プロジェクト（ＦＣＰ）

成果報告会

研究会活動のご報告

資料1
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Ⅰ 企業行動の情報発信研究会の概要

企業行動の
情報発信研究会
（42企業/団体）

失敗から学ぶ情報
発信のあり方

消費者との対話の
あり方

マスメディアとの意
見交換のあり方

フード・コミュニケーション・プロジェクト（以下「FCP」とする）の基本的な考え方に基づき、「協働の着眼点」の活用方

法の研究や活用事例の収集、普及を目的に情報の共有と意見交換を行う。

本研究会及び分科会で収集した情報、意見交換をもとに「協働の着眼点」に対する改善提案、今後の食品事業者

としての取組についての検討を行う。

２）平成２１年度 企業行動の情報発信研究会の構成

昨年度の「企業行動の情報発信研究会」における提案及びFCP情報共有ネットワーク参加者の参加希望アン

ケートに基づき、「失敗から学ぶ情報発信のあり方」、「マスメディアとの意見交換のあり方」、「消費者との対話のあ

り方」の３つのテーマ別分科会を立ち上げた。

•「協働の着眼点」の活用の研究・実践については、テーマ別分科会で実施。

•各分科会間の関連性が高いことから、相互の情報共有の場として研究会を位置づけた。

１）企業行動の情報発信研究会の目的

第1回(5/27)
・概要説明
・分科会の立ち上げ

JC連携企画

第2回
(11/27)

第3回
(2/5)

分科会：
「協働の着眼点」の
活用研究、実践の場

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

研究会：
情報共有

中
間
報
告
会

成
果
報
告
会

成
果
の
取
り
ま
と
め

3月

研
究
会

(2/24)
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本研究会 （計 42企業/団体）

株式会社アイ・エス・レーティング、味の素株式会社、イオン株式会社、池島フーズ株式会社、株式会社伊藤園、伊藤ハム株式会社、

株式会社イトーヨーカ堂、花王株式会社、カゴメ株式会社、日本フレッシュフーズ協同組合、キッコーマン株式会社、

キユーピー株式会社、生活協同組合連合会 コープネット事業連合、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社、

株式会社産經新聞メディックス、サントリーホールディングス株式会社、株式会社J－オイルミルズ、社団法人消費者関連専門家会議、

株式会社 高島屋、株式会社 ちぼり、株式会社 東急ストア、東京サラヤ株式会社、東洋冷蔵株式会社、株式会社 虎屋、

株式会社ニチレイフーズ、株式会社日清製粉グループ本社、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社、日本生活協同組合連合会、

日本たばこ産業株式会社、ハウス食品株式会社、株式会社フードゲート・ネットワークス、株式会社まつおか、

みたけ食品工業株式会社、ミツイワ株式会社、株式会社 ミツカングループ本社、三菱商事株式会社、明治乳業株式会社、

森永乳業株式会社、株式会社 山武、生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合、株式会社 菱食、わらべや日洋株式会社

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会 （計 17企業/団体）

株式会社 アイ・エス・レーティング、伊藤ハム株式会社、花王株式会社、キユーピー株式会社、コープネット事業連合、

株式会社 Ｊ－オイルミルズ、株式会社 高島屋、株式会社 東急ストア、東京サラヤ株式会社、株式会社 ニチレイフーズ、

株式会社 日清製粉グループ本社、ハウス食品株式会社、ミツイワ株式会社、株式会社 ミツカングループ本社、三菱商事株式会社、

生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合、わらべや日洋株式会社

マスメディアとの意見交換のあり方分科会 （計 15企業/団体）

味の素株式会社、伊藤ハム株式会社、花王株式会社、カゴメ株式会社、キユーピー株式会社、コープネット事業連合、

株式会社 産經新聞メディックス、東京サラヤ株式会社、日本生活協同組合連合会、ハウス食品株式会社、株式会社 まつおか、

三菱商事株式会社、明治乳業株式会社、株式会社 山武、生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合

消費者との対話のあり方分科会 （計 23企業/団体）

味の素株式会社、イオン株式会社、伊藤ハム株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、花王株式会社、カゴメ株式会社、
キユーピー株式会社、コープネット事業連合、株式会社 産經新聞メディックス、社団法人 消費者関連専門家会議、
東京サラヤ株式会社、株式会社虎屋、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社、日本生活協同組合連合会、
日本たばこ産業株式会社、日本フレッシュフーズ協同組合、ハウス食品株式会社、株式会社 フードゲート・ネットワークス、
株式会社 ミツカングループ本社、明治乳業株式会社、株式会社 山武、生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合、
わらべや日洋株式会社

3）参加事業者
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失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会

目的 ○緊急時の情報発信に関する具体的な事例を参加者からご提供いただき、経験やノウハウを

共有すると同時に緊急時の企業行動のあり方（消費者、取引先への情報開示、社内の情報

共有等）について意見交換を行う。

○社会心理、消費者行動、リスクマネジメントなどの専門家の講演を踏まえ、失敗事例を多様な

視点から考察し、緊急時の企業行動のあり方について検討する。

3

Ⅰ-1 失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会の概要

実施内容

第1回

H21.6.29

概要：伊藤ハム様より08年に同社東京工場の地下水から法令の基準値を超えるシアン化物イオン及び塩化シ
アンが検出された際の情報発信及びお客様からの問い合わせ対応等についてご紹介いただき、当該事例を
題材に緊急時の情報発信を中心に意見交換を実施。

第2回

H21.7.30
概要：コープネット事業連合様より「CO･OP手作り餃子」に関する事例とその後の対応についてご紹介いただ
き、当該事例を題材に緊急時の情報発信を中心に意見交換を実施。

第3回

H21.10.26

概要：消費者行動の専門家であるオラクルひと・しくみ研究所の小阪様より「感性と消費者行動から見たリスク
マネジメント 」、リスクマネジメントの専門家から「企業のリスクマネジメントと広報活動 」といったテーマでご講
演いただき、講演内容に関する質疑応答、これまでの分科会の議論に関する意見交換を実施。

第4回

H21.12.4

概要： 同志社大学心理学部中谷内教授に消費者心理の観点から、トラブル時の消費者心理や信頼を回復す
るためにどの様なことが求められるかについてご講演いただいた。

また、参加者から提供いただいた事例を元に意見交換を重ねた内容を整理したものを、有識者の講演、ご意
見を踏まえて見直し、表にまとめた。

第5回

H22.1.22

概要：事業者から提供いただいた事例を整理した表と「協働の着眼点」を照らし、「緊急時における企業行動及
び情報発信のあり方」について整理、検討した。また、今後の調査研究の方向性や展開について意見交換を
実施。

成果物 緊急時における情報発信の事例を踏まえた意見交換のまとめ
有識者による講演録
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リスクマネジメントの観点から、
情報共有・発信のあり方を考える

消費者との信頼関係構築と信
頼の回復について考える

茂木 寿氏
（東京海上日動ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）

・リスクとは想像を大きく超える「損失の可能
性」が起きることであり、リスクマネジメントと
は長期的なスパンで見たときに企業の持続
性を損なうようなリスクに対し合理的、経済的
な手法で対処すること。

・企業の危機対応の鏡が、広報対応。広報対
応がいくら良くても危機対応がまずければ評
価されない。

・ 単発のトラブル・事故として１度の報道で終

わらせることが重要である。

・リスクマネジメントと広報活動の基本として、
平常時からの利害関係者との情報共有が必
要。

中谷内 一也氏
（同志社大学心理学部）

・信頼が損なわれるとリスク認知が高まり、社会
的なコストの増加につながる可能性がある。

・リスク管理責任者に対する、人々の信頼を導く
には能力認知、動機付け認知の他に同じ価値の
元で能力を発揮し努力していると認知される主
要価値類似性が必要。
・信頼の決定要因として最も影響が強いのは、主
要価値の類似性。

・リスク管理者に任せておこうという気になるの
は、相手に対し、「本質的信頼」や「抑止力背景
の委託」があるため。
・不祥事を起こして信頼が崩れると、抑止力背景
の委託（＝人質供出：監視と制裁）が必要。

・不祥事が起きた際に信頼を回復するには自発
的に人質供出を行うことが役立つ。自発的な人
質供出は、日頃からその企業を好意的に考えて
いる人に対して効果が高い。

・信頼回復にあたって人質供出が機能する
のは、日頃から好意を持ってくれている人。
・平常時から、信頼を得るための本質的な
取組を継続し、アピールしていくのが重要。

・緊急時に備えて平常時から社内の体制
を整え、スピーディーに対応できるよう訓
練しておく。
・平常時からのステークホルダーとの情
報共有が重要。

■ 有識者講演の各回ごとのテーマと講演概要、学びのポイント

緊急時における消費者の意識
と行動について理解を深める

小阪 裕司氏
（オラクルひと・しくみ研究所）

・感性＝脳が判断したり、意思決定をす
る過程（高次情報処理）

・人は、問題が自分ゴト化されたときに、
問題解決への動機が生まれ、行動を起
こしたくなる。
・人は行動する緊急性が高まると、行動
への動機はさらに強くなる。
・ 緊急性が高まっている時には、客観的

な判断よりも感情（情動）を伴った認識
が優先される傾向がある。この傾向に
配慮し、いかに主導的に対応していける
かが重要。

・顧客との関係性を形成することで、ク
レームはアドバイスに変わる。
・日常的に顧客との絆作りを行うことで、
事件や事故が起きたときのセーフガード
になる。

・緊急性が高まった時に、消費者に
信頼できる情報を提供する。
・平常時からお客様との関係作りをし
ておくことが重要。
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マスメディアとの意見交換のあり方分科会

目的 ○食品事業者等とマスメディア関係者が相互理解を深め、的確な情報提供を行うための環境

をいかにして構築していくかを検討し、食品事業者等とマスメディア関係者との継続的な意見

交換、交流の場を持つことの是非、場の持ち方について意見交換を行う。

○食品事業者等とマスメディア関係者が、互いに消費者の食に対する信頼を向上させるため

の情報発信のあり方について意見交換を行う。

5

Ⅰ-2 マスメディアとの意見交換のあり方分科会の概要

「マスメディアとの意見交換のあり方分科会」の流れ

第1回分科会

○マスメディアを通じた
情報発信の課題抽出

○マスメディア関係者との
意見交換テーマの設定

第2回分科会

第3回分科会

第4回分科会

■意見交換の実践■

○情報発信におけるクライテリア

媒体： 新聞・雑誌

○食への信頼回復に向けた客観情報の伝え方

媒体： 新聞・オピニオン誌

○食の信頼確保に向けた積極的な情報開示、情報提供の仕方

媒体： 雑誌・Webメディア

成果物 報告書（構成内容（案））

・マスメディアの食に関する情報の考え方【講演録】

・事業者とメディアの食に関する情報発信の視点の違い及び共通点

【ワークショップにおける意見交換のまとめ】
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第2回分科会

H21.9.14

第3回分科会

H21.10.15

第4回分科会

H21.12.17

テ
ー
マ

■情報発信におけるクライテリア

消費者と食品事業者の間に情報の非対称性が
ある中で、どこまで情報を開示すべきか、伝える
情報のプライオリティについてメディアと共に考
えた。

■食への信頼回復に向けた客観情報の伝え方

食の安全に関する客観的な情報の発信を通じて、
消費者に正しい認識を伝達し、食への信頼回復
を実現するためにどうしたら良いか、食品事業者
とマスメディア関係者が共に考えた。

■食の信頼確保に向けた積極的な情報開示、
情報提供の仕方

アレルギーやユニバーサルデザインなど消費者
に伝えたい情報をきちんと消費者に伝え、浸透
させるための発信の仕方、媒体との連携のあり
方をマスメディア関係者と共に考えた。

実
施
事
項

・マスメディア関係者の講演。

・食の信頼確保を考えたときに消費者に何をど
の様に伝えるべきかについて意見交換を実施。

・マスメディア関係者の講演

・意見交換のためのワークショップ（記事作り）

・食品事業者とマスメディアの意見交換における
「協働の着眼点」の活用の可能性、活用のあり
方についての意見交換。

・マスメディア関係者の講演

・事業者の消費者向けWebコンテンツを主婦（お
母さん）により伝わりやすくする為の意見交換。

・本分科会の取組についての総括。

招
聘
者

朝日新聞 生活グループ記者

日経ビジネス 記者

エコマム プロデューサー

オルタナ 編集長

産経新聞 社会部次長

ベネッセ食育研究所 事務局長

ボンメルシィ！リトル 編集長

メ
デ
ィ
ア
関
係
者
講
演
の
概
要

・食の問題は緊急時と平時に分けて考えること
ができる。緊急時の食の安全に関わる情報の伝
え方の最近の傾向として、身体への影響につい
て可能な限り客観的な情報を示すような方向に
変わってきていることがあげられる。一方、平時
については消費者の食（の安全）に関するリテラ
シーの向上につながる情報を意識的に発信する
ようにしている。

・食の安全に関して積極的に関与したいと考えて
いる読者でも「添加物が何か良くわからない」と
いった声があり、知識にバラつきがある。読者の
知識レベルのバラつきを意識しながら情報を発
信していくことが必要。

・一見消費者に対してマイナスと思える情報であ
ってもしっかりと伝え、消費者に受け入れてもら
えるような情報発信が必要であり、企業のその
ような情報の発信発を促すようなサポートしてい
く。

・マスメディアは、『見出しコミュニケーション』。見
出しは一番大事なことを、最も端的に短い言葉
で表し、表現次第で読む人の印象をがらりと変
える。記事を書く際はまず見出しから決める。プ
レスリリースを書くときにも共通すると思われる。
見出しや記事がどうやって作られていくのかを知
ることは、事業者の広報活動にも役に立つ。

・社会面は事件や、事故を取り上げることがほと
んど。事件、事故を発生時点で伝えるのが社会
面だとすると、一段落してから総括するような視
点からまとめる記事を掲載したりしているのが生
活面。新聞には社会面、経済面、生活面と色々
なカテゴリーがあり、色々な視点を示すことが前
提になっている。

・栄養バランスが気になるという人たちの中でも
知識レベルは様々。また、手作りという言葉一つ
とっても想像されることが世代によっても全く異な
る。意識調査の結果（主婦・読者の声）をそのま
まうのみにすると真のニーズと乖離することが多
い。回答の背景や普段の生活、世代の特性など
を考慮して、情報を発信する必要がある。

・難しいことを読んでもらう時の方法の一つに、マ
ンガという手法がある。マンガを活用することで
ストーリーの中で理解を促したり、言いたいこと
を太字にするなどの工夫をしている。また、伝え
たいことが10あった時に、10伝えようとして1つも
残らないよりは、始めから3つに絞って3つを確実
に伝える方が良い。その方が主婦の方の心に残
ると思う。女性には母、妻、嫁、娘そして女性とい
うように立場に応じた様々な気持ちがある。その
中のどの顔の気持ちにフィットした方が関心を引
けるのか考えて発信している。

■マスメディア関係者との意見交換の実践
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目的 ○消費者とのエンゲージメント（消費者との対話を企業経営に反映）を構築するための対話型コミュニケー

ションのあり方を研究する。

○「協働の着眼点」を共通言語とし、消費者と「食」に対する相互信頼を構築することを目標として、対話手

法の試行、消費者と信頼関係を構築する対話型コミュニケーションのコンテンツと手法の提案、「協働の着

眼点」の活用方法と改善点の提案を行う。

7

Ⅰ-3 消費者との対話のあり方分科会の概要

概要： これまでの意見交換、試行結果を踏まえて、企業経営活動のＰＤＣサイクルの中での
対話型コミュニケーションの活用法を検討し、対話のあり方をまとめた。

第5回

H22.2.5

第1回

H21.6.19

概要： 直接対話の手法について、意見交換を実施した。さらに、間接対話と直接対話の組
み合わせの可能性について、議論を行った。

第4回

H21.11.18

概要： 事前に実施したアンケート結果から、「消費者との対話のための取組の現状」と「食の
信頼を向上するための対話の可能性」について、対象者の３階層（第一階層：傍観者、第二
階層：質問者、第三階層：協働者）別に手法・コンテンツについて整理した。また、間接対話の
手法について、特にWEBの活用手法についてグループワークを行った。

第3回

H21.10.20

○『消費者との直接対話の試行』として、東京ＪＣ千代田区委員会主催「食の安心フォーラム
＆ラウンドテーブル」（平成21年7月4日、18日開催）において「食の安心に向けた情報発信」

をテーマに消費者との直接対話を実施。

その他

実施

内容

概要： ＣＳＲに関わる今後の動向として、ステークホルダー・エンゲージメントが重要となるこ
とと絡めて、本分科会の主旨と目的、位置づけなど概要を説明。参加者から頂戴したコメント
を元に消費者との対話における課題について整理を実施。

第2回

H21.9.2
概要： 『消費者との直接対話の試行（任意参加）』の感想等を伺った結果、消費者とより効果
的な対話を行うためには、「１）対話の相手、２）進め方、３）テーマ設定」の３つが重要である
という意見に集約された。さらに双方向コミュニケーションにおける対話の構成（直接対話・間
接対話について等）や、対象者の階層別のコミュニケーション手法の方向性について議論を
行った。
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対象者の特定（p5参照）

対話の手法の組み合わせを行い、抽出した課題について対話を通じて解決策を

見出していく。

１

２

FCPダイアログ・システムでは消費者を３階層に分けて考える。

対話の対象となる、自社に関わりのある消費者を３階層に当てはめてみる。

FCPダイアログ・システムは 1．対象者の特定 2．対話手法の決定 3．対話による課題解決 4．対
話の結果の情報発信 の手順を踏む。

対話の対象者に対し、対話のテーマとなる課題を抽出する為の手法を決定する。

問題点となっている事象の背景にあるものを抽出することで対話の材料とする。

FCPダイアログ・システムでは対話の手法を直接型、間接型、ワンウェイの３タイ

プに分類し、対象者の特性に合わせそれぞれの手法を組み合わせる。

対話を通じた課題解決３

対話の結果などを｢協働の着眼点｣を用いて整理し、情報発信コンテンツの整備

を行うことにより、対話の対象者だけではなく、幅広い層に向けて情報発信する。

対話結果の情報発信４

対話の手法の決定（p7参照）

＜システム実施例＞

●各ステップにおいて次項の事例集等を参照

＜実施手順＞

例）自社のメルマガ会員を第２階層に設定。

その中でも自分でブログを持って積極的に情報発信してい

るお客様を第３階層とした。

例）製造現場を見てもらうこととし、第２階層をメインターゲット

にした工場見学会後に試食会を兼ねたグループ・デイスカッ

ションを行うことにした。

第２階層だけではなく、第３階層も参加者として招き、ブログ

を通じた情報発信にも期待する。

例）まずは、対話の結果として工場見学の様子を自社ホーム

ページに掲載。｢協働の着眼点｣を使いながら分かりやすく

説明。また定期的に工場見学を行うこととし、雑誌の編集者

にも取材をしてもらった。第３階層が自身のブログで紹介して

くれた。

②対象者毎に対話の手法を組み合わせる

①自社の消費者を３階層にあてはめてみる

③対話を実践する

④対話の効果の拡大を図る

例）第２階層に対してはメール・アンケートを選定。

第３階層にはじっくり話を聞きたいのでフェイス・トゥ・フェイ

スヒアリングを行うことにした。

・食品事業者と消費者間との

信頼関係を構築することを目

的とした、対話による統合型

コミュニケーションの実施手

順をまとめた。

・分科会で実施したアンケー

ト調査（各企業・団体で取り

組んでいる消費者との対話

の事例を収集）をもとに、３

階層別の対話の手法とテー

マの事例集を作成した。

・対話の手法を直接対話、間

接対話、ワンウェイに整理し

た上で、３つの階層毎に適切

な対話のコミュニケーション

手法の例を整理した。

・食の信頼に対する姿勢から

消費者を大きく３階層に分

け、対象階層毎に「今後こ

んなテーマについて対話で

きたらよい」というテーマ例

を示した。

４）FCPダイアログ・シス

テムの実施手順

２）３階層別コミュニケー

ション手法の例

成果物 ～FCPダイアログ・システムの構成～

１）消費者の階層化と

対話のテーマ例

３）対話の手法とテーマ

の事例集

第３階層：
食について議論ができる人

（特徴）

●必ずしも食に対する幅広い知識をもって

いる人ばかりではないが、食の信頼構築

に向けた課題解決を食品事業者と共に

考えることができる。

●食の情報を発信できる。食に関する人的

ネットワークを持っている。

第２階層：
食に関する質問・返答がある人

（特徴）

●食品の安全性等、食に関する情報に

対し、関心を持っている。

●お客様相談センター等、食品事業者の

情報受信チャネルを活用している。

第１階層：
食の情報に関心はあるが質問や返答が

ない人、又は食の情報に関心のない人

（特徴）

●平常時にはこの層からの発信が少ない

ため、対象を特定しづらい。

●人数は非常に多いと想定される。「
食

」
へ

の
【

興
味

・
関

心
】

高

低

「食」に関わる【行動・活動】少 多

（情報発信の留意点）

●情報を発信しないが情報を見ている可能性があ

ることから、マスメディア等を通じた発信が必要。

●この階層に対しては、わかりやすい端的な表現

で伝えることが重要。

（情報発信の留意点）

●食の情報への関心が低い第１階層への影響も

大きい為、この層の問いに対する回答をきちんと

行うことが重要。

●この階層に対しては、ある程度の知識・関心を

持っていることを前提として伝えることが重要。

（情報発信の留意点）

●食品事業者からの情報発信だけではなく、こ

の層から他階層への情報発信を促す方法も

検討する。

●この階層に対しては、専門用語も活用しなが

ら、今後の見通し・方向性や、食文化・食生活

に関わるような広範囲で中長期的な視点を

もった情報を伝えることが重要。

食の信頼に対する態度で消費者を３階層に分ける。FCPダイアログ・システムでは３つの階層を定着させてしまうのでは

なく、継続的に対話を続けることで第１階層から第３階層へと消費者の食に対する関心を高めたい。

対象者
（食品事業者を除き、

商品の購買に影響を及ぼす
母集団）

対話の手法 対話のテーマ（コンテンツ）設定
対話結果の情報発信

（手段等）

●直接対話
【会議型】
・イベント、講演会、セミナー、勉強会
・対談、インタビュー
・会議（例．会員総会、地区別総会、定
期会議、リスクコミュニケーション委員
会）
・懇談会（※１）
・自社モニター（第３階層）へのインタ
ビュー

【体験型】
・工場見学、体験交流、産地交流
・配達先
・電話（お客様相談室）

●間接対話
・手紙（返信）
・メール
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）、ブログ

●ワンウェイ・コミュニケーション
・広報誌
・カタログ
・店舗（ポスター、商品POP）
・商品パッケージ
・広告媒体（新聞、雑誌、テレビ）

●直接対話
【会議型】
・イベント、講演会、セミナー、勉強会
・会議（例．小規模な会員同士の会議）
・試食会（※２）
・自社モニター（第２階層）へのインタ
ビュー

【体験型】
・工場見学、店舗見学、体験学習、産地
交流
・料理教室、食育活動
・店頭、配達先
・電話（お客様相談室）

●間接対話
・アンケート
・手紙（返信）
・メール・メールマガジン
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）

●ワンウェイ・コミュニケーション
・啓発パンフレット
・広報誌
・カタログ
・店舗（ポスター、商品POP）
・商品パッケージ、食品表示
・広告媒体

●直接対話
【会議型】
・招待食育イベント

【体験型】
・店頭、配達先
・街角インタビュー形式聞き取り
・電話（お客様相談室）

●間接対話
・アンケート
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）

●ワンウェイ・コミュニケーション
・有名人（芸能人）を通じて
・店舗（ポスター、商品POP）
・商品パッケージ
・ダイレクトメール
・広告媒体（新聞、ＴＶＣＭ、チラシ、雑
誌）

＜第１階層＞
食の情報に関心はある
が質問や返答がない
人、又は食の情報に関
心のない人

●直接対話
・最新関連情報（例．新しいもの、他の人が知らないこと）
・一般の方では分かりえない、市場情報や新生活情報（例．メタボ
リックシンドローム予防と特定保健用食品）
・食育、子育てなど（親子で参加）
・商品情報（例．おすすめ商品、商品事故の説明、商品規格（アレ
ルギー物質、添加物等）など）
・商品開発（味、製品仕様（パッケージ表示、使い勝手）、消費者
の意識、価格など）

●共通（直接対話、間接対話、ワンウェイ・コミュニケーション）
・関心あるテーマの吸い上げ（消費者へのヒアリング）
・現状の問題点に関する情報（消費者への情報発信）
・食情報・調理情報
・企業の姿勢
・安全への取組、品質管理体制
・商品情報、商品アンケート、商品・サービスについての課題の検
証、付加価値の案内（例．商品パッケージに記載していない食べ
方などの補足説明等）

●間接対話
・商品改善（例．お客様からのご指摘を受けて商品を改善）
・意識調査（例．くらし、商品の使い方、食の安全への意識など）

●直接対話
・商品情報（例．安全性、特性、購入希望、商品回収など）

●共通（直接対話、間接対話、ワンウェイ・コミュニケーション）
・気づいてもらうことそのものが重要なテーマ
・現状の問題点に関する情報
・企業の姿勢
・商品情報

●間接対話
・受動的に情報に触れてもらう
・一般的衛生管理、食育、健康、育児
・企業メッセージ
・安全への取組、品質管理体制
・商品情報、商品戦略

＜第２階層＞
食に関する質問・返答が
ある人

＜第３階層＞
食について議論ができる
人

【株主、マスメディア等のステークホ
ルダーも対象とした情報発信等】
・学会（研究発表）
・株主総会
・ステークホルダー・ダイアログ
・新製品発表会
・マスコミ向け試食会・勉強会・サン
プリング
・有識者・業界紙記者によるマスコ
ミ・業界・広告代理店・シンクタンク等
への情報伝達

【企業からの情報発信等】
・情報交換会
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）、ブ
ログ
・啓発パンフレット
・商品パッケージ
・販促物

【媒体を通した情報発信等】
・報道へのニュースリリース
・広報（新聞、雑誌、本）
・広告（ＴＶＣＭ、新聞、雑誌等）

【体験プログラムの実施等】
・工場見学体験プログラム
・料理教室
・小中学校への出張授業、食育体験
教室

【企業からの情報発信等】
・お客様相談室
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）、ツ
イッター
・メールマガジン
・商品パッケージ
・販促物

【媒体を通した情報発信等】
・報道へのニュースリリース
・広報（新聞、雑誌、本）
・広告（ＴＶＣＭ、新聞、雑誌等）

【企業からの情報発信等】
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）
・商品パッケージ
・販促物（店頭POP、商品カード）
・キャンペーン

【媒体を通した情報発信等】
・報道へのニュースリリース
　→ＴＶ番組とのタイアップ
　→広報（新聞、雑誌、本）
　→広告（ＴＶＣＭ、新聞、雑誌等）

●直接対話
・話題になっているテーマ、食をめぐる問題（例．「添加物はなぜ、
嫌われるか」、食の安全、食料自給率、食のこだわりなど）
・最新関連情報（例．新しいもの、他の人が知らないこと）
・一般の方では分かりえない、市場情報や新生活情報（例．メタボ
リックシンドローム予防と特定保健用食品）
・評論家、文化人を対象者とした、食文化に関するテーマ
・経営・店舗運営全般
・品質管理体制、現場・現実の正しい認識、製造手法・過程、衛生
管理手法
・商品情報（おすすめ商品、商品事故の説明など）
・商品開発（味、製品仕様（パッケージ表示、使い勝手）、消費者
の意識、価格など）

●共通（直接対話、間接対話、ワンウェイ・コミュニケーション）
・正しい食に関する情報
・現状の問題点に関する情報
・パブリックコミュニケーション：地域社会、自治体、投資家、団体
等の「一般社会」と同等のテーマ
・社会問題
・企業の姿勢（企業が、どのような考えで、どのように食品を製造
しているか）
・ＣＳＲについて
・ユニバーサルデザイン、環境、食情報発信についての取組
・商品情報

●間接対話
・おすすめ商品を中心とした、食をめぐる問題提起、食品の正しい
取り扱い方、生活に役立つ知識（食品表示の見方、FAQなど）の
提供
・インターネット上でレシピ一般募集、Ｑ＆Ａをお客様同士で行う

第２階層：食に関する質問・返答がある人

●セミナー・講座など会場を使ったコミュニケーション。
●発言力・影響力の高い第３階層を講師に招いた講演、質疑応答を通じた啓発など正しい情報を共有しあう活動が中心となる。
●イベント、展示会の場での質疑や会話のやり取り、講演後のアンケート等を通じて、この層のニーズを引き出す。

●座談会など会場を使った会議体型のコミュニケーション。
●現状の商品や企業行動の評価・問題点を聞く、など消費者の問いを聞くために行うことも出来る。
●会場での質疑や会話のやり取り、事後のアンケート等を通じて、この層のニーズを引き出す。

●工場など食品事業者の現場を使ったコミュニケーション。
●現場の体験を通じて、企業の安全に対する取り組みや理念を直接見てもらう。また工場見学ルートを「協働の着眼点」をもとに見直し、

説明方法の工夫を図る。
●会場での質疑や会話のやり取り、事後のアンケート等を通じて、この層のニーズを引き出す。
●見学会、試食会開催後に会議室での議論を行うなど、対話を行う為の導入部として使うことも可能。

●食の安心・安全について感じていることをアンケートを通じたヒアリングを行い、コミュニケーション・テーマについての課題を抽出する。

●自社のお客様モニター、メールマガジン会員等を持っている場合は、モニターへの調査がこれに充当する。無い場合は別途アンケート調査を行う。

●お客様相談室へ寄せられる、消費者の声を分析する。
●コミュニケーション・テーマに関連すると思われる問い合わせ内容を分析し、課題を抽出する。

●コミュニケーション・テーマについて、消費者の問いに対する回答を自社ホームページに掲載する。
●自社ホームページは自社の意見が表明出来る場である。「協働の着眼点」を活用しながら分かりやすい表現を行う。

セミナー・出前講座直接
対話 セミナー・出前講座直接
対話

グループディスカッション直接
対話

グループディスカッション直接
対話

工場・店舗見学・試食会直接
対話

工場・店舗見学・試食会直接
対話

お客様相談室への問い合わせ分析間接
対話

お客様相談室への問い合わせ分析間接
対話

アンケートの実施

お客様モニター・アンケート
間接
対話

アンケートの実施

お客様モニター・アンケート
間接
対話

ホームページ等の自社で運用する媒体で

の発信
間接
対話

ホームページ等の自社で運用する媒体で

の発信
間接
対話

●商品パッケージに、お客様からの問いに対する回答を掲載することで、商品を通じたコミュニケーションを行う。

商品パッケージを活用した発信間接
対話

商品パッケージを活用した発信間接
対話

第１階層：食の情報に関心はあるが質問や返答がない人、又は食の情報に関心のない人

●小売店や百貨店の店頭等、対象者が集まっている場で行われるイベントや展示会でのコミュニケーション。

●食の安全性や食育など、店頭に並ぶ商品にまつわる知識、また食に関する基礎的な知識の提供を行う。

●イベント、展示会の場での質疑や会話のやり取りで、この層のニーズを引き出す。

●母親学級、離乳食学級、乳幼児検診などの場を使いながらのコミュニケーション。

●子供に対する意識を活用しながら食にまつわる情報、特にアレルギー情報などの役に立つ情報の伝達。

●イベント、展示会の場での質疑や会話のやり取りで、この層のニーズを引き出す。

●食の安全・安心に関する情報に興味をもってもらえるようなキャンペーンを実施する。

●または従来型のプレゼントキャンペーン等、第１階層の消費者の興味・関心を引きやすい情報と組み合わせながら、食の信頼向上に向けた取組に関する
情報を伝える。

●アンケート調査も併せて実施することで、ニーズの掘り起こしや、興味喚起を図る。

集客型イベント・展示会直接
対話 集客型イベント・展示会直接
対話

ホームページ（PC・Web）での

キャンペーン
間接
対話

ホームページ（PC・Web）での

キャンペーン
間接
対話

子育ての場の活用直接
対話

子育ての場の活用直接
対話

●マスメディアを通じ、対話型ではなく多数の消費者に対しワンウェイ・コミュニケーションを行う。

●「協働の着眼点」を活用し、分かりやすい情報をイラストを使うなど共感してもらいやすい形で発信。

●メディアに対しても「協働の着眼点」を使った説明をするなどの関係作りが重要。

マスメディアとの連携による情報発信ワン
ウェイ

マスメディアとの連携による情報発信ワン
ウェイ

第３階層：食について議論ができる人

フェイス・トゥ・フェイスヒアリング直接
対話

フェイス・トゥ・フェイスヒアリング直接
対話

●主に文化人や評論家等に対して、社会的な課題など現状ではすぐに解決出来ない課題について、消費者の代表として詳細な意見を伺う。
●ヒアリングの内容をもとに、他層との対話を行うコンテンツとしたり、広く社会に発信するコンテンツとして取り扱う事も検討する。

●工場など食品事業者の現場を使ったコミュニケーション。商品製造や販売の現場を通じて、企業の安全に対する取り組みや理念を見てもらい、
情報発信の方法について意見交換を行う。

●こういった情報提供の機会を通じて、この層からのblog等による情報発信についてのサポートを行う。

●企業の安全に対する取り組み等について講習会を行い、この層に協力者となってもらうことを促す。

●講習会を体験することで第２階層以下へのセミナー・出前講座などでの講師となってもらい、消費者から消費者への情報の拡がりを目指す。
●こういった情報提供の機会を通じて、この層からのblog等による情報発信についてのサポートを行う。

ラウンド・テーブル直接
対話 ラウンド・テーブル直接
対話

講習会（資格者、講師養成）直接
対話

講習会（資格者、講師養成）直接
対話

現場見学会・試食会（研究所・工場、店舗）直接
対話

現場見学会・試食会（研究所・工場、店舗）直接
対話

プログラム開発WS直接
対話

プログラム開発WS直接
対話

課題抽出WS直接
対話

課題抽出WS直接
対話

●会議型コミュニケーション。答えの出しづらい問題の本質を探り対話のテーマに関して何が課題となっているかを抽出する議論を行う。
●議論を行う際には、事前に工場や店舗等の現場見学を行ったり、第２階層に対するアンケート結果を使う等の情報提供をしながらの議論も検討する。

●会議型コミュニケーション。「協働の着眼点」を活用した情報発信の仕方、CSRや食育などの活動プログラムを一緒に作る。

●議論を行う際には、事前に工場や店舗等の現場見学を行ったり、第２階層に対するアンケート結果を使う等の情報提供をしながらの議論も検討する。

●会議型のコミュニケーション。消費者代表としての第３階層、その他学識者など複数のセクターが集まり討議する。
●多様な意見を突き合わせることで、社会的な課題など現状ではすぐに解決出来ない課題についての解決策を検討する。
●ヒアリングの内容をもとに、他層との対話を行うコンテンツとしたり、広く社会に発信するコンテンツとして取り扱う事も検討する。
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Ⅱ アセスメントの効率化研究会の概要

FCPの基本的な考え方に基づき、「協働の着眼点」の活用方法の研究や活用事例の収集、普及を目的に、特に「食の安全・信頼確保

のための食品事業者の取組に関する情報」が関係者間で円滑にやりとりされ、共有されるよう、意見交換を行う。本研究会及び分科

会で収集した情報、意見交換をもとに「協働の着眼点」に対する改善提案、今後の食品事業者としての取組、次年度の研究テーマに

ついて提言を行う。

２）平成２１年度ＦＣＰの全体構成とアセスメントの効率化研究会
アセスメントの効率化研究会では、研究会の下に「工場監査項目の標準化・共有化」「商品情報の効率的なやりとり」「フー

ド･コミュニケーション（FC)企業行動マネジメント規格の策定」の３つの分科会を設置し、活動を実施する。

１）アセスメントの効率化研究会の目的

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第
２
回

研
究
会

アセスメントの
効率化研究会
（57企業/団体）

工場監査項目の標準化・
共有化

フード･コミュニケーション
企業行動マネジメント規

格の策定

商品情報の
効率的なやりとり

第1回(5/27)
・概要説明
・分科会の立ち上げ

「協働の着眼点」の
活用研究、実践の場

情報共有 中
間
報
告
会

成
果
報
告
会

成
果
の
取
り
ま
と
め

平成２１年度のアセスメントの効率化研究会の活動内容について振り返りを行うとともに、今後の活動の方向性について
意見交換を実施。

第3回概要

H22.2.4

第1回概要

H21.5.27

ＦCPの概要、今年度の研究会の概要について説明し、ファシリテーター及び事務局メンバーの紹介を行った。その後、興
味・関心のある分科会に別れ、それぞれの分科会の企画の詳細についてご説明し、分科会の企画内容に対する意見交
換を実施。

第2回概要

H21.9.25

平成２１年度のFCPの取り組み全体像について説明を行うとともに、アセスメントの効率化研究会の中で議論が進んでい
る２分科会（「工場監査項目の標準化・共有化分科会」「フード･コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定」）と、
各実行可能性調査の進捗状況、およびそれらの取り組みの関連性について説明を実施。

9
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3）参加事業者

フードコミュニケーション（FC）
倫理行動マネジメント規格策定分科会

◎ 横浜商科大学 地域産業研究所（幹事団体）
株式会社 アイ・エス・レーティング

味の素株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
社団法人 日本能率協会
三菱商事株式会社

計　6企業/団体

工場監査項目の標準化・共有化分科会

株式会社 アイ・エス・レーティング 株式会社 日本アクセス
味の素株式会社 日本検査キューエイ株式会社 
イオン株式会社 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 

株式会社 イトーヨーカ堂 財団法人 日本食品分析センター
カゴメ株式会社 社団法人 日本能率協会
京セラミタジャパン株式会社 日本マクドナルド株式会社 
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 ハウス食品株式会社 

NPO法人 サニテーション・デザイナー協会 株式会社 阪急クオリティーサポート
サントリーホールディングス株式会社 株式会社 ファミリーマート
敷島製パン株式会社 株式会社 ホンダトレーディング

株式会社 シジシージャパン 株式会社 マルハニチロホールディングス
株式会社 消費経済研究所 みたけ食品工業株式会社 
太陽化学株式会社 ミツイワ株式会社 
株式会社 竹中工務店 株式会社 ミツカンサンミ

株式会社 ちぼり 三菱化学メディエンス株式会社 
株式会社 東急ストア 三菱商事株式会社 
東京サラヤ株式会社 明治乳業株式会社 

東洋冷蔵株式会社 株式会社 山武
株式会社 ニチレイフーズ 株式会社 菱食
日清オイリオグループ株式会社 株式会社 ローソン
株式会社 日清製粉グループ本社 わらべや日洋株式会社 

計　42企業/団体

本研究会

株式会社 アイ・エス・レーティング

株式会社 竹中工務店
株式会社 ファミリーマート

味の素株式会社

株式会社 ちぼり
物産フードサイエンス株式会社イオン株式会社

株式会社 東急ストア
株式会社 ホンダトレーディング株式会社 イトーヨーカ堂

東京海上日動火災保険株式会社
株式会社 マルハニチロホールディングス株式会社 内田洋行

東京サラヤ株式会社
みずほコーポレート銀行ＳＧＳジャパン株式会社

東洋冷蔵株式会社
みたけ食品工業株式会社海外貨物検査株式会社

株式会社 ニチレイフーズ
ミツイワ株式会社花王株式会社

日清オイリオグループ株式会社
株式会社 ミツカンカゴメ株式会社

株式会社 日清製粉グループ本社
株式会社 ミツカンサンミ京セラミタジャパン株式会社

株式会社 日本アクセス
三菱化学メディエンス株式会社

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
日本検査キューエイ株式会社

三菱商事株式会社
NPO法人 サニテーション・デザイナー協会

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
明治乳業株式会社

株式会社 産經新聞メディックス
財団法人日本食品分析センター

株式会社 山武
サントリーホールディングス株式会社

社団法人 日本能率協会
横浜商科大学 地域産業研究所

敷島製パン株式会社
日本百貨店協会

株式会社 菱食
株式会社 シジシージャパン

日本マクドナルド株式会社
株式会社 ローソン

株式会社 消費経済研究所
ハウス食品株式会社

わらべや日洋株式会社

太陽化学株式会社
株式会社 阪急クオリティーサポート

計 58企業/団体

株式会社 高島屋
株式会社 ファイネット池豊株式会社

株式会社 伊藤園

清田産業株式会社
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工場監査項目の標準化・共有化分科会

目的 ○フード・コミュニケーション・プロジェクト（以下FCPとする）の基本的な考え方に基づき食品事

業者等が参集し、既存の工場監査の項目のうち、安全・信頼確保のための取組に関するもの

について、監査項目の標準化・共有化の検討を行う。 「協働の着眼点」の項目の中から共有

可能なものについて整理を始め、基礎的な項目に関する標準化・共有化の為のツールを作成

し、活用の提案をとりまとめる。

11

Ⅱ-1 工場監査項目の標準化・共有化分科会の概要

成果物 「ＦＣＰ共通工場監査項目・第１版」

・ これまでに分科会における議論の内容と、監査項目を使用した工場監査の試行結果も

成果物として添付する。

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回

食品

事業者

工場監査・
検査事業
者 など

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回

食品

事業者

工場監査・
検査事業
者 など

全体
で

検討

全体
で

検討

食品事業者
による検討

監査・検査事業者
による検討

9/107/29(午後）7/16(午後）

7/16(午前）

2010年

2月4日

全体
で

検討

全体
で

検討

全体
で

検討

試行版
の完成

9/25 10/226/18

各社で活用

活用結果
報告
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ステージ ２

（１）【商品（※8）等についての情報共
有】

（２）【取引先との協働の取組】

９．【取引先との情報共有、
協働の取組】

FCP共通工場監査項目

協働の着眼点

協働の着眼点（小項目）に対応
する工場監査項目について、
必要であると考えられる項目を
抽出しました。

35社からのアンケート結果

ディスカッション１

抽出した監査項目について、
レベル分けの整理をしました。

レベル分けした項目のうち、
基礎項目とした項目について、
表現方法等の見直しをしました。

アンケート結果を参考に、
実際の業務の流れに沿っ
て、必要と考えられる項目
を抽出してみよう。

抽出した監査項目は、要
求されるレベル感がまちま
ちだな。まずは3つのレベ

ルにわけて整理してみよう。

食品事業者

監査・審査会社

監査項目

ディスカッション２

ディスカッション３

レベル分け 基礎項目：最低限押さえておくべき項目

条件適用項目：工場規模や業種に応じて必要となる項目

応用項目：付加価値的な情報として必要となる項目

事業規模や業種に関わら
ず、使う人が理解できる表
現方法になっているだろう
か。整理してみよう。

項目によっては、「食品事業
者」、「監査・審査会社」を分け
てディスカッションしている場
合もあります。

工場監査項目の【抽出】

【整理】した工場監査項目の【表現の整理】

工場監査項目を抽出・整理するためにグループディスカッションを実施

【抽出】した工場監査項目の【整理】

ステージ 1

■ 「共通工場監査項目」策定の流れ

１６６項目からなる
監査項目の完成
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・「侵入防止等のセキュリティー」について新たな気付きができた。
・確認すべき項目をモレなく体系的に確認することができた。
・（監査する側として）質問に対する回答が要領を得ていた。
・表現が端的で、わかりやすかった。
・優先順位が明確になり、指導、改善業務の効率があがった。
・項目の網羅性からみて、抜けもれなく整備されており効率化できた。
・「ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ」、「ｸﾚｰﾑ対応」、「表示確認ﾙｰﾙ」について自社の監査シートに追加した。
・「薬剤の管理」や「廃棄物の管理」の項目が自社で不足していることに気付いた。
・工場では、自ら積極的に法令を知ろうという意識が薄いことに気付いた。
・管理の上位概念である「実施」の項目が、自社の監査シートにないことに気付いた。
・「責任者の設定」に関する明確さに欠く部分があることに気付いた。
・監査のポイントが明確になってスムーズに実施できた。
・コンプライアンスに関する重要性に気付いた。
・お客様対応が、川上の製造業、加工業でも必要であることがわかった。
・何を監査するのか明確になっているので使い勝手がよい。
・情報収集担当者を配置する必要性について、新たな気付きがあった。
・管理しておかなければならない部分が明示され、どの部分が整備できてないかわかった。
・事前の自社チェックが自律的に行われるようになった。

「気付き」や「効率改善」に関してのご回答（抜粋）

■ 「共通工場監査項目」を使った工場監査の試行結果（アンケート回答内容から）
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商品情報の効率的なやりとり分科会

目的 ○商品情報に関するやりとりの業務は、様々な関係者が関わって実施されており、かつその

情報量は膨大となっている。まずは、分科会参加者により、業態、業種、職種の壁を越えて

様々な観点から商品情報のやりとりに関する問題点を洗い出し、課題を共有する。

成果物 「商品情報の効率的なやりとりに関する課題」

・ 来年度の分科会開催に向け、分科会参加事業者間で共有した問題点・課題を整理し、

報告する。

Ⅱ-2 商品情報の効率的なやりとり分科会の概要

◇第１回分科会 平成２２年 ３月９日 午後 （これから第１回分科会を開催）

【問題点の洗い出し】 テーマ：業務における問題点の洗い出し

Ｈ21年度分科会

Ｈ22年度分科会

【課題解決の議論】 テーマ：洗い出された問題点よりテーマ設定し議論
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フード･コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定分科会

目的 ○食に関わる事業者が消費者の信頼を得るために、またフードチェーンを構成する関係者相

互の信頼感の共有のために、協働の着眼点を活用し、食の信頼確保に向けた食品関連事業
者の経営倫理基準と、製品実現基準で構成されるFC企業行動マネジメント規格を作成する。

（横浜商科大学・地域産業研究所が中心となり分科会活動を実施）

15

Ⅱ-3 FC企業行動マネジメント基準策定分科会の概要

成果物 「フードコミュニケーション（ＦＣ）企業行動マネジメント規格」を出版物として発刊する予定

（2010年3月予定）

概要：「フードコミュニケーション（ＦＣ）企業行動マネジメント規格」の内容について資料をもと
に、具体的な構成内容に関して要点を説明し、内容に関しての改善点や本規格の利用可能
性に関する意見交換を実施。

第4回

H21.10.14

進捗 第1回

H21.6.22
概要： 分科会参加者の紹介を行ったあと、分科会で策定する「フードコミュニケーション（Ｆ
Ｃ）企業行動マネジメント規格」の内容と、作業の進め方について、意見交換を実施。

第2回

H21.7.29
概要： 「フードコミュニケーション（ＦＣ）企業行動マネジメント規格」の前文（考え方）及びFC
企業行動マネジメント規格の構成内容について意見交換を実施。

第3回

H21.9.9
概要： 「フードコミュニケーション（ＦＣ）企業行動マネジメント規格」内容について、第2回分科

会において参加者の方々から頂戴した意見をもとに、「FCM2010」の目的や方向性、注意事
項、具体的な構成内容について意見交換を実施。

第5回

H22.1.20
概要：「フードコミュニケーション（ＦＣ）企業行動マネジメント規格」の出版原稿ドラフトをもと
に、マネジメント規格としての盛り込むべき内容・修正すべき内容について、最終的な意見
交換を実施。
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フード・コミュニケーション（FC）企業行動マネジメント規格
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Ⅲ 地域活性化研究会

FCPの基本的な考え方に基づき、食品事業者や都道府県等、様々な主体と地域における「協働の着眼点」の

活用事例の収集及び適切な活用方法を検討し、情報共有を図る。また、上記の検討に基づき、様々な地域に

おける「消費者の食に対する信頼を確保するための取組」を促進、支援する為の方策や取組について提案を

とりまとめる。

２）平成２１年度 地域活性化研究会の構成

昨年度の「地域活性化研究会」における提案及びFCP情報共有ネットワーク参加者の参加希望アンケートに基づ

き、「企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会」を立ち上げた。また、地方自治体と連携

し地域ブランチを立上げ、活動支援を行った。

•分科会は、ワーキンググループを２回、分科会を３回、開催し、「展示会・商談会シート」の作成、検証を行った。

•地域ブランチは、岩手県、三重県、愛媛県において開催した（和歌山県は３月８日が決定済み）。「協働の着眼

点」、「展示会・商談会シート」の活用研究等を実施した。

１）地域活性化研究会の目的

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月地域活性化
研究会

（37企業/団体）

第1回(5/25)
・概要説明
・分科会の立ち上げ

「協働の着眼点」の
活用研究、実践の場

情報共有

成
果
の
取
り
ま
と
め

WG実施

中
間
報
告

成
果
報
告

適宜実施

企業力向上の場とし
てのﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｱ・商
談会の活用促進

地域ブランチ
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3）参加事業者

愛媛ブランチ （計 16企業/団体）

三重ブランチ （計 24企業/団体）

岩手ブランチ （計 16企業/団体）

株式会社イトーヨーカ堂、一神商事株式会社、株式会社愛媛銀行、株式会社ぐるなび、株式会社京王百貨店、株式会社産經新聞メ

ディックス、株式会社静岡銀行、株式会社消費経済研究所、信金中央金庫、株式会社千葉銀行、株式会社東急ストア、日本ケンタッ

キー・フライド・チキン株式会社、株式会社菱食、株式会社フードゲート・ネットワークス、みたけ食品工業株式会社、ミツイワ株式会社、

株式会社長井製菓、株式会社インフォマート、社団法人日本能率協会（代表幹事）

横浜商科大学 地域産業研究所、岩手県、愛媛県、滋賀県、三重県、株式会社愛媛銀行、株式会社静岡銀行、信金中央金庫、株式会

社千葉銀行、株式会社八十二銀行、株式会社北洋銀行、財団法人北海道科学技術総合振興センター、日本百貨店協会、株式会社ア

イ・エス・レーティング、ＳＧＳジャパン株式会社、日本検査キューエイ株式会社、株式会社アイティ総研、有限会社ケンプランニングオ

フィス、社団法人日本能率協会、株式会社産經新聞メディックス、東京海上日動火災保険株式会社、サーモフィッシャーサイエンティ

フィック株式会社、東京サラヤ株式会社、株式会社フードサポート四国、ミツイワ株式会社、みたけ食品工業株式会社、株式会社マス

ヤグループ本社、株式会社 マスヤ、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社京王百貨店、株式会社東急ストア、日本ケンタッキー・フライ

ド・チキン株式会社、一神商事株式会社、ダーマ株式会社、株式会社菱食、三菱商事株式会社、株式会社フードゲート・ネットワーク

ス、池島フーズ株式会社、株式会社高島屋、株式会社ぐるなび、株式会社消費経済研究所

企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会 （計 19企業/団体）

本研究会 （計 41企業/団体）
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実際のマッチングフェア・商談会における「展示会・商談会シート」の普及を図ると共に、利用
事例により、必要項目や使い勝手等につき、検証を行っていく予定。

今後の展開

秋期以降の展示会・商談会における実際の利用例を基に、評価と検証、今後の展開方向に
ついて確認した。

第3回分科会

H22.1.21

第1回の分科会及びＷＧにおける議論に基づき、「展示会・商談会シート」案を作成した。第2回WG
H21.8.28

分科会、ＷＧの議論を踏まえ作成した「展示会・商談会シート」案を示し、意見交換を実施。
最終案につき、秋期以降の展示会・商談会において実際に利用することを確認した。

第2回分科会

H21.9.11

企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会

目的 ○「協働の着眼点」を活用しマッチングフェアや商談会においてバイヤーと食品事業者との情報のやり取りの

効率化を図る「展示会・商談会シート」を開発する。

○商品開発、営業活動におけるPDCAサイクルのスタートポイントとして、マッチングフェア・商談会を活用す

ることで企業力向上を図る具体的方策を検討する。

実施
内容

ワーキンググループ及び分科会を開催し、展示会・商談会における課題の整理、「展示会・商談会シート」の
開発及び実際の使用例を用いた評価、検証を行った。

第1回分科会

H21.7.15
マッチングフェア・商談会の課題と改善点の整理、現行の「展示会・商談会シート」の課題と
改善点の整理を実施。

第1回WG
H21.8.5

「展示会・商談会シート」における必要な項目、利用イメージ（利用タイミング、主要な利用者）
等につき、意見交換を実施。

成果 「展示会・商談会シート」（３つの商談会にて実際に利用）

Ⅲ－１ 企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会の概要
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■分科会で提案された「商談会・展示会シート」について

○項目選定にあたっては、「協働の着眼点」との関連付けに配慮した。
商談会・展示会シートの項目は、商談や取引における必要性の視点と「協働の着眼点」との関連性との視点を考

慮しながら、選定した。
○レイアウト・構成上の留意点：展示会・商談会における時間的制約、取引をスタートさせる際に最も基本的となる最
低限の情報である３０項目に絞込みを行い、商品情報と企業情報毎に整理した。
A４の両面程度のボリュームで、「わかりやすく」、「ビジュアル」を利用するといった点に留意した。

商談会における商談会シート記入事前研修の様子 実際の利用例

企業情報

企業情報の項目例
・基本情報

企業名、所在地、資本金、設立年、従業員数
・営業情報

業種、業務内容、売上高、主な取引先
主な取扱商品、

・その他
企業のセールスポイント

商品情報

商品情報の項目例
・基本情報

商品名、商品概要、販売希望価格
・生産情報

最小ロット、受注単位、生産能力、リードタイム
特許、商標、類似品の有無、HACCP、ISO
PL保険

・商品情報
生産地、原材料、賞味期限、GMO

・流通情報
規格、配送形態、保管形態、流通経路

・その他
商品のセールスポイント

【既往の展示会・商談会シートより抽出した項目】

取引関係全体の
うち、ファーストコ
ンタクトレベルに
おける必要な情
報の絞込み

「協働の着眼点」
との関連性づけ
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Ⅲ-2 地域ブランチの概要

4-1. ＦＣＰ岩手ブランチ

目的

「フード・コミュニケーション・プロジェクト」における食品事業者の行動の透明性確保という課題を、「攻めの対策」と捉え、岩手県に

おいては「ＦＣＰ岩手ブランチ」を設立した。

農商工連携や６次産業化の推進による業態の拡大等に寄与する活動とし、ブランチに参加する関連事業者等が一体となり、県内

食品事業者への支援を通じて食産業を核とした地域の活性化を図る。

また、県内におけるＦＣＰ活動の研究と県内食品事業者支援の基盤構築に取り組み、ビジネスとして発展性のある具体的モデル

の創出を目指す。

進捗

第1回

H21.6.26

農林水産省からFCPの概要説明を行った後に、岩手県庁から県内におけるFCP推進にあたって
の方針を説明した。

また、県内企業における実践例を紹介し、食産業を核にした地域活性化を目的とするFCP岩手県
モデル形成に向けた意見交換を行った。

食品事業者向け流動資産
担保融資研究会開催

H21.7.24

県内の金融機関の参加のもと、「食品事業者向け流動資産担保融資研究会」を発足し、意見交換
を実施した。

金融機関と協働し、実践するとともに、研究会を開催することとした。

企業訪問、現地等での協議

（6月から継続的に実施）

県内食品製造業者を訪問し、各事業者が取組む課題とFCPに対する考え方や協働の着眼点の利
用方法等について、協議、検討を行っている。

第2回

H22.2.10
FCP岩手ブランチの一環として、食の安全・安心を基本に、意欲的に企業価値向上に取組む食品
事業者の事例紹介し、食産業振興に係る意見交換を行った。

成 果

FCP岩手ブランチでは、モデル事例としてブランチ参加事業者それぞれの課題を抽出し、解決対
応することを通じて、事業者が自身の取り組みを「見せていく」意識を高めるとともに、顧客に対し
て「見せていく」場の形成に取り組んだ。このことから、事業者自身が主体となり、社内外に「見せ
ていく」取組みに繋いだ。

今後の展開

県内食品事業者、関係者および消費者に広く「見える化」の意義、岩手ブランチの取組みをお知
らせしていくとともに、「見せていく場、機会」を作り、事業者の主体的な取組みを促進すること。

また、事業者の課題解決のための支援と協働の態勢を構築すること。
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“ココロ”を磨く

“シクミ”を磨く

“モノ”を磨く

○ 事業・経営計画策定支援

○ 経営管理向上による金融支援
○ 製造・技術開発支援
○ 衛生管理・品質管理支援

○ 商品開発支援
○ 商品マッチング支援
○ 商品ＰＲ支援

食品事業者が経営発展するためには、
ココロ、シクミ、モノを磨き、

自社内外で伝え、共有する取組みが重要

食品事業者の取組みの「見える化」

事業者の皆さんと協働で、「見える化」に取組む

ＦＣＰ岩手ブランチの取組み

着実に成長する食品事業者の共通点として見えてきたもの

モノ

（商品）

シクミ

（プロセス）

ココロ

（経営理念＝食の安全・安心）

“ 事 業 活 動 ”

顧 客

○ 情報発信支援
○ 農商工連携支援
○ 事業者間マッチング支援

“伝え、共有”する

事業者の課題に応じた支援と協働により、取組みの「見える化」を図る



23次年度以降の「食の信頼回復サポート」に関わる事業等に反映する今後の展開

○食品企業経営者向けの「企業価値向上プログラム」
○「お客様の信頼確保のための活動の自己点検シート」

成果

第6回

H22.1.13

テーマ「価値創造に向けたリーダーシップ」
○ミッション、ビジョンの構築と共有、○改善・革新のための組織体制・制度づくり、○組織風土・
企業文化の醸成

第3回

H21.10.6

テーマ「お客様との双方向コミュニケーション」
○安心をサポートする積極的な情報発信、○ご意見・苦情はお客様からの贈りもの、○お客様情
報を活かす社内体制の構築

第4回

H21.10.27

テーマ「お客様価値を高める人と組織づくり」
○高い業績を生み出す環境づくり、○組織能力強化と人材育成、○社員満足

第5回

H21.11.16

テーマ「わが社のお客様価値創造のプロセス」
○わが社のお客様は誰？、○ライバルに差をつける「わが社の安全づくり」、○価値創造のため
の組織能力強化

第2回

H21.9.14

テーマ「わが社はなぜ？お客様に選ばれているのか？」
○お客様の期待に応えるわが社の提供価値、○食品事業者必須の提供価値「安全・安心」、○
「お客様基点」から始まる価値創造

第1回

H21.8.24
進捗

4-2. ＦＣＰ三重ブランチ

目的

食の信頼回復に取り組むことを企業価値向上の戦略の一つとして捉え、それを自社の企業経営に反映させ
て、より優れた経営の仕組みづくりにつなげていくことをめざした、企業トップ向けのセミナーを企画・実施す
る。具体的には、「優れた経営の仕組み作り」を学ぶ「経営品質向上プログラム」をベースにした研修カリキュラ
ムを検討したうえで、食品企業経営者を対象とした研修を実施し、企業価値向上の考え方についての理解を
深める。また、参加者の研修による学習成果を活かし、「協働の着眼点」について経営改善ツールとしての活
用法を試行しながら、「協働の着眼点」と連携した食品企業経営者向けの人材育成カリキュラムを検討する。

テーマ「お客様に信頼される会社をつくる」
○各社の取組と今後の計画発表
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どのような基準で評価されましたか。

貴社ではどのようなことが行われていますか。

１．お客様基点の考え方が基本方針として経営判断の根拠
となっているとともに、ホームページや会社案内で公開され
ている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

２．コンプライアンス重 視 に向けて、従業 員 一人 ひとりの や
るべきことが明確になっている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

３．衛生 ・品質 を統括 する 独立 した部 門 または 担 当 者 が 決
められており、安全を保証するための体制づくりが計画的に
進められている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

４．原材 料の 調達 先の 選択 基準 が明 確になっており、原 材
料 の 受け入 れの 際 に、仕様 書 や 企画 書 による確 認 が 行 わ
れている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

５．７Ｓ活動が実施されているとともに、製造工程、配送過程
においてマニュアルに定められ た品質上 、衛生上の管 理が
行われている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

６．食品衛生上の自社基準をクリアした販売店 を選択し、そ
の売 り場 や輸 送 ・保管 が自 社基 準を満た すよう取 組ん でい
る。

Ａ　Ｂ　Ｃ

７．公正 な取引の ためのル ールを作 成し、社 内外 に公 開す
る と とも に 、従 業 員 教 育 や 取 引 チ ェ ッ ク に よ り そ の 徹 底 を
図っている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

８．ビジ ネスパ ートナーとの 取 引は 、文 書 による契約 のもと
に行われており、WIN-WINの関係が保たれている。

Ａ　Ｂ　Ｃ
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９．ビジネスパートナーとは、顧客基点という基本方針を共
有し、お客様のための情報収集や情報公開が協力して行わ
れている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１０．お客様が意見・苦情を述べやすい体制が取られてお
り、だれでもが基準以上の対応ができるよう対応基準に基
づく教育が行われている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１１．お客様からの意見や苦情が、「よい情報」、「よくない情
報」にかかわらず社内で共有され、改善に結びつけられてい
る。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１２．製品表示や宣伝物はお客様の誤解が生じないよう、わ
かりやすい表現が用いられており、賞味期限、消費期限は
科学的根拠に基づいた客様に理解してもらいやすいものと
なっている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１３．従業員に、食に関する知識を学ばせるとともに、工場
見学や産地体験などを通じて、お客様とともに食を考える機
会をつくっている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１４．緊急時の基準が明確であり、対応を円滑に行えるよう
社内の役割と責任が明確になっている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１５．緊急時における出荷先と仕入れ先の協力体制があら
かじめ決められている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１６．緊急時におけるお客様からの情報収集やお客様への
情報提供の体制があらかじめ決められている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

　 ※評価基準について　　　Ａ：十分できている　　　　Ｂ：一部取り組んでいる　　　Ｃ：取り組んでいない
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○講師： 安倍泰生氏（安部クオリティマネジメント株式会社代表取締役）

○ファシリテーター：中山幹夫氏（財団法人 日本システム開発研究所）
○概要： 「経営品質向上プログラム」をベースにして、「食の安全・安心」にかかる内容を強調した食品企業経営者に

向けの「企業価値向上プログラム」を作成した。また、企業価値向上の観点で、事業者が自社の現在の状

況及び今後理想とする企業の姿を記述しチェックツールとして活用する「お客様の信頼確保のための活動

の自己点検シートを作成した。

■三重ブランチの活動成果について

◆食品企業経営者に向けの「企業価値向上プログラム」 ◆お客様の信頼確保のための活動の自己点検シート

第1回： わが社はなぜ？お客様に選ばれているのか？

第2回： わが社のお客様価値創造のプロセス」

第3回： 価値創造に向けたリーダーシップ

第4回： お客様との双方向コミュニケーション

第5回： お客様価値を高める人と組織づくり

第6回： お客様に信頼される会社をつくる

グループ形式によるカリキュラムの様子

次年度以降のセミナーに反映
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年度内に研究会を開催し、愛媛県産品の強みを改めて確認し、新たな商品開発の方向性を

検討する。

今後の展開

日本能率協会の箱崎氏より、売れる商品に関する考え方、展示会・商談会及び「展示会・商

談会シート」の有効活用法等を講演頂いた。講演を受け、「展示会・商談会シート」を題材に

商品づくりにおいて考慮すべき事項についてワークショップ形式により検討を行った。

第2回研究会
H22.1.28

農林水産省からFCPの概要説明を行った後に、ワークショップ形式にて、参加事業者から、

食の信頼向上に関する意見、県内の特徴ある地域資源等について意見交換を実施。

第１回研究会
H21.12.18

4-3. ＦＣＰ愛媛ブランチ

目的 ○目的

「協働の着眼点」を活用したビジネスモデルの検討に取り組むことを通じ、研究会活動の成果として、多様な業種、業

態の地域の食品事業者を中心に、地方公共団体、金融機関、大学等の教育機関など地域の多様な主体が連携

し、食の付加価値向上に取り組むビジネス・コミュニティを創出する。

○主な検討内容（案）

①ビジネス・パートナーシップ形成段階における「協働の着眼点」の活用方策の検討

②研究会参加企業・団体等による新たな価値創造と食の信頼向上を目指すビジネス・コミュニティの形成手法の検

討（or「協働の着眼点」を活用したローカル・フード・バリュー・チェーンの形成手法の検討）

実施
内容

ＦＣＰセミナー
H21.10.29

県内の食品事業者等へのＦＣＰの普及を図るとともに、愛媛ブランチへの参加要請の場とし
てセミナーを開催した。農林水産省からFCPの概要説明を行った後に、県内の食品事業者、

生産者によるパネルディスカッションを実施。

成果 サプライチェーンを構成する異業種が参加し、「協働の着眼点」「展示会・商談会シート」を活

用したワークショップを通し、「商品開発」というテーマを題材に、業種ごとの考え方や価値の

見出し方の違いがあることを体験、共有した。また、それらの違いを前提とした多様なコミュ

ニケーションの可能性も実体験した（研究会参加者によるビジネス・コミュニティ形成の基礎

条件を整えることができた）。
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■愛媛ブランチにワークショップ活動の状況について

○ファシリテーター：中山幹夫氏（財団法人 日本システム開発研究所）
○アドバイザー：愛媛大学農学部 大隈満教授
○概要：FCPについての理解及びFCPの考え方、特に、「展示会・商談会シート」を活用し、地域資源の有効活用、

付加価値の向上といった新たな活動モデルの研究を行った。

２回

売れる商品づくりの今を学ぶ：マッチングフェアーの現場から（案）

（講義）演題：「売れる商品づくりの今－安心の伝え方」
講師：箱崎浩大 氏（社団法人 日本能率協会）

2010年1月28日（木）

（GW）

○商談会シートから何を読み取るか？
○自社・私はこんなことができる。

（「売れる商品」アイデアフラッシュ）

１回
FCP概論－協働の着眼点が生む新しいビジネスシーン

2009年12月18日（金）

○プログラム１．他者紹介
・普段のしごと
・個人として感じている食の信頼向上のあれこれ
・私の一番・これが愛媛の食の魅力だ！！

○プログラム２．FCPってどんなコト？

○これからの進め方（ゴールの共有）

研究会の様子

○個人として感じている食の信頼向上のあれこれ

○私の一番・これが愛媛の食の魅力だ！！

☆農薬を使わない

☆産直市⇒トレーサビリティー （地産池消）

☆輸入食品の安全性

☆食品表示（コンプライアンス）

☆安さと安全

☆種から野菜

☆顔の見える関係づくり

☆おいしい＋トレーサビリティー

☆何が伝えられたか

☆商品カルテのチェック

☆製造の現場の見える化

☆コンプライアンス以上の基準

（高島屋スタンダード）

☆生産者に伝える難しさ

☆小売に伝えにくい

☆鬼北のキジ

☆来島の風景と魚

☆真珠の貝柱

☆みかん、カツオ削りぶし

☆ブリ・ハマチ（脂）⇒寒ブリしゃぶしゃぶ

☆じゃがいもの「でじま」

☆じゃこかつバーガー

☆瀬戸内海の魚

☆青島フグ

☆チリメン

☆南予（１次産品）

☆甘トロ豚

地域資源の有効活用、付加価値の向上に向けた
新たな活動モデルへ



平成 21 年度 FCP 成果報告会 アセスメント・人材育成系 概要報告 
・ 日時： 平成 22 年 2 月 24 日（水） 1３：4５～1５：３0 

・ 場所： 東京大学弥生キャンパス 弥生講堂 一条ホール 

 
＜議事次第＞ 

1. アセスメント・人材育成系事業の概要 

2. 分科会・実行可能性調査の成果報告 

１）工場監査項目の標準化・共有化分科会 

２）商品情報の効率的なやりとり分科会 

３）フード･コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定 

４）「食品事業者（経営陣）向け研修プログラム」の開発 

５）「協働の着眼点」を活用した食への信頼向上の取組認証規格開発事業 

６）食の信頼確保のための成熟度の評価事業 

７）「協働の着眼点」を活用したセルフアセスメントシートの開発と運用 

８）「協働の着眼点」を活用した食品事業に従事するパート･アルバイト従業者を対象とし

た教育ツールの開発 

3. まとめ 

 
＜議事概要＞ 

はじめに、ファシリテータの杉浦様から「アセスメントの効率化研究会」に設置された

分科会と、アセスメント・人材育成系の実行可能性調査事業の概要についてご説明いただ

きました。続いて、各事業の実施者から、それぞれの分科会・実行可能性調査について活

動のご報告をいただいた。 

 

１）工場監査項目の標準化・共有化分科会 

ＦＣＰ事務局 岡安 

「工場監査項目の標準化・共有化分科会」は、工場監査の効率化を進めることを目

的に、今年度４２事業者５７名の皆様にご登録いただき、７回の分科会を開催した。

工場監査といった場合、監査手法や評価基準などの議論も考えられるが今年度は、「ど

の項目を監査するのか」という「監査項目の標準化」にテーマを絞って議論を行い、

その成果物としてこの２月に「ＦＣＰ共通工場監査項目 第１版」をとりまとめた。

「監査項目の標準化」は、「協働の着眼点」を活用し、着眼点の各小項目単位に「業

種・業態などに係らず確認すべき監査項目としてどのようなものがあるか」をグルー

プディスカッションで検討した。昨年１１月に「ＦＣＰ共通工場監査項目 試行版」

が完成し、その後３ヶ月間に、この項目を使った工場監査の試行を行っていただき、

３１事業者から３６の工場監査事例についてアンケートで回答があった。この監査項
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目を使うことで、「工場監査に必要な視点として新たな気づきを得た」、「監査項目の

効率改善につながった」等の意見が寄せられた一方で、「評価基準が設定されないと

使いにくい」、「工場の規模、取扱う食品にあわせて監査項目をブレークダウンしてい

く必要がある」など課題も明らかになった。今後は「評価基準の目あわせ」や「業種・

取扱う食品に応じた対応」について検討を進め、より使い勝手がよい工場監査項目を

作り上げていく必要があるというご意見をいただいている。策定した工場監査の基準

を食品事業者が利用し、監査結果を事業者間で交換できるようになり、工場監査の効

率化が図られていくことが期待される。 

 

２）商品情報の効率的なやりとり分科会 

ＦＣＰ事務局 岡安 

「商品情報の効率的なやりとり分科会」は、第１回分科会を２００９年３月に開催

予定であり、現在参加者募集を行っているところである。今年度は、日常業務におけ

る「商品情報のやりとり」に関する問題点を洗い出し、参加者間で課題を共有するこ

とを目標とし、共有された課題をもとに、来年度の分科会での検討テーマを設定する

予定である。 

 

３）フード･コミュニケーション・企業行動マネジメント規格策定分科会 

横浜商科大学 小林教授 

「フード・コミュニケーション・企業行動マネジメント規格策定分科会」は、横浜

商科大学・地域産業研究所が中心となり、今年度５回の分科会を開催した。分科会で

策定した「企業行動マネジメント規格」は、食品事業者がコンプライアンスに取り組

むことの重要性を認識し、コンプライアンス体制を構築する際に、具体的にどのよう

な体制を作り、どのように対応していけばよいかをわかりやすく示すことを目的とし

たもので、「協働の着眼点」の大項目１、２を主に参照し、規格に盛り込むべき項目

について議論を行い、日本語だけでなく英訳も行っている。この規格は広く公表する

とともに、近日出版する予定でもあることから、是非皆様でご活用いただきたい。 

 

４）「食品事業者（経営陣）向け研修プログラム」の開発 

日本 HACCP トレーニングセンター 佐藤様 

日本ＨＡＣＣＰトレーニングセンター（ＪＨＴＣ）では、食品事業者の経営層が自

社の課題を把握し経営戦略を明確にするための「経営者教育プログラム」を開発し、

実際に食品事業者の経営層向けの研修を開催し、その効果検証を行った。またＪＨＴ

Ｃの人材プールを活用し、経営者教育に携わる講師陣の養成を行うための「講師・指

導者向けプログラム」開発を行なった。 

これらのプログラムでは、「協働の着眼点」のポイントである「お客様とのコミュ
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ニケーション」「サプライチェーンとの協働」「顧客リスクの管理」などの考え方が、

「食品事業者の信頼性の向上」にどのようにつながるかを、経営者に理解していただ

くとともに、事業活動の全体最適を図るために「協働の着眼点」の視点を活用してい

る。 

開発したプログラムを用いて研修を開催した結果、研修を通じた経営者や企業同士の

交流やインストラクターとの交流を通じて、全国的な相互コミュニケーションネット

ワークの構築が可能と考えている。経営者が研修で得た知識を持ち帰り、具体的な経

営活動計画に落とし込む作業を行うようになれば、「協働の着眼点」活用企業の増加

につながると考える。 

 

５）「協同の着眼点」を活用した食への信頼向上の取組認証規格開発事業 

SGS ジャパン株式会社 稲富様 

ＳＧＳジャパンでは、従業員規模５０～２００名程度の工場を想定した「食の安全

認証基準規格」の策定を行った。この規格は、購買側企業の要求事項を明確化し、食

の信頼向上に向けた取組みの目安を示すとともに、事業者内部にＰＤＣＡサイクルの

確立を促すものであり、「協働の着眼点」を活用し検討を行った。 

この規格の策定は、①購買側企業のヒアリング ②（協働の着眼点の小項目単位に）

取組みの MUST/WANT 項目の整理 ③監査者用チェックリストの作成 ④評価基

準・手引書の作成 の流れで作業を行った。本事業の活動成果として、策定した規格

を公表する予定であるので、ご活用いただきたい。 

 

６）食の信頼確保のための成熟度の評価事業 

株式会社アイ・エス・レーティング 三好様 

アイ・エス・レーティングでは、「協働の着眼点」を活用し、食品事業者等の業務を

客観的に評価する仕組みとして「格付け事業」の検討を行ってきた。この事業の最初

として、銀行・商社・食品事業者などからなる「格付基準審議委員会」を設置し、客

観性を確保しながら評価基準を策定した。評価基準は「協働の着眼点」の小項目単位

に、ＰＤＣＡサイクルの実施状況や対策強度を考慮した内容となっている。 

この評価基準を使い、３３社の簡易格付け（アンケート調査結果による評価）と、

９社の本格的な格付け（現地審査を伴うもの）を実施した。石井食品(株)と(株)真田

がＡＡＡ（トリプルＡ）という高い格付け結果となった。今日は（株）真田様にお越

しいただいているので、企業としての取組み内容や格付け取得の狙いについてお話い

ただく。 
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■格付け事例発表： 株式会社真田(宇治市) の取組み 

真田様  

（株）真田は京都府宇治市の乾物食品メーカーで、約２００種類の食品を扱ってお

り、これまでＩＳＯ９００１の認証を取得している。 

品質管理の向上のため、パート社員の中から５名を選び「パート社員の教育者」と

し、そのメンバーが中心となり、他のパート社員と一緒に、ルールブックの策定、製

造工程の策定、品質向上に向けた改善項目の収集を行うなどの取組みを行っている。

また業務効率化のために、徹底的なデータベース管理を行なっているのが当社の特徴

である。 

「協働の着眼点」の中に、「他の事業者との協働」や「食育」に係る項目があるが、

当社では関西ＭＢＡ学生フォーラムの中で自社の取組みについて議論してもらうこ

とで学生との協働を図ったり、日本の伝統的な食事を見直す食育活動を進めたりして

いる。 

そのような日頃の取組みが、今般格付けという形で可視化され、高い評価を受けた

ことは、従業員の励みになると感じている。 

格付け評価の中で、緊急時のコミュニケーションについて改善の余地があるとのコ

メントを受けているので、その部分については今後の課題として取り組んでいきたい。 

 

   今年度の格付け事業については、格付け基準の策定・試行・検証まで含め、一通り

の作業を終了し、成果をまとめることができた。来年度に向けては、「メディアとの連

携」などが課題と考えている。 

 

（７）「協働の着眼点」を活用したセルフアセスメントシートの開発と運用 

株式会社阪急クオリティーサポート 廿日出様 

当社では、中小企業の品質管理担当者が活用できるセルフアセスメントシートを開

発し、そのシートを使った試行を行った。シートの開発にあたっては、これまでの自

社グループにおける工場衛生点検のノウハウを活用するとともに、「協働の着眼点」

中から主に「衛生管理・品質管理」に係る項目をピックアップし、普段の製造現場で

使っている言葉に置き換える作業を行った。 

こうして作成した試行版のセルフアセスメントシートは、約１５０項目、２段階評

価をするものであり、シートを見ると関連する「協働の着眼点」の項目番号がわかる

ようになっている。試行版シートの使い勝手についてヒアリングを行った結果、次の

ような課題が出てきた。課題は、 ①食品製造事業者は異物混入について関心が高い

が、防止策についての意識が不十分であった。 ②各項目を○×で評価するだけでな

く、項目全体を通しての 100 点満点のような分かりやすい評価が必要。 ③経営者

に分かりやすいよう、課題の優先順位などを示す必要がある。 というものである。 
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これらの課題を受け、セルフアセスメントシートの見直しを行い、セルフチェック

により改善必要項目が洗い出された際にその対応優先順位を検討するための項目を

追加した。こうして改定したセルフアセスメントシートを活用していただいた結果、

シートは使いやすく、自社の取組みの改善につながったとの意見が寄せられている。 

当社のもう１つの取組みとして、セルフアセスメントシートの実効性を高めるため、

中堅従業員向けの通信教育教材を作成した。その教材を使った通信教育を受講した３

１名の受講者に関してアンケートを実施したところ、大半の受講者は「難易度は適切」

で、「役にたった」との意見を寄せている。 

最後にこれらの取組みについて、試行に協力いただいた各社にアンケートをとった

ところ、「衛生管理・品質管理」に関する改善については、「お金」と「時間」と「現

場の関心」が必要であるが、それらが整わないということで、９０％近くは直ぐには

改善に着手できない状況とのことであった。今後「会社の取組み」として改善活動を

進めていくために、今回策定したセルフアセスメントシートを活用していっていただ

きたい。 

 

８）「協働の着眼点」を活用した活動のためのツールの開発」 

三菱化学メディエンス株式会社 柳原様 

食品製造の経験が浅いパートやアルバイトを雇用する際に、従来は、食品の取り扱

いのみを中心とした初期教育が行われていた。食品関連事業者が取り組むべき行動の

ポイントをまとめた「協働の着眼点」をパート・アルバイトに浸透させる事を目的と

して、教育ツールの開発を行った。教育ツールとしては、従業員用マニュアル・講師

用テキスト・理解度テストがあり、これらのツールには「協働の着眼点」との関連が

記載されている。当社ではこれらのツールを使った講習会を開催し、ツールの使い勝

手などについて実地検証を行い、理解度が低い部分の記述見直しなどの改善を図った。

マニュアル改定後の実地検証（受講者の理解度テスト）では、改定前の実地検証の際

よりも理解度が高くなる結果が出ており、ツールの改善効果があったと考えている。

今回開発したものが、食品事業者が消費者からの信頼を確保するためのツールとして

活用されることを期待している。当社では、今後食品関連事業者向けの講習会で本ツ

ールを活用するとともに、今後は英語・中国語などの言語に翻訳し、近年増加傾向に

ある外国人労働者向けの教育ツールとして活用することも考えている。 

 

最後に、ファシリテータの杉浦様から、「来年度は民間主体でＦＣＰの活動を発展させて

いく年であり、これらの分科会や実行可能性調査の活動を通して互いにシナジー効果が生

まれ、事業者間の協働の関係が強まっていくことを期待する」とのまとめのコメントをい

ただきました。 

以上 
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● 前書き  

「ＦＣＰ共通工場監査項目 第１．０版」は、平成 21 年度フード・コミュニケーション・

プロジェクト（ＦＣＰ）におけるアセスメント研究会：工場監査項目の標準化・共有化分科

会における成果物として策定しました。近年の食品業界における事件・事故の増加とそれに

伴う消費者不安の高まりを背景に、自社や取引先の工場監査を実施する機会は増大する傾向

にあります。また、各々の企業が実施している監査項目については、その目的や基本的な考

え方は共通することが多いものの、その手法、項目等が監査を行う者や場面によって多種多

様であり、監査を受ける側、監査を実施する側の双方にとって負担が大きくなっている傾向

があります。こういった状況を受けて、当分科会ではＦＣＰに賛同する事業者のうち、監査

の効率化に関心のある事業者が集まって研究会を実施し、この成果物を協働で策定しました。

監査に関わる事業者同士が、この成果物を活用することによって、相互理解を深めつつ、監

査の効率化に役立てていただければ幸いです。また、この成果物は「協働の着眼点」に準じ

て整理しております。事業者間の共通認識のベース（土台）にたって、持続的かつ発展的な

関係を構築しつつ、消費者の信頼確保に向けての活動に役立てて頂けることを願っておりま

す。 
   なお、多忙な中で貴重な時間を割き研究会の膨大なディスカッションに積極的な参加を頂 

いた事業者の皆様には厚く感謝を申し上げます。 
                                  ＦＣＰ 事務局 
 
 
● 特徴  

1. ＦＣＰ「協働の着眼点（第 1 版）」に準じた記述としております。 
→「各監査項目の目的」については「協働の着眼点」を参考にして下さい。 

2. 各項目の表現はすべて“体言止め”の表現としております。 
→そのままチェックシート（○×つけ等）としてご利用頂けます。 

3. 抽象的と思われる表現については、基本的に以下の解釈で整理しております。 
   →言葉の解釈はあくまでＦＣＰ共通工場監査項目限定である旨をご了承下さい。 

    「業務ルール」：業務を遂行するに当たって、円滑に実施できるように定めたルール。 

（大項目 3「安全かつ適切な食品を提供するための体制整備」内のみに使用しております。） 

        （FCP 共通監査項目 11 番、12 番、14 番※1、18 番） 

    「（個別の）ルール」：個別の業務を遂行するに当たって、円滑に実施できるように定めたマニュアル、作

業手順及び基準等。 

        （FCP 共通監査項目 56 番、60 番、61 番、78 番、79 番、93 番、114 番） 
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    「マニュアル」：作業の目的及び、作業方法等が記載された書類等。 

           （FCP 共通工場監査項目 89 番、111 番） 

       「作業手順」：作業の目的を達成するにあたって、個別の作業を具体的に定めたもの。（作業現場での掲示

や、文書化した作業手順書等） 

           （FCP 共通工場監査項目 9 番、10 番、31 番、52 番、73 番、101 番） 

    「整備」：（書類等が）整っている状態であること。 

                 （FCP 共通工場監査項目 9 番、71 番、72 番、85 番、106 番、111 番、115 番、116 番） 

    「管理」：（書類等が）整っている状態であるのみならず、更新をしていること。コントロールをしている

こと。 

         （FCP 共通工場監査項目 23 番、27 番、80 番、98 番、109 番） 

    「設定」：業務を遂行するにあたって、ルール、マニュアル、作業手順等を定めること。 

        （ＦＣＰ共通工場監査項目 23 番、25 番等） 

※実施状況を“現場確認”することが現実的に難しい場合にも使用（「設定」状況のみの確認） 

        （ＦＣＰ共通工場監査項目 78 番、114 番）     

4. ※印や、注釈にて用語の定義、解釈を記載しております。 
   →各監査項目について、より一層の理解を深めるための参考となります。 

※＝「用語の定義」：ＦＣＰ共通工場監査項目の全項目に共通する用語の定義 

       注＝「用語の説明」：該当項目のみに関しての用語の説明 

 
● 補足：工場監査の目的 

工場監査というと、「合格点が取れたか？」「前年より点数が上がったか？」「多大な

チェック項目をなんとか今年はクリアできた！」などと一喜一憂してしまうもの。です

が、本来の工場監査の目的を見失ってしまっては、せっかくの投入した手間や時間、資

金も、何の効果も得られなくなってしまうかもしれません。 
人にそれぞれ特徴があるように、食品事業者は多様な商品を製造しており、またその

製造方法もさまざまです。似たような商品を製造する場合であっても、自動化の進んだ

製造ラインや、むしろ人の手をかけた製法もあります。離乳食・病院食のようなリスク

に弱い方たちのための商品もあり、それぞれの現場によって必ず違いがあるものです。

ましてや、商品のライフサイクルはますます短くなってきています。マーケットの変化

に応じて、製品やそれを作る工場とその抱えるリスクは、常に変化するものであるとい

う事を肝に銘じておかなければなりません。 
さらに、工場を管理する人（工場長、現場のライン長等）や、製造ラインで働く人（パ

ートやアルバイトも含む現場従事者）も、未来永劫同じ人がその業務に従事しているわ

けではありません。どれだけ立派な施設があっても人次第でリスクは大きく変化します。 
このように多種多様で変化するリスクを、商品を消費者に届けるまでに適切に低減す

るためには、それぞれの事業者が自らの商品とその製造現場の情報に基づいて、自律的
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にマネジメントをする必要があります。事前に想定されるリスクを把握し、そのための

対策をあらかじめ講じることが必要になってきます。 
「賞味期限・消費期限が短い製品（チルド品等）を安定的に製造・供給するためには」 
「温度変化に弱い製品（冷凍食品）を安定的に製造・供給するためには」 
「工場を管理する人の管理方法はどうなっているのだろうか」 
「現場では、パートやアルバイトにいたるまでＰＤＣＡが浸透しているだろうか」 
定められたことが定められた通りできているか、その管理方法で十分にリスクを低減で

きているか、そういったことを現場で確認するのが工場監査の目的であります。 
つきつめれば、工場監査の最終目標はお客様（消費者）の信頼確保かもしれません。

最近は、「お客様基点」「コンプライアンス基点」の姿勢が問われるようになってきてい

ますが、その基本はまず製造現場での取り組みを正直に提示することです。 
このように考えると、工場監査とは単に監査結果の点数ではなく、取引を通じた事業

者間の持続性・信頼性の確保につながるものでなければならないと気づかされるのでは

ないでしょうか。製造業者のみならず、卸売業、小売業も含めたサプライチェーンが「消

費者の信頼確保」に向けて、共通の目線・認識をもって日々の事業活動に臨んでいただ

けることを、心から願っております。 
 

：工場監査項目の標準化・共有化 分科会 ファシリテーター 杉浦嘉彦 
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【協働の着眼点・大項目１】　 『お客様を基点とする企業姿勢の明確化』

（１）

①

経営者または工場長などがお客様を基点とする考えを持っており、その姿
勢についての社内外への明示

【協働の着眼点・大項目２】　 『【コンプライアンスの徹底』

（１）

①

法令遵守の取組みの社内外への明示

（２）

①

遵守義務のある法令及び基準の明確化

②

遵守義務のある法令及び基準の更新

③

遵守事項の管理及び遵守の確認を行う責任者の設置

（３）

③

従業員のコンプライアンスに対する意識向上活動の実施

【協働の着眼点・大項目３】　 『安全かつ適切な食品の提供をするための体制整備』

（１）

①

安全かつ適切な食品の提供に取り組む姿勢を盛り込んだ企業理念や会社方
針等の策定

策定した企業理念や会社方針等の周知の実施

②

仕様書等（製品仕様書、原材料・資材規格書、製造標準書、作業手順書
等）の整備

仕様書等（製品仕様書、原材料・資材規格書、製造標準書、作業手順書
等）の必要に応じた更新

開封原料・仕掛品・製品リパックなどの工程戻しの業務ルールの設定

③

関連法規等の改正に伴う業務ルールの見直しの実施

情報収集のための担当者の設置

（２）

②

教育・研修プラン（※１）の設定と教育の実施

教育・研修の実施記録の保管

（３）

①

日常的に確認すべき項目の明確化

責任者（現場責任者など）による業務実施記録の確認

業務ルールからの逸脱時の対応方法の明確化、及び逸脱が発生した場合に
は記録の保管

②

確認すべき監査項目の明確化

内部監査の実施

（４）

①

安全かつ適切な食品を提供するための方針の社内外への明示（※２）

（５）

②

工程図があり、現場の実態と合っていることの確認

③ 調達物資の調達から食品の製造、販売までの過程の危害要因を洗い出し、分析し、管理方法を定めている

原材料の受け入れから製品の出荷までの重要な問題が発生しそうな点の洗
い出しと、管理方法の設定

11

【方針の周知及び業務ルールの教育体制の整備】

【業務の適切な実施を確認する体制の整備】

【方針及び体制の社外への公開】

食品の安全性及び適切性に関する新しい情報を常に収集している

【危害要因の分析及び管理方法の選定】

オペレーションを工程図にし、現場の実態と合っているか確認し随時更新している

【経営姿勢の社内外への明示】

【基本方針の保持】

【遵守事項の明確化及び遵守の確認体制の整備】

【従業員教育】

4

企業理念または方針の中に、安全かつ適切な食品の提供に取り組む姿勢を盛り込んでいる

安全かつ適切な食品の提供のための業務ルールを定めている

経営者が、お客様を基点とする基本的考え方に基づいて、安全かつ適切な食品を提供する責任を認識しており、その姿勢を社内外に示している

法令遵守に真摯に取り組む方針を示している

【方針及び業務ルールの策定及び更新】

1

2

3

6

責任者を明確にして、遵守事項の管理及び遵守の確認を行っている

13

14

16

17

15

安全かつ適切な食品の提供のための業務ルールを従業員に教育する体制を整備している

業務ルールに基づいて業務が行われているかについて、日常的に確認を行っている

従業員のコンプライアンスに対する意識を高める活動を行っている

遵守しなければならない法令及び基準を明確にしている

明確化した遵守しなければならない法令及び基準について随時、適切に更新している

7

8

5

9

10

12

18

　※１　研修プラン：　一般的な業務ルール、新人教育、階層別教育、衛生に関する教育、製造に関する教育などのプラン

20

21

安全かつ適切な食品を提供するための方針及び社内体制を、社外に公開している

19

業務ルールに基づいて業務が行われているかについて、自社内の別担当または第三者機関が監査を行っている

 ※２　明示の方法は、各会社による（ホームページ・パンフレットなど）

22

23
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【協働の着眼点・大項目４】　 『調達における取組』

（３）

① 調達物資に応じた条件下で保管及び管理している

防虫・防鼠対策の実施

調達物資（原材料など）の必要に応じた保管条件（※３）の設定

調達物資（原材料など）の必要に応じた保管条件（※３）の遵守

不良品、返品との区分管理の実施

② 調達物資の適切な保管及び管理を行うために、適切な施設または設備を備え、管理している

温度計の校正の実施

保管施設の清掃の実施

③ 調達した原材料の使用期限を、設定及び管理している

先入れ、先出しなどの仕組みの設定

【協働の着眼点・大項目５】　  『製造における取組』

（１）

① 食品製造用の設備及び器具の食品接触面を清潔に保っている

製造機器・器具・備品の食品接触面の清掃・洗浄の作業手順の設定

製造機器・器具・備品の食品接触面の清掃・洗浄の定期的な実施

② 食品製造で使用する水は飲用適であり、安全な方法で処理及び維持管理している

食品製造で使用する水の供給方法の把握（上水、井水、地下水、貯水タン
ク、直結など）

食品製造で使用する水の定期的な水質検査の実施

③ 食品に応じた加熱、冷却、乾燥及び包装を適切な条件下で行えるよう管理している

加熱、冷却、乾燥及び包装の管理基準（※４）の設定

加熱、冷却、乾燥及び包装の管理記録の保管

加熱、冷却、乾燥及び包装の条件逸脱時の対応記録の保管

④ 異物混入の防止、異物の検出及び異物の除去に取り組んでいる

備品類の混入防止対策の実施

工場入室時の毛髪・埃除去作業（粘着ローラー、エアシャワーなど）の実
施

異物検知時の除去、および再発防止対策の確認

製造工程中におけるカビの付着・結露水・ホコリ等による汚染防止対策の
実施

製造工程中の機器・設備の破損やねじ等の脱落がないことの確認

⑤ 微生物及びアレルギー誘起物質の交差汚染を防ぐ対策をとっている

アレルギー物質の把握

交差汚染が起きにくいような、原材料・製品・包材の動線の確保

⑥ 製造工程中の食品の品質及び衛生検査を行っている

原材料の品質検査（※５）及び必要な場合は衛生検査の実施

最終製品の品質検査（※５）及び必要な場合は衛生検査の実施

品質検査記録、衛生検査記録の保管

施設・設備の衛生検査の実施

（２）

① 適切に設定された、賞味期限または消費期限を食品に表示している

科学的根拠に基づいた賞味期限表示・消費期限表示の実施

② 原材料の情報及び製造した食品の情報のリンクを適切に行っている

原材料及び製品に関しての表示のための情報入手の実施

製品等のロットごとのサンプルの保管

③ 包装への印字を適切に行うよう、製造した食品及び印刷機の管理を行っている

ラベル表示が正しく行われるための作業手順の設定

印刷機を使用している場合、印刷機の点検の実施

④ 印字された表示が適切であることを確認している

ラベル表示が正しく行われているかの確認作業の実施

ラベルのサンプルの保管を実施

26

※５　品質検査とは、「製品により本来保持すべき品質を確認するために、目視・官能・理化学分析・微生物分析など、製品に応じて設定する検査」

【適切な表示の実施】

47

48

※４　管理基準とは「科学的根拠を持った安全を担保できる基準」を言う。

【調達物資の保管及び管理】

【製造工程の管理】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

25

27

32

33

※３　保管条件とは、「温度管理」「湿度管理」「アレルギー物質を含む特定原材料との交差汚染の防御措置」「その他製品特性によって定めた項目」など。

35

24

28

29

30

34

31

40

41

42

38

36

37

39

53

43

44

45

46

49

50

51

52

54

55
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（３）

① 食品に応じた条件下で保管及び管理している

保管のルール（直置き禁止、先入れ・先出し、アレルゲン物質区分など）
の設定

② 出荷前に食品の品質検査及び衛生検査を行っている

品質検査（※５）及び必要な場合は衛生検査のルールの設定

品質検査（※５）時の判定責任者の設定

品質検査記録、衛生検査記録の保管

③ ロット間の誤混入が起こらないよう食品を取り扱っている

保管及び保管状態の点検についてのルールの設定

保管及び保管状態の点検についてのルールの実施

工程・倉庫内における整理整頓の実施（区分管理、先入れ・先出しの実施
などを含む）

製品ロットごとに原材料ロットをトレースできる手順の明確化

原材料のロット記録の保管

製品のロット記録の保管

（４）

① 健康状態が適切でない従業員が、工場内に立ち入らない対策をとっている

健康診断の定期的な実施

検便検査の定期的な実施

入室時の個人衛生状況の確認の実施

個人衛生管理に関する教育の実施

体調不良者への正しい対処の実施

② 従業員の衛生状態が維持されるよう、工場での衛生管理を行っている

入室時の手洗い設備の整備

トイレの手洗い設備の整備

③ 工場での食品汚染を招きかねない行為を明確に禁止している

作業者の衛生的な入室手順の遵守

作業場内での飲食・喫煙の禁止

個人所持品の持ち込みの禁止

指定外の工具・文具の持ち込み制限の実施

食品衛生に関する従業員教育の実施

作業服・靴の運用ルールの設定

④ 工場への訪問者は、従業員と同等の個人衛生規定を守らなければ入場できないよう取り決めている

加工場内入場者への対応ルールの設定

侵入防止のためのセキュリティー管理（施錠など）の実施

（５）

① 施設の立地（土壌、水質及び空気）が重大な汚染にさらされていないことを確認している

工場・施設周辺に悪臭・煙・塵埃の発生源がないことの確認

使用する水の定期的な水質検査の実施

② 施設の内部構造、及び窓やドア等の付属品を、耐久性に優れ、メンテナンスがしやすく、必要な場合には消毒可能なものにしている

施設の清掃・洗浄方法の設定

施設の清掃・洗浄方法の実施

③ 工場内に換気設備を設置している

空調システムを結露とカビの発生を抑えられるよう整備

④ 衛生的な作業に十分な照明設備を設置している

照明器具についての破損対策の実施

作業に十分な照度を有する照明の設置

⑤ 食品製造に使用する設備は、衛生的な取り扱いに適したものを選定し、配置している

衛生的（消毒作業が容易など）かつ異物混入（塗装など）の原因とならな
い機器の設置

機械の洗浄マニュアルの設定

⑥ 施設、設備及び器具のメンテナンスのための用具を設置している

装置に適した洗浄機器の設置

メンテナンスのための洗剤・薬剤・用具の保管設備の設置

61

84

63

【食品の保管及び管理】

【工場での従業員の衛生管理】

【施設及び設備の設置】

62

59

※５　品質検査とは、「製品により本来保持すべき品質を確認するために、目視・官能・理化学分析・微生物分析など、製品に応じて設定する検査」

66

67

68

69

64

65

56

57

60

58

74

75

76

77

70

71

72

73

82

83

85

86

78

79

80

81

90

91

87

88

89
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（６）

① 有害小動物（鼠及び昆虫等）の駆除及び侵入防止を行っている

有害小動物の外部からの進入防止策の実施

有害小動物の駆除についてのルール（効能、残留性、作業手順など）の設
定

有害小動物の駆除作業（専門業者への委託も含む）の定期的な実施

有害小動物の駆除の実施記録の保管

廃棄物保管庫内の清掃の実施

モニタリング結果に基づいたペストコントロールの実施

② 有害小動物の駆除及びクリーニング用等の薬剤について、適切な保管及び使用用途の管理を行っている

薬剤類は施錠可能な場所に保管するなどの、定位置管理の実施

薬剤類の管理責任者の設定

薬剤類の使用記録の保管

③ 食品の汚染が起こらないように排水及び廃棄物の処理を行っている

排水設備ならびに廃棄物保管庫の衛生的な清掃の作業手順の設定

排水設備の定期的な清掃の実施

廃棄物は密閉管理を行い、原材料・半製品・製品とは別区画での保管

排水処理の検査記録の保管

マニフェスト（廃棄物処理業者の記録）の保管

【協働の着眼点・大項目１０】　 『お客様とのコミュニケーションのための体制整備』

（３）

② お客様対応担当とその関係者が連携して対応する体制を整備している

お客様対応窓口と関連部署との連携体制の整備

④ お客様から収集した個人情報の保護措置をとっている

お客様から収集した個人情報の保護措置の実施

（４）

① お客様に情報提供する責任者を明確にしている

お客様に情報提供する責任者の設定

【協働の着眼点・大項目１１】　『お客様からの情報収集、管理及び対応』

（２）

① お客様から収集した情報を集約して管理している

お客様から収集した情報の集約管理

（３）

① お客様からの問い合わせに対して、正確な情報を提供できるように対応している

お客様からの問い合わせに対する正確な情報提供の実施

② お客様からのクレームに適切に対応している

お客様からのクレームへの対応についてのマニュアルの整備

お客様からのクレームへの対応記録の保管

責任者によるクレーム終了確認の実施

【協働の着眼点・大項目１４】　 『緊急時を想定した自社体制の整備』

（１）

① 緊急時における社内の各担当の責任及び役割をあらかじめ定めている

事件・事故などの緊急時の対応ルールの設定

緊急時の社内連絡体制の整備

【協働の着眼点・大項目１５】　 『緊急時の自社と取引先との協力体制の整備』

（２）

② 緊急時対応中における情報交換が適時、的確にできるための連絡体制を整備している

緊急時の取引先との連絡体制の整備

【情報提供体制の整備】

92

【施設及び設備の管理】

97

98

99

100

93

94

95

96

105

106

107

114

【緊急時対応体制の整備】

【収集した情報の管理】

【適時、適切なお客様対応】

108

109

【情報の収集、管理及びお客様対応体制の整備】

101

102

103

104

115

116

110

111

112

113

【協力して取り組むための緊急時対応体制の整備】
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⑤危害要因の管理方法を業務ルールに反映している

①原材料から食品を消費するまでの安全に関わる危害要因を明確にしている

食への
信頼向
上のため
の製造
業者の
着眼点

P1/4 協働の着眼点 〔業種別〕 【製造版】

１．【お客様（※1）
を基点とする企業
姿勢の明確化】
お客様に安全かつ適
切な食品（※2～4）
を提供（※6）するた
め、お客様を基点と
して考える企業姿勢
を明確にしている

２．【コンプライア
ンス（※9）の徹

底】
お客様の信頼を獲得
するため、社内にコ
ンプライアンスを徹
底している

３．【安全かつ適
切な食品の提供を
するための体制
（※16）整備】
安全かつ適切な食品
を提供し、また危害
（※21）の発生を防
止するための体制を
整備している

④危害要因の洗い出し、分析内容及び管理方法の妥当性の検証を行い、見直しを
行っている

（３）【業務の適切な実施を確認す
る体制の整備】

（４）【方針及び体制の社外への公
開（※15）】

（１）【方針及び業務ルール（※13）
の策定及び更新】

（２）【方針の周知（※14）及び業務
ルールの教育（※18）体制の整備】

①安全かつ適切な食品の提供のための方針を従業員に周知徹底している

②安全かつ適切な食品の提供のための業務ルールを従業員に教育する体制を整
備している

①業務ルールに基づいて業務が行われているかについて、日常的に確認を行って
いる

②業務ルールに基づいて業務が行われているかについて、自社内の別担当または
第三者機関が監査を行っている

③調達物資の調達から食品の製造、販売までの過程の危害要因を洗い出し、分析
し、管理方法を定めている

②オペレーションを工程図にし、現場の実態と合っているか確認し随時更新している
●

③食品の安全性及び適切性に関する新しい情報を常に収集している

④継続的に業務ルールの見直し及び改善を行っている

①企業理念または方針の中に、安全かつ適切な食品の提供に取り組む姿勢を盛り
込んでいる

②安全かつ適切な食品の提供のための業務ルールを定めている

（５）【危害要因（※22）の分析
（※23）及び管理（※24）方法の選
定】

①安全かつ適切な食品を提供するための方針及び社内体制を、社外に公開してい
る

平成21年3月

（１）【基本方針の保持】

（２）【遵守事項の明確化及び遵守
の確認体制の整備】

（３）【従業員教育】

（２）【基本方針（※12）の保持】

（１）【経営姿勢の社内外への明示】

①遵守しなければならない法令（※10）及び基準（※11）を明確にしている

②明確化した遵守しなければならない法令及び基準について随時、適切に更新し
ている

③責任者を明確にして、遵守事項の管理及び遵守の確認を行っている

①法令遵守に真摯に取り組む方針を示している

①従業員のコンプライアンスに対する意識を高める活動を行っている

②社会的要請に真摯に対応する方針を示している

①お客様を基点とする基本的考え方により、安全かつ適切な食品を提供するととも
に、お客様に食品事業者の取組を伝えることを、基本方針として示している

①経営者が、お客様を基点とする基本的考え方に基づいて、安全かつ適切な食品
を提供する責任を認識しており、その姿勢を社内外に示している

◆ ＝ 製造・小売 共通無印 ＝ 製造・卸売・小売 共通 ▲ ＝ 製造・卸売 共通 ● ＝ 製造のみ

協働の着眼点（第１版）

（３）【社内の情報共有及び連携体
制の整備】

①自社内の調達から販売に至るまでの全てのプロセスにおいて、情報共有及び連
携体制を整備している

注：（※数字）の用語については、（参考）用語集に定義を示しています

社
内
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

別紙
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５．【製造における
取組】●
安全かつ適切であり、
表示が適切で、また
品質（※5）が維持さ
れた食品を販売する
ための、製造におけ
る取組を行っている

（３）【食品の保管及び管理】●

①食品に応じた条件下で保管及び管理している▲

②出荷前に食品の品質検査及び衛生検査を行っている●

③ロット間の誤混入が起こらないよう食品を取り扱っている●

（４）【工場での従業員の衛生
（※19）管理】

①健康状態が適切でない従業員が、工場内に立ち入らない対策をとっている◆

③工場での食品汚染を招きかねない行為を明確に禁止している●

④工場への訪問者は、従業員と同等の個人衛生規定を守らなければ入場できない
よう取り決めている●

（５）【施設及び設備の設置】

④施設及び設備の、メンテナンス及びサニテーション（※28）を行い、その効果の検
証を行っている●

①有害小動物（鼠及び昆虫等）の駆除及び侵入防止を行っている◆

③食品の汚染が起こらないように排水及び廃棄物の処理を行っている●（６）【施設及び設備の管理】

①施設の立地（土壌、水質及び空気）が重大な汚染にさらされていないことを確認し
ている●

②施設の内部構造、及び窓やドア等の付属品を、耐久性に優れ、メンテナンスがし
やすく、必要な場合には消毒可能なものにしている●

⑥施設、設備及び器具のメンテナンスのための用具を設置している●

③工場内に換気設備を設置している●

④衛生的な作業に十分な照明設備を設置している●

⑤食品製造に使用する設備は、衛生的な取り扱いに適したものを選定し、配置して
いる●

（１）【製造工程の管理】◆ ④異物混入の防止、異物の検出及び異物の除去に取り組んでいる◆

①食品製造用の設備及び器具の食品接触面を清潔に保っている◆

②食品製造で使用する水は飲用適（※29）であり、安全な方法で処理及び維持管

理している●

⑥製造工程中の食品の品質及び衛生検査を行っている●

①調達物資に関する要求事項または受入基準を定めている

②調達物資の受入時に検査を行っている

①調達物資に応じた条件下で保管及び管理している◆

（２）【調達物資の安全性及び適切
性の確認】

４．【調達における
取組】
安全かつ適切な食品、
原材料や包装資材
（以下、「調達物資
（※25）」という）
を使用して食品を製
造（※26）するため
の、調達における取
組を行っている

（３）【調達物資の保管（※32）及び
管理（※33）】◆

（２）【適切な表示の実施】◆

①適切に設定された、賞味期限または消費期限を食品に表示している◆

②原材料の情報及び製造した食品の情報のリンクを適切に行っている◆

②有害小動物の駆除及びクリーニング用等の薬剤について、適切な保管及び使用
用途の管理を行っている◆

６．【販売（※7）に
おける取組】
販売先が、安全かつ
適切な食品の品質を
維持して販売するた
めの、販売における
取組を行っている

（１）【販売先の評価及び選定】▲

（２）【輸送及び保管時の食品の管
理条件の設定】▲

①食品の販売先の適切な評価を行い、取引先を選定している▲

①食品に応じた輸送及び保管時の管理条件を、取引先と取り決めている▲

③包装への印字を適切に行うよう、製造した食品及び印刷機の管理を行っている◆

社
内
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
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②従業員の衛生状態が維持されるよう、工場での衛生管理を行っている

②調達物資の適切な保管及び管理を行うために、適切な施設または設備を備え、
管理している◆

⑤微生物及びアレルギー誘起物質（※30）の交差汚染（※31）を防ぐ対策をとってい
る◆

③食品に応じた加熱、冷却、乾燥及び包装を適切な条件下で行えるよう管理してい
る◆

③調達した原材料の使用期限を、設定及び管理している◆

④印字された表示が適切であることを確認している◆

①調達する食品及び調達物資の調達先を、評価及び選定している（１）【調達先の評価及び選定】P2/4

「協働の着眼点」の著作権は、農林水産省に帰属します。



①お客様から収集した情報を集約して管理している

８．【取引先との公
正な取引（※35）】
取引先と、持続性が
あり、かつ緊張感の
ある関係を構築する
ため、公正な取引を
行っている

取
引
先
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（１）【公正な取引の実施】

（１）【商品（※8）等についての情報
共有】

①取引先と適正な契約を結んでいる

③取引先とより効果的な情報共有を行うための場を設けている

お
客
様
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（１）【情報収集】

①お客様から情報を受け取る手段を整備し、お客様に選択肢として提供している ●

③お客様以外から幅広く情報及び要望を収集している●

②お客様に働きかけることにより、お客様からの意見を積極的に収集している

（３）【適時、適切なお客様対応】 ②お客様からのクレームに適切に対応している

①お客様からの問い合わせに対して、正確な情報を提供できるように対応している

（２）【収集した情報の管理】

③お客様からの意見を商品及びサービスの改善につなげている

P3/4

１０．【お客様との
コミュニケーション
のための体制整
備】
お客様とのコミュニ
ケーションを重視し、
適切に対応するため
の体制を整備してい
る

１１．【お客様から
の情報の収集
（※38）、管理及び

対応】
クレームを含むお客
様からの情報を収集
及び管理し、適時、適
切な対応を行ってい
る

③お客様から収集した情報を関係者において共有し、必要な情報を関連先まで伝
達している

②取引に際し、契約の内容を文書で双方が取り交わしている

③取引に関する解決すべき問題点や改善点を相互で議論し、意思疎通を図り、問
題解決をしている

（３）【情報の収集、管理及びお客
様対応体制の整備】

（１）【方針及び業務ルールの策定】
◆

②お客様対応担当とその関係者が連携して対応する体制を整備している

③お客様の意見を経営に活かす体制を整備している

②お客様に提供する情報の正確性及びわかりやすさを確認する体制を整備してい
る

（２）【方針の社内周知及び業務
ルールの教育体制の整備】◆

（４）【情報提供体制の整備】

①お客様からの問い合わせ及び情報提供を受けるための体制として、窓口を設置
している

①お客様に情報提供する責任者を明確にしている

②お客様とのコミュニケーションに関して、新しい情報を収集し、工夫している◆

①お客様とのコミュニケーションに関して、従業員に教育する体制を整備している◆

③お客様とのコミュニケーションに関して責任者を明確にしている◆

①企業理念または方針の中に、お客様とのコミュニケーションを重視する姿勢を盛
り込んでいる◆

②お客様とのコミュニケーションを重視する業務ルールを定めている◆

７．【持続性のある
関係（※34）のた
めの体制整備】
安全かつ適切な食品
を安定的に提供して
いくため、公正な取引
及び円滑な情報共有
に基づいた、取引先
（※36）との持続性の
ある関係のための体
制を整備している

（１）【業務ルールの策定】

（５）【情報共有の仕組み（※17）の
整備】

（４）【業務ルールの社外への公
開】

（２）【業務ルールの周知及び教育
体制の整備】

①取引先との公正な取引に関する業務ルールを社外へ公開している

①公正な取引のための業務ルールを社内に周知徹底している

②公正な取引のための業務ルールを必要な従業員に教育する体制を整備している

（３）【公正な取引の確認体制の整
備】

①公正な取引の実施を確認する責任者を明確にしている

②公正な取引のための業務ルールの改善を行っている

①取引先との取引条件の設定や契約等に関して公正な取引をするための業務ルー
ルを定めている

（２）【取引先との協働の取組】
①取引先と協働して、商品開発及びサービス提供を行っている

②取引先と協働した業務の改善及び効率化に取り組んでいる

④お客様から収集した個人情報の保護措置をとっている

９．【取引先との情
報共有、協働の取
組】
取引先と、持続性が
あり、かつ緊張感の
ある関係を構築する
ため、取引先との情
報共有及び協働した
取組を行っている

①取引先との意見交換ができるよう担当窓口を設置している

②取引先の意見について社内に伝達するルート及び共有方法を定めている

②食品のトレースに必要な情報を取引先とお互いに整理し、必要な場合に共有でき
るようにしている

③食品の一貫したロット管理を取引先と行っている

①お客様に提供する食品に関する情報を取引先と共有している

④取引先への情報伝達のスピードと正確性を向上させるための取組を進めている

②お客様から収集した情報を分類及び分析している

「協働の着眼点」の著作権は、農林水産省に帰属します。



１６．【緊急時のお
客様とのコミュニ
ケーション体制の
整備】
緊急時（事件及び事
故発生時）に、お客様
とのコミュニケーショ
ンを適時、適切に行う
体制を整備している

（２）【食に関する幅広い情報等の
提供】

緊
急
時
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

１５．【緊急時の自
社と取引先との協
力体制の整備】
緊急時（事件及び事
故発生時）に、取引先
と協力してスムーズ
に対応するための体
制を整備し、また体制
の見直しを行っている

（２）【正確でわかりやすい情報提
供】◆

お
客
様
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

①商品パッケージ及び販促資材により情報を提供している●

②商品パッケージ及び販促資材以外に適切な仕組みを用いて効果的に情報を提
供している●

（１）【重要性の認識及び事業活動
への取り入れ】 ②食育を取り入れた商品開発及びサービス提供をしている

②お客様とともに、食について考える場を設けている◆

③他業種などとの協働による食育推進活動をしている◆

（１）【情報提供体制の整備】

①緊急時の情報の公開についての基準を定めている

P4/4

１４．【緊急時
（※41）を想定した

自社体制の整備】
緊急時（事件及び事
故発生時）に、迅速、
円滑かつ適切に対応
するための自社内の
体制を整備し、また体
制の見直しを行って
いる

１２．【お客様への
情報提供（※39）】
お客様に提供する食
品に関する情報を、
適切な情報量かつお
客様が理解しやすく
正確な内容で、お客
様が入手しやすい手
段を用いて提供して
いる

１３．【食育（※40）
の推進】
お客様の食に密接に
かかわる企業として、
食育活動を推進して
いる

（２）【お客様対応及び情報活用体
制の整備】

（１）【効果的な手段による情報提
供】◆

①従業員が食育に関する知識を深める場を設けている

（２）【判断基準、緊急時対応ルー
ル及び手順の設定】

（１）【緊急時対応体制の整備】

①緊急時における社内の各担当の責任及び役割をあらかじめ定めている

③緊急時において関連する情報を、関係者に迅速に伝達する体制を整備している

④原因究明が迅速にできるよう、あらかじめ記録を管理している

（３）【事件及び事故の事態収束後
の緊急時対応体制及び取組の見
直し】

（１）【協力に向けた認識の共有】

①事件及び事故に迅速に対応するため、取引先と協働の取組ができる体制を整備
している（２）【協力して取り組むための緊急

時対応体制の整備】 ②緊急時対応中における情報交換が適時、的確にできるための連絡体制を整備し
ている

（３）【事件及び事故の事態収束後
の協力体制及び取組の見直し】

①緊急時にお客様からの問い合わせ窓口を設置することとしている

②緊急時の情報提供の具体的方法について定めている

②緊急時にお客様からの情報も具体的対応や原因究明に活用することとしている

①法令に基づく商品情報の提供をしている◆

②お客様のニーズに対応した商品情報を、わかりやすく提供している◆

③食品の長所だけでなく、短所についても、必要に応じてお客様に情報を提供して
いる◆

④安全かつ適切な食品を提供するための取組に関する情報を提供している◆

①緊急時対応の経験に基づいて、取引先との協力体制及び取組の見直しを行うこ
ととしている

①緊急時に対応をスムーズに行えるよう、取引先との協力について認識を共有して
いる

①緊急時対応の経験に基づいて、自社における体制及び取組の見直しを行うことと
している

①緊急時に迅速に対応するため、事件性のある食品汚染も想定して、判断基準、
対応ルール及び手順をあらかじめ定めている

①食に関するテーマについて、幅広い情報を提供している◆

②緊急時において関連する情報を、迅速に収集する体制を整備している

「協働の着眼点」の著作権は、農林水産省に帰属します。
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「フード・コミュニケーション（FC） 

企業行動マネジメント規格（FCM）」について  (まとめ) 

 

１． FCMについて 

 

このたび公表いたします「フード・コミュニケーション（FC）企業行動マネ

ジメント規格」（以下、「FCM」と略す）は、横浜商科大学地域産業研究所が提

案する企業倫理に基づく行動マネジメントに関する基準です。広く一般に公開

し、有効に利用・活用されることを前提としています。 

平成 20（2008）年度に農林水産省は、フード・コミュニケーション・プ

ロジェクト（以下、「FCP」）」を立ち上げました。FCP は、食品事業者自らが

顧客ニーズを見極め信頼性の向上に努めることによりお客様から評価される環

境を整えることを目的にしています。実際に食品がお客様の手元に届くまでに

は、材料の調達、加工、製造、流通といった長いフードチェーンのプロセスを

経ており、その過程を食品事業者や食品関係事業者が確実に把握することが難

しいのが現状です。お客様にとってみれば、その過程はなおさらわかりにくい

ものとなっています。そのため、お客様は、食品の安全性を、製造者名、販売

者名および製品ラベルなどの表示のみから判断することになります。つまり、

お客様にとっては、「表示」された情報のみを頼りに商品の安全性を判断するこ

とになっているのです。従って、製造およびフードチェーンのプロセスを外部

からみえやすくしてお客様の判断要素のなかに加えることが、お客様の不安や

不信感を取り除き食品の安全への信頼を高めることに繋がることとなるでしょ

う。 
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FCP では、お客様の信頼を得るために、フードチェーンに関わる食品事業者

が自らの業務過程の透明性を高め、安全かつ適切な食品を提供するための行動

の重要点を議論し、これを「協働の着眼点」にまとめました。 

FCM は、食に関わる事業者が「協働の着眼点」を活用し、食の安全に関して

高い意識を持つようになることで、お客様の信頼向上をはかることを第一の目

的とします。また、FCM に基づいて、食品事業者が行動することで、フード

チェーンを構成する関係者相互の信頼感が共有されるようになり、それによる

取引コストの削減にも繋がることになるでしょう。 

 

２． FCMの方向性 

 

現代社会の中で、企業はその規模にかかわらず、責任ある存在として社会の

なかでどのような役割を果たし、持続可能な社会の構築にいかに貢献するかを

問う CSR (Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任）経営の取組

みが、社会からますます強く求められるようになってきました。フードチェー

ンを構成するすべての企業においても、多くの取引先企業が進めるこうした行

動に連動し、協働する経営を行う必要がでてきています。 

しかしながら、新たにこうした取組みを始めようとする企業にとっては、そ

の取組みの必要性を感じつつも、具体的にどこから手をつけたらよいか、どの

ようなマネジメント体制を構築すれば良いか十分理解できないのではないかと

思われます。FCM は、FCP の取組みに参加する各食品事業者がコンプライア

ンスに取組むことの重要性を認識して、コンプライアンス体制を構築するとき

に、具体的にどのように体制を作り、どのように対応するかについてわかりや

すく示すことで、支援していきたいと考えています。 
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まず、FCM においては、食品事業者に求められている「倫理行動」につい

て、次のように定義します。 

 

① フードチェーンを構成する食品事業者が、お客様および取引先からの信

頼を獲得するために、社内にコンプライアンス体制を構築し、公正かつ

適正な経営を行うこと 

② 企業人・社会人として求められる価値観や倫理観に基づき、誠実な活動

を行うこと 

③ その行動を継続的に実践することにより、食品事業者が社会から信頼さ

れ、共感が得られ、結果的にその企業が持続的に発展できるような活動

を行うこと。 

 

この定義は、食品企業がコンプライアンスで求められる基本的な考え方を示

していることになります。 

また、FCM は、企業倫理・コンプライアンスにおいて効果が上がるように

経営者が主体的に構築し、運用を推進すべき仕組み(マネジメント・システム)

の全体像を示し、その方向づけを明確にしています。 

さらに、FCM は、FCP に則った業務プロセスを継続的に実行できるような

マネジメント・システムを基盤とした業務プロセスの継続的運用によって、信

頼される企業となることができます。 

この取組みは、フードチェーンを構成する全ての企業が同じ視点を持つこと

で初めて効果を上げることができます。国内の製造業者から販売事業者まで、

さらには海外のサプライヤーまでこの思いを共有した時に、食に対するお客様

の信頼性は一層確実になると言えるでしょう。逆にいえば、こうした取組みを
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通じて、経営者および社員の意識と行動が変わらなければ、食の安全に繋がら

ないことを良く認識すべきと考えています。 

 

以上の FCM の目指すべき方向性をまとめて、その目的を整理すると、以下

のとおりとなります。 

 

① 倫理行動マネジメント体制の構築を通して、経営者の「企業におけるコ

ンプライアンス体制の重要性とコンプライアンスに則った経営を実現す

る仕組み」についての理解を得ることを目指します。 

② 倫理行動マネジメント体制が構築された企業が正当に評価され、フード

チェーンを構成する一員として明確な形で報われる仕組みを目指します。 

③ 倫理行動マネジメント体制が構築されることにより、まず、お客様の食

の安全に対する信頼の基盤が確保され、また、フードチェーンの構成企

業間の信頼の醸成によって食に関わる社会的コストの低減を目指します。 

④ 各社が、その企業に合った自主行動指針を作成し、自ら運営することを

目指します。 

⑤ フードチェーンを構成する海外事業者においても、FCM の導入を目指し

ます。 
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３． 「協働の着眼点」とFCMの関係 

 

FCP においては、食品事業者の行動の「透明性向上」が重要なテーマとなり、

意欲的な食品事業者等の主体的な参画を得て、取組みを推進しています。特に、

食品事業者が、着目すべき食品事業者の行動ポイントをまとめたものが「協働

の着眼点」です。 

FCM は、「協働の着眼点」をもとに食品事業者を念頭において作成されてい

ます。「協働の着眼点」の大きな特徴は、実際に業務に精通している生産、加工、

卸、流通の業種を超えたフードチェーンを構成する食品事業者が集まり、消費

者グループインタビューやお客様相談窓口ヒアリングなども考慮し、食に対す

るお客様の信頼向上にあたり、①自社にとって重要な行動は何か、②取引にあ

たり相互に確認すべき項目は何か、③お客様に理解していただくべき行動のポ

イントは何か、という観点から議論を重ね、積み上げ検討を行い、その成果を

取りまとめている点にあります。 

 

４． FCMの構成内容 

 

（1）ステークホルダー(利害関係者)とコンプライアンス内容 

企業の事業活動においては、多くのステークホルダーと多様な接点において、

さまざまなルールを作成して、それに従わなくてはいけません。ここでいうス

テークホルダーの定義は「企業の経営活動の存続・発展に利害関係を有するも

の」とされ、FCM では、お客様、取引先、従業員、その他【投資家(株主)、金

融機関、競合会社、行政、地域社会、報道機関等】を指します。企業は社会の

 
 

5



公器であり、社会的責任を遂行する主体であるという観点に立脚し、行政や地

域社会に配慮し、これらの関係者に対する責任を明確にすることが大切です。

企業はこれらのステークホルダーと共存共栄を図るという新たな価値観をもっ

て経営活動を行う必要があります。 

 

（2）コンプライアンス体制の維持 

多岐にわたる企業活動についてその全体を長期間、継続的に管理し、企業全

体の社会的評価を持続的に高めてゆくためには、企業組織の内部にしっかりし

た理念と体系、実行の為の公式的な制度を構築する必要があります。 

 

（3）コンプライアンス・マネジメントシステムの確立 

「協働の着眼点」に沿って、社内にコンプライアンス・プログラムを導入し

ていくにあたって、経営トップによる十分な理解は必須です。その重要性の表

明、責任の確立にあたって、企業経営上の重要な意思決定と位置づけ、社内の

正式な手続き（取締役会の認可など）を経て、社内外にその姿勢を示していく

ことは効果的です。経営トップが積極的にコンプライアンスを重視する姿勢を

示し、情報発信を行うこと、また具体的なコンプライアンス活動へ参画するこ

とは、社員に対し、単なる建前だけで終わらせないということをわからせるた

めにも必要でしょう。 

コンプライアンス・マネジメントシステムを具体的に確立するために、経営

トップが意識する必要のある項目には、①コンプライアンスの重要性・必要性

の理解、②経営トップの役割と責務の意味づけ、③遵守による結果の意識づけ、

④社員に対する対応策の提示、⑤コーポレート・ガバナンスの観点、⑥違反し

た場合の結果の提示などがあげられます。 

 
 

6



( 4 ) 公式的なコンプライアンス組織の設置 

コンプライアンス・マネジメントは、組織全体で実践されるものですが、概

念的な理解を実現させ、具体的な体制を構築するためには、責任を持って取り

組む専門部署の構築を設置するとともに、その専門部署が有する職務執行権限、

監督権限を明確化する必要があります。中小企業においては、専門部署といっ

ても、兼務体制となる場合も考えられます。こうした場合でも、責任・権限は

明確化していなくてはいけないことはいうまでもありません。 

 

(５) 個別のコンプライアンス行動基準と規定の策定 

個別の業務において、コンプライアンス意識に則って具体的な行動基準と手

続きを制定するにあたっては、個々の企業において、「何を遵守するか」という

行動指針を明確に定めておく必要があります。食品企業においては、その時、

FCP の「協働の着眼点」が、大変役に立ちます。 

行動指針があったとしても、日常の業務活動においてそれが実践されるために

は、各個別の業務における具体的な行動基準と手続き（コンプライアンス計画）

が必要になります。特に不正を発見し、未然に防止するための通報体制やモニ

タリングシステムによる裏づけが不可欠になります。 
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5.  FCMの策定の進め方 

 

( 1 )  計画：企業行動マネジメント規格策定計画 

 

（ア）行動指針の策定 

FCM においては、経営理念、社是、社訓、など自社の考え方を基準として

尊重しつつ、行動指針はフードチェーンを構成する企業において、共通する点、

共通言語を含んだ「協働の着眼点」を盛り込んだ内容で作り上げていくことを

考えています。「経営理念」「社是」「社訓」などを、企業の創立の背景や発展の

歴史などを反映させ、会社共通の根幹となる価値観として有している企業は多

くあります。その内容は企業によりさまざまですが、経営理念や社訓は、企業

としての価値観および倫理観を反映し、企業経営の発想と行動の原点となって

います。 

 

（イ）コンプライアンス体系の構築 

 ① コンプライアンス体系の構築は次のようになります 

 倫理方針の具体化 → 食品事業者として抱えるリスクの確認 → 

行動指針の作成 → FCP「協働の着眼点」との整合性チェック → 

作成された行動指針の有効性チェック 

 

（ウ）行動基準の策定 

コンプライアンスの管理項目として、お客様を基点とする企業姿勢を明確化

し、お客様の信頼を獲得するために、社内にコンプライアンスの徹底をする旨

を盛り込んだ基本方針をはっきりと確認するために、行動基準を策定します。 
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(エ) 経営トップの意思表明 

コンプライアンス・マニュアルの冒頭には、経営理念・経営方針、企業の社

会的な使命などと関連させて、経営トップ自らがコンプライアンスの重要性と

自らの責任・関与を表明し、従業員全員とともに等しくコンプライアンスを実

行していく意思を示します。経営トップの決意表明ですので、トップが自分の

言葉で語りかけていくことが求められます。 

 

(オ) 行動指針の目的・判断の問い合わせ窓口・罰則規定 

当該マニュアルの目的とともに、活用にあたっての判断の問い合わせ窓口や

罰則規定も具体的に示します。 

 

( 2 )  実施と運用：コンプライアンス計画の実施 

 

（ア）部署別実施計画書にもとづく実施 

コンプライアンス・マニュアルにおける行動指針を各部署においてより具体

的な業務フローに即した基準に展開して、「部署別実施計画書」に落とし込みま

す。部署別に定めることで、各社員が具体的にどのような行動をとるべきかが

明確になり、取組みをスムーズにすることが出来ます。 

 

（イ）コミュニケーションと教育制度 

コンプライアンスの実施にあたっては、各部署・部署間の担当者相互のコミ

ュニケーション、経営層から一般従業員へのトップダウンとその反対のボトム

アップのコミュニケーションを行います。 
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( 3 ) 監査：コンプライアンス監査と改善 

 

（ア） モニタリング制度 

日常業務のなかで、常にチェックがかかるような情報システムと組織的権限

が結びつけられた管理制度ができれば理想的です。 

 

（イ） 監査 

自己チェックや相互チェックとは異なり、企業内の監査専任部署が外部の監

査組織に定期的にコンプライアンス監査を受けることも考慮する必要がありま

す。 

 

( 4 ) 改善・活動 

監査の内容を受けて、必要に応じてコンプライアンス・マネジメントシステ

ムの改善を行います。この継続的改善により組織のコンプライアンス能力を高

めていきます。 

 

6．食品事業者におけるコンプライアンス体制構築の事例  

コンプライアンス体制構築の事例を本文中で案内します。 
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要約編（英語版） 



“Management Standards for Corporate Behavior in Food 

Communication (FCM)” - Summary 
 
１． About FCM 

 

The “Management Standards for Corporate Behavior in Food 

Communication (FC)” disclosed here, and hereinafter abbreviated as 

FCM, is a corporate ethics-based standard concerning behavioral 

management, proposed by the Yokohama College of Commerce 

Industrial Research Institute.  It is widely disclosed to the public in the 

assumption that it will be used and applied effectively.    

In 2008, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan 

established the Food Communications Project (hereinafter FCP).  The 

purpose of the FCP is to create an environment that is valued by the 

consumers, where the food corporations themselves assess the needs of 

their customers and strive to improve reliability.   In reality, the food 

chain process – the procurement of materials, processing, 

manufacturing, and distribution, until the product reaches the 

consumer’s hands, is very long making it very difficult for the food and 

food-related corporations to fully understand it.  For the consumer, this 

process is especially difficult to grasp.  For this reason, the consumer 

judges the safety of food only from the name of the manufacturer or 

vendor or from the indication in the product’s label.  Basically, the 

consumer is judging the safety of the product relying solely on the 
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information indicated on the label.  Consequently, adding to the 

consumer’s decision-making factors; making the manufacturing and 

food chain process more visible from the outside and removing the 

consumer’s anxiety and distrust will lead to an increase in credibility 

towards the safety of food.  

In the FCP, the food corporations involved in the food chain discussed 

the key points in behavior needed to: increase the transparency of their 

work processes and to provide safe and adequate food; in order to win 

the consumer’s trust.  This was summarized in “Key Perceptions in 

Collaborative Work”.   

The primary goal of the FCM is to increase the credibility of the 

consumers as food-related corporations utilize “Key Perceptions in 

Collaborative Work”, and thus become highly aware about the safety of 

food.  Also, by basing their actions on the FCM, the food corporations 

are able to mutually share confidence with the concerned parties that 

make up the food chain, leading to the reduction in transaction costs.  

 
２． The Direction of the FCM 

 

In the current society, regardless of the corporation’s size, society is 

increasingly demanding CSR (Corporate Social Responsibility) 

management initiatives, which ask what kind of role the corporation is 

fulfilling in society as a responsible entity, and in what way are they 

making a contribution to building a sustainable society.  There is an 

emerging need for all of the corporations that comprise the food chain 
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to not only engage in such behavior promoted by many of the partner 

companies but also to conduct cooperative management.    

However, corporations that are trying to initiate such efforts, while 

feeling the need for them, can not fully understand specifically where 

they should start or what kind of management system they should build.  

Each of the food corporations that participate in the FCP efforts realize 

the importance of addressing compliance; and when building a 

compliance system, the FCM supports them by clearly showing them 

how to respond and concretely how to create this system.     

 

First, in the FCM we defined the “ethical behavior” being demanded 

from the food companies, as follows:   

 

① In order to win the consumers’ and the business partner’s trust, the 

food corporations that comprise the food chain build an in-house 

compliance system and conduct fair and proper management. 

② Conduct honest work based on the values and ethics as an 

employer and as a member of society  

③ By practicing those actions continuously, the food corporations are 

trusted by society and can obtain empathy; and as a result, the 

corporations conduct sustainable development activities.      

 

This definition shows the basic ideas demanded from food 

corporations in terms of compliance.    
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Furthermore, the FCM shows an overall picture and clarifies the 

direction of a management system that promotes operations and is 

proactively constructed by management, in order for it become 

effective in corporate ethics and compliance.  

In addition, the FCM shows a management system that allows the 

continuous execution of the work process in accordance with the FCP.  

Through the continuous operation of the work process based on such 

management system; it can become a corporation that is trusted by the 

consumers and business partners.  

 

This approach can for the first time achieve a positive effect when all 

the corporations that make up the food chain have the same 

perspective.  We can say that the consumer’s credibility in food will be 

further ensured when this idea is shared from the domestic 

manufacturers to the vendors, and even the overseas suppliers.  On the 

other hand, through this approach, whatever doesn’t lead to the safety 

of food can be better recognized, as the awareness and behavior of 

both management and employees changes.    

 

With the summary of the directions that the FCM should aim for above, 

its objectives are organized as follows:  

 

① Through the construction of an ethical behavior management 

system, it aims to achieve management’s understanding about 
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“the importance of a compliance system in corporations and a 

mechanism that achieves management in accordance to 

compliance”.  

② It aims to be a mechanism where, as members of the food chain, 

corporations that have built an ethical behavior management 

system are evaluated fairly and rewarded in well-defined ways.   

③ First by building an ethical behavior management system, the basis 

for consumer’s trust in the safety of food is ensured; and by building 

trust between the corporations that make up the food chain, it 

aims to reduce societal costs related to food.   

④ It aims for each company to create and operate their own 

voluntary action guidelines appropriate to each company.   

⑤ It aims for the adoption of the FCM in the foreign companies that 

make up the food chain.   

 

３． The Relation between “Key Perceptions in Collaborative 
Work” and the FCM 

 

The “improvement of transparency” in the behavior of food 

corporations is an important theme in the FCP; and it is getting the 

proactive participation of highly motivated food corporations and 

promoting their efforts.  In particular, food corporations summarized the 

action points that corporations in the food industry should focus on, and 

compiled it as “Key Perceptions in Collaborative Work”.   

FCM has been created based on “Key Perceptions in Collaborative 
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Work” and with the food corporation in mind.  The major feature of 

“Key Perceptions in Collaborative Work” is that it assembled the food 

corporations that make up a food chain, which is actually familiar with 

and which goes beyond the manufacturing, processing, wholesale and 

distribution industries; it considered consumer group interviews and 

customer representative hearings; and, in order to increase the 

consumer’s trust in food, it repeatedly discussed from the perspectives of 

① what is the necessary behavior for one’s corporation, ② what are 

the items that should be mutually checked in a business transaction, ③ 

what are the points in behavior that should be understood by the 

consumers; and conducted a buildup examination, from which the 

outcome was compiled.   

 
４． FCM Organizational Contents  

 

（1）Stakeholders and Compliance  

In a corporation’s business activities, there are many rules made that 

must be obeyed regarding the many stakeholders and various contacts.  

The stakeholders being mentioned here are defined as “those having an 

interest in the continuation and development of the corporation’s 

management activities”; in the FCM, it refers to the customers, business 

partners, employees, and others such as investors (shareholders), 

financial institutions, competitors, government, local society, mass 

media, etc.  A corporation is a public institution of society; so with the 

government and local societies in mind and from the stance point of 
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being the principal in carrying out social responsibility, it is important to 

clarify the responsibility against these parties.  It is necessary for 

corporations to conduct management behavior with a new set of 

values which try to coexist with these stakeholders.   

 
（2）Maintaining a Compliance System  

The wide range of corporate activities must be continuously managed 

entirely for the long term; and in order to improve society’s valuation of 

the entire corporation in a sustainable manner, it is necessary to build a 

formal institution for the execution of a solid philosophy and system inside 

the corporate structure.  

 

（3）Establishment of Compliance and Management Systems 

In line with “Key Perceptions in Collaborative Work”, when introducing 

a compliance program in the organization, full understanding by top 

management is required.  When expressing such importance and 

establishing responsibility, it is effective to show - both internally and 

externally, the corporation’s stance after management’s important 

decisions and position changes, or a corporation’s official procedures 

(board meeting’s approvals, etc).  Demonstrating that top 

management actively focuses on compliance, disseminating 

information, and participating in specific compliance activities, is 

necessary to let employees know that it is not just ending in principle.   

In order to establish a concrete compliance management system, top 

management needs to be aware the following items: ① Understanding 
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the need and the importance of compliance, ② Top management’s 

role and the meaning of responsibility, ③  Awareness of the result 

achieved through compliance, ④  Presentation of countermeasures 

against the employees, ⑤  Viewpoint on corporate governance, ⑥ 

Presentation of results in case of a violation, etc, are important.   

 

（4）Establishment of a Formal Compliance Organization  

Compliance Management is put in practice throughout the entire 

organization; however, in order to build a concrete framework and 

achieve conceptual understanding, it is necessary to set up the creation 

of a special department that works responsibly, and also to clarify its 

duties as an operating and supervisory authority.  In small-medium 

corporations, instead of a special department, a system of a double 

post is also possible.  In this case also, it goes without saying that 

responsibility and authority must be clarified.   

 

（5）Individual Standards of Conduct in Compliance and Formulation of 
Provisions  

In separate operations, when enacting concrete standards of 

conduct and procedures, in conformity to the awareness in compliance, 

it is necessary to clearly define the action guidelines - “what is being 

complied with”, in the individual companies.  For food corporations, the 

FCP’s “Key Perceptions in Collaborative Work” will be very helpful at that 

time.   

Even if there were action guidelines in place, in order to put them into 
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practice in the day-to-day operations, concrete standards of conduct 

and procedures (Compliance Plan), in each separate operation, are 

required.  In particular, support from a notification system and/or 

monitoring system for discovering and preventing irregularities before 

they occur, becomes essential.    

 

５． Formulation Procedures for the FCM 
 

（1）PLAN:  Corporate Behavior Management Standards Formulation 
Plan  

 
（a）Formulation of the Action Guidelines 

In the FCM, while respecting the corporation’s ideas such as the 

management philosophy, mission statement, the corporate motto, etc, 

as the standard; the action guidelines in corporations that make-up the 

food chain are concocted from content that incorporates the common 

points and common language included in “Key Perceptions in 

Collaborative Work”.  The “Management philosophy”, “mission 

statement”, “corporate motto”, etc., reflect the background of the 

founding and the history of the development of a corporation; and 

there are many corporations that share those same underlying values.  

The content varies from corporation to corporation but the 

management philosophy and corporate motto reflect the values and 

ethics as a corporation; and thus become the origin of corporate 

management’s ideas and actions.   
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（b）Construction of a Compliance Structure 

 ① The construction of a compliance structure is as follows: 

  Embodiment of an ethics policy → Checking of risks facing the 

food corporations → Developing of action guidelines → Checking 

for consistency with FCP’s “Key Perceptions in Collaborative Work” 

→ Checking the effectiveness of the code of conduct made.  

 

（c）Formulation of Standards of Conduct 

   As a control point in compliance, the corporate stance, in which 

the consumer is the base point, is clarified; and in order to win the 

consumer’s trust, standards of conduct are formulated to explicitly 

confirm the basic policies when ensuring compliance in the 

corporation. 

 

（ｄ）Expressing Top Management’s Intention 

 At the beginning of the compliance manual, top management 

must express the importance of compliance, their commitment 

and responsibility, and show their willingness to comply equally 

with all employees, in relation with management 

philosophies/policies, the corporate social mission, etc.  Since it is 

expressing the commitment of top management, it is necessary 

that they speak in their own words.  

 

 

 
 

10



（e）The Purpose of the Action Guidelines / Inquiry Contact for Verdicts/ 

Punitive Clauses    

   Along with the purpose of this manual, the punitive clauses and 

inquiry contact for verdicts must also be shown concretely.   

 

（2）IMPLEMENTATION AND OPERATIONS:  Implementation of 
Compliance Plans 

 

（a）Implementation Based on Departmental Implementation Plans 

In the compliance manual, the action guidelines in each 

department are developed as a standard to adapt an even more 

concrete work flow and are drawn up into “Departmental 

Implementation Plan”.  By stipulating them by department, it 

becomes clear what kind of behavior each employee should 

specifically take, easing operations. 

 

（b）Systems for Communication and Education 

In implementing compliance, communication is done mutually; 

within a department and between each department’s employees, 

top-down from management to general employees and opposite 

bottom-up from general employees to management.  When 

communicating about compliance, education also plays a very 

important role.  
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（3）AUDITING:  Auditing Compliance  

 

(a) Monitoring System  

In daily operations, it is ideal if a control system that is linked to 

organizational authority and an information system which is 

constantly being checked are achieved.   

 

(b) Audit 

It is necessary to consider that, unlike self-checking and 

cross-checking, the corporation’s in-house full-time auditing 

department regularly undergoes compliance audits from an 

external audit organization  

 

（4）Improvement / Application 

After receiving the contents of the audit, improvements in the 

compliance management system are conducted as the need 

arises.  Through this continuous improvement, the compliance 

performance of the organization is enhanced.   

 

６． Case Study on Constructing a Compliance Management 
System in Food Corporations  

 
Case studies about the construction of a compliance system are 

introduced in the body text.   
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ＦＣＰアセスメント研究会
「工場監査項目の標準化・
共有化分科会」の活動について

平成22年2月24日

ＦＣＰ事務局
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工場監査項目の標準化・共有化分科会

原材料供給

食品製造

食品販売

工場監査項目の標準化・共有化

「工場」を切り口に、製造事業者の取り
組みを確認
“固定的なロケーション”の話

商品情報の効率的なやりとり

「商品」を切り口に、複数事業者の取り
組みを確認
“ロケーションを変えて流通する、フロー
なものの”の話
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分科会ご参加事業者 （42事業者）
株式会社アイ・エス・レーティング
味の素株式会社
イオン株式会社
株式会社イトーヨーカ堂
カゴメ株式会社
京セラミタジャパン株式会社
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
ＮＰＯ法人サニテーション・デザイナー協会
サントリーホールディングス株式会社
敷島製パン株式会社
株式会社シジシージャパン
株式会社消費経済研究所
太陽化学株式会社
株式会社竹中工務店
株式会社ちぼり
株式会社東急ストア
東京サラヤ株式会社
東洋冷蔵株式会社
株式会社ニチレイフーズ
日清オイリオグループ株式会社
株式会社日清製粉グループ本社

株式会社日本アクセス
日本検査キューエイ株式会社
日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
財団法人日本食品分析センター
社団法人日本能率協会
日本マクドナルド株式会社
ハウス食品株式会社
株式会社阪急クオリティーサポート
株式会社ファミリーマート
株式会社ホンダトレーディング
株式会社マルハニチロホールディングス
みたけ食品工業株式会社
ミツイワ株式会社
株式会社ミツカンサンミ
三菱化学メディエンス株式会社
三菱商事株式会社
明治乳業株式会社
株式会社山武
株式会社菱食
株式会社ローソン
わらべや日洋株式会社
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【１】
「工場監査項目の標準化・
共有化」の背景
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（１） 平成20年度FCPアセスメント研究会
議論内容から

原材料供給

卸

消費者

食品製造

小売

フードチェーン全体でア
セスメントの情報を共有
する仕組みが欲しい



6

（２） 工場監査項目標準化・共有化の考え方

　Ａ社が求める監査項目 Ｂ社が求める監査項目

　　　　　　　　　Ｄ社が求める監査項目

Ｃ社が求める監査項目
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【２】
「工場監査項目の標準化・
共有化」の作業の流れ
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「工場監査項目の標準化・共有化」の
作業の流れ

Step1： 各社からの「工場監査項目」

情報の収集

Step2： 各社工場監査項目の整理

Step3： 「共通監査項目」の抽出
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【Step1作業】

「協働の着眼点」を使った
各社「工場監査項目」情報の収集

３５社からのご協力

A社 　Ｂ社 Ｃ社

Ａ社工場監査シート

・○○○
・△△△

　　秘密保持条件を負った
　　ＦＣＰ事務局が情報収集

　協働の着眼点の項目体系に沿って、
　各社監査項目をピックアップ

　【５】（１）①　食品製造用設備に関する監査項目
　　　・○○○
　　　・※※※
　【５】（２）①　適切な表示に関する監査項目
　　　・□□□

・☆☆☆

Ｂ社工場監査シート

・□□□
・▽▽▽

Ｃ社工場監査シート

・☆☆☆
・※※※

【協働の着眼点を使用するメリット】

　「監査項目の目的が
　　明確になること」

[ 協働の着眼点項目に
沿ったアンケート
シート]

[ 協働の着眼点項目に
沿ったアンケート
シート]

[ 協働の着眼点項目に
沿ったアンケート
シート]
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工場監査項目を議論する際の視点

① 縦軸：「監査項目」

どの項目を監査するのか？

② 横軸： 「監査手法」「目の細かさ」

個々の監査項目について、どのような手法

を使い、どの程度細かく確認するか？

③ 奥行き： 「実施要求水準」

どの水準まで実施することを求めるか？

今回は縦軸部分を議論



11

「工場監査項目」としてフォーカスをあてる領域

お客様に関するコミュニケーション取引先に関するコミュニケーション

７．持続性のある関係のための体
制整備

社内に関するコミュニケーション

３． 安全かつ適切な食品の提供を

するための体制整備

10．お客様とのコミュニケーション

のための体制整備

15．緊急時の自社と取引先との

協力体制の整備

16．緊急時のお客様とのコミュ

ニケーション体制の整備
14．緊急時を想定した自社体制

の整備

緊急時に関するコミュニケーション

４． 調達における取組

５．製造における取組 【製造】

保管・流通における取組 【卸売】

調理・加工における取組【小売】

６． 販売における取組

８．取引先との公正な取引

９． 取引先との情報共有、協働の

取組

11．お客様からの情報の収集、管

理及び対応

12．お客様への情報提供

13．食育の推進

１．お客様を基点とする企業姿勢の明確化 ２．コンプライアンスの徹底

大項目５．を中心に、○印がついている項目を検討
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「工場監査項目の標準化・共有化」の
作業の流れ

Step1： 各社からの「工場監査項目」

情報の収集

Step2： 各社工場監査項目の整理

Step3： 「共通監査項目」の抽出
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【Step2】

「各社工場監査項目の整理」（分科会作業）

各社監査項目の内容を精査（各社の監査の狙

いを把握）し、類似の項目を括る作業を実施

【分科会作業Input】
協働の着眼点の項目に沿って、
各社の監査項目を羅列したもの

類似項目を括る作業
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Step2で括った各監査項目が、製造食品・企業

規模などに係わりなく、「共通監査項目」に該当
するかを検討

【Step3】 「共通監査項目」の抽出

基礎項目
条件により
適用

応用項目 事業者分類 基礎項目
条件により
適用

応用項目

食品事業者 17 1 1

検査・審査会社等 10 0 1

合計 27 1 2

食品事業者 17 0 2

検査・審査会社等 7 2 2

合計 24 2 4

食品事業者 17 0 2

検査・審査会社等 8 1 2

合計 25 1 4

2

消費期限・賞味期限は科学
的根拠で示されている期間
に安全係数をかけて設定し
ている

3
消費期限・賞味期限の妥当
性を検証している

自社基準を定めた場合

分科会検討結果

項目区分

特に事業者が付加価値を与え
場合は安全係数を掛けない場

1
消費期限・賞味期限は科学
的根拠に基づき表示してい
る

主要監査項目 項目区分
条件内容

アンケート集
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７回の分科会で計202名の参加者

各回約３時間のグループディスカッション

普段同じテーブルにつくことが少ない業態を超
えた意見交換を実施

分科会後にアンケートを６回実施（回答121通）

食品製造業

小売業

卸売業

その他（検査・審査会社、設備会社など）

分科会参加メンバー構成比
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分科会風景①
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分科会風景②
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2009年11月に完成した
「FCP共通工場監査項目（試行版）」

116項目からなる工場監査シート（試行版）
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【３】
「FCP共通工場監査項目（試行版）」

を使った試行結果について
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「FCP共通工場監査項目・試行版」を
使った試行の実施

試行期間：

平成21年11月～平成22年1月末

試行結果アンケート

３１事業者から回答（３６事例）
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工場監査試行結果

・「侵入防止等のセキュリティー」について新たな気付きができた。
・確認すべき項目をモレなく体系的に確認することができた。
・（監査する側として）質問に対する回答が要領を得ていた。
・表現が端的で、わかりやすかった。
・優先順位が明確になり、指導、改善業務の効率があがった。
・項目の網羅性からみて、抜けもれなく整備されており効率化できた。
・「ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ」、「ｸﾚｰﾑ対応」、「表示確認ﾙｰﾙ」について自社の監査シートに追加した。
・「薬剤の管理」や「廃棄物の管理」の項目が自社で不足していることに気付いた。
・工場では、自ら積極的に法令を知ろうという意識が薄いことに気付いた。
・管理の上位概念である「実施」の項目が、自社の監査シートにないことに気付いた。
・「責任者の設定」に関する明確さに欠く部分があることに気付いた。
・監査のポイントが明確になってスムーズに実施できた。
・コンプライアンスに関する重要性に気付いた。
・お客様対応が、川上の製造業、加工業でも必要であることがわかった。
・何を監査するのか明確になっているので使い勝手がよい。
・情報収集担当者を配置する必要性について、新たな気付きがあった。
・管理しておかなければならない部分が明示され、どの部分が整備できてないかわかった。
・事前の自社チェックが自律的に行われるようになった。

「気付き」や「効率改善」に関してのご回答（抜粋）「気付き」や「効率改善」に関してのご回答（抜粋）
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自社監査項目と「FCP共通工場監査項目」を照らし

合わせてみた上で、自社内監査を行って頂ければ、
消費者の信頼向上に向けての新たな気付き（自らの
取組みの見直し・改善等）の参考となります。

FCP共通工場監査項目
自社監査項目

なるほど！
ここがポイント
だったんだ。

自社店舗・グループ店舗

自社工場・グループ工場

自己の取組みの見直し・改善

場面1： 自社内での活用

（２） 「FCP共通工場監査項目

試行用シートの使用場面①

アンケート回答 21事例

・ そのまま監査項目として使用

・ 自社監査項目と比較

・ 工場監査に関する社内教育資料

として使用

・ 自社工場監査前の自己点検用

チェックリストとして使用

・ 自社グループ会社の監査に使用

・ 自社内の工場間で相互監査を

実施する際に使用
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「自社内での活用」場面における
主なご意見

新たな気づきや効率改善
・ 自社の工場監査の視点として不足している項目があることに気がつい

た。（特にコンプライアンスに関する項目）
・ 工場監査項目の網羅性を確認するのに使用できる。
・ 自社で実施している工場監査項目のレベルわけ（必須項目とそうでない

もの）を行うのに参考となった。

課題
・ 評価基準が設定されないと、使いにくい
・ 「協働の着眼点」に沿った項目立てとなっているので、複数個所で類似

した設問が出てくる
・ 実際に監査で使用するためには、監査項目をもっとブレークダウンし、

取扱う食品に応じた設問を設定する必要がある
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（２） 「FCP共通工場監査項目

試行用シートの使用場面②

既存の取引先（中小規模工場等）にFCPの理念

を理解して頂いた上で、「ＦＣＰ共通工場監査項目」
を参考に監査を行うことで、取引先自らの見直し・
改善等の活動につなげることができます。

監査のポイント

中小規模工場

FCPの理解OKです。
「FCP共通工場監査項目」

を参考に工場のチェックを
してみます。

FCP共通工場監査項目

FCP
食への信頼向上

の取組！
「協働の着眼点」

自己の取組みの見直し・改善

場面2： 取引先工場の監査

アンケート回答 １２事例

・ 取引先工場でそのまま使用

・ 取引先工場へ監査を実施する前

に、監査の視点として情報提供
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「取引先工場の監査」における
主なご意見

新たな気づきや効率改善
・ 監査を受け入れる側にとっては、受け入れ易い監査項目であるので、全

ての取引先がこの監査項目で統一して監査を実施することになれば、大
幅な負担減を図ることができる。

・ これまでの工場監査では気がつかなかった新たな気づきを得た。（「法令
遵守」や「社外とのコミュニケーション」に関する項目など）

・ 会社の方針、姿勢を問われる設問が多く、現場だけでなく経営者も評価
されるようになってきていると感じる

課題
・ 評価基準が設定されないと、使いにくい
・ 項目数が多く、従来よりも監査に時間がかかる
・ 工場の規模、取扱う食品によっては、監査項目として適用できないものも

多い
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FCP

我々はFCPの取組み

を重視します。

お得意先の姿勢、
FCPへの取組み

共に理解しまし
た。監査準備
OKです。

FCP共通工場監査項目

新規取引においては、企業姿勢を含めた監査が
必要となります。FCPへの取組みと共に、「FCP
共通工場監査項目」を共有化して下さい。事前の
相互理解があれば、監査の効率化が進みます。

取引コストの改善

新規取引先

場面3： 新規取引時の監査（初回監査）

（２） 「FCP共通工場監査項目

試行用シートの使用場面③

アンケート回答 ３事例

・ 新規取引先工場へ監査を実施

する前に、監査の視点として

情報提供
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「新規取引時の監査」における
主なご意見

新たな気づきや効率改善
・ 新規取引開始時の確認項目を、体系的・網羅的に考えるこ
とができる

・ 新規取引開始時の確認ポイントとして予め提示することで、
監査の実施をスムーズに行うことができる。

課題
・ 評価基準が設定されないと、使いにくい
・ 工場の規模、取扱う食品によっては、監査項目として適用
できないものも多い
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（４）課題への対応

① 縦軸：「監査項目」

どの項目を監査するのか？

② 横軸： 「監査手法」「目の細かさ」

個々の監査項目について、どのような手法

を使い、どの程度細かく確認するか？

③ 奥行き： 「実施要求水準」

どの水準まで実施することを求めるか？

各社の
工場監査
試行結果評価基準の目あわせ

業種・取扱う食品に
応じた対応

今年度議論の
中心
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（５）今後の議論の流れ

議論のポイント 食品事業者にとってのメリット

今年度の
議論

今後の

議論

工場監査項目の
整理

評価基準の
目あわせ

業種・取扱う
食品に応じた対応

自社における気づき・
自社で実施する監査業務

の効率化

同一基準による監査結果の
交換などによる

工場監査の効率化
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「FCP共通工場監査項目」 将来の想定使用場面

FCPに賛同している事業者同士で、「FCP共通工場監査項目」を共有化した上で、

取引先工場監査を行ない、監査結果の交換を行うことで、相互理解が深まると共に
監査の効率化が進みます。

監査のポイント

FCP取組企業（小売）

FCP取組企業（ﾒｰｶｰ）

FCPに取組んでい

る事業者同士なら、
話は早いな。

FCP

取引コストの改善

FCP取組企業（ﾒｰｶｰ）

FCP取組企業（卸）

FCP取組企業（卸）

FCP取組企業（ﾒｰｶｰ）

FCP共通工場監査項目
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監査項目(第１．０版）のファイルは、FCPホームページ
「平成21年度の活動の成果」のページからダウンロード

してご利用いただけるようになります。
http://www.food-communication-project.jp/result/index.html

今後も「工場監査項目の標準化・共有化」に向けた分

科会活動を予定しておりますので、是非皆様ご参加く
ださい。
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平成２１年度
商品情報の効率的なやりとり分科会

0



商品情報の効率的なやりとり分科会

1

原材料供給

食品製造

食品販売

工場監査項目の標準化・共有化

「工場」を切り口に、製造事業者の取り
組みを確認
“固定的なロケーション”の話

商品情報の効率的なやりとり

「商品」を切り口に、複数事業者の取り
組みを確認
“ロケーションを変えて流通する、フロー
なものの”の話
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◇第１回分科会 平成２２年 ３月９日（火曜日） １４時～１７時

【問題点の洗い出し】 テーマ：業務における問題点の洗い出し

Ｈ21年度分科会Ｈ21年度分科会

Ｈ22年度分科会Ｈ22年度分科会

商品情報に関するやりとりの業務は、様々な関係者が関わって実施

されており、かつその情報量は膨大となっています。

まずは、参加者の皆さんで、業態、業種、職種の壁を越えて議論を進め、

様々な観点から問題点を洗い出し、課題を共有しましょう。

～皆様のご参加をお待ちしております。～

【課題解決の議論】 テーマ：洗い出された問題点よりテーマ設定し議論

商品情報の効率的なやりとり分科会 開催のご案内



商品情報の効率的なやりとり分科会 参考資料①

品質系情報については、1アイテムごとに作業が発生

商品情報

品質系情報

物流系情報

アウトプット

配合（成分値）等

ＥＤＩ（商品コード）等

インプット

仕様書の提出
（配合割合/成分表）

（原材料メーカー）等

情報の収集
（配合割合/成分値）

（原材料メーカー）等

【必要作業】
情報収集
ＤＢ登録
証明書取得
他

--------------

様式書換
情報更新
問合せ対応
他

品質系情報とは①

3



品質系情報

表示義務のある
情報
（例：「一括表示」）

付加価値情報
（例：「工程図」の添付）

表示を確認する
ための情報

付加価値情報
を確認するため
の情報

情報の
正確性を担
保する情報

表示義務以外に必要
とする情報
（例：「調味料」の詳細）

商品情報の効率的なやりとり分科会 参考資料②

表示義務以外の
情報を確認する
ための情報

品質系情報とは②

詳細情報、証明書等の提出仕様書の提出

4



品質保証部

商品部

システム部

バイヤー

小売

品質保証部

商品部

システム部

営業マン

1アイテムごと、
1得意先ごと、

に都度やりとり

様々な関係者が関わって、商品情報に関するやりとりを実施

商品情報の効率的なやりとり分科会 参考資料③

品質保証部

商品部

システム部

営業マン

製造

卸
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製造

小売

卸

原
材
料
メ
ー
カ
ー

原材料
メーカー

原材料
メーカー

原材料
メーカー

原材料
メーカー

原材料
メーカー

原材料
メーカー

原材料
メーカー

原
材
料
メ
ー
カ
ー

原
材
料
メ
ー
カ
ー

原材料
メーカー

原材料
メーカー

原材料
メーカー

原材料
メーカー

原材料
メーカー

原材料
メーカー

【情報のサプライチェーン】
・原材料名、副原材料名、配合割合、産地等
の情報について、サプライチェーンを担う
各企業同士で情報のやりとりを実施。

商品情報の効率的なやりとり分科会 参考資料④

サプライチェーンを通じて情報量は膨大になっている

海
外

日
本

「情報の管理」という視点では、小売も

卸も製造も皆同じ労力を要している
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情報の特性

商品情報の効率的なやりとり分科会 参考資料⑤

※情報には「変化するもの」「変化しないもの」がある（Ｈ20年度研究会より）

7

完全性 おおまかでも良い

誤差は認められない



企業間でやりとりする情報項目が異なる（種類）

企業間でやりとりされる情報項目の深さ（二次原料・三次原料等）が異なる

企業間でやりとりする情報項目の範囲（組成表・成分比・原料原産地等）が異なる

企業秘密管理として交換出来ない情報がある

情報に変更が発生した際に、適切な情報交換がされない場合がある

企業により情報交換する頻度が異なる

取引先で情報が管理されていない場合がある（川上・川下）

企業により、交換される情報項目の表現が異なる

緊急時の情報交換が円滑に行われない場合がある

商品情報の効率的なやりとり分科会 参考資料⑥

ヒアリング等で出てきたご意見
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商品情報の効率的なやりとり分科会 参加申し込み方法

参加申し込みは、ＦＣＰホームページのネットワーク参加者メニューから申込書用紙を入手の上、
ＦＡＸでお申し込みください。
アセスメントの効率化研究会に未登録の事業者様が本分科会に参加される場合は、別途研究
会参加登録手続きが必要となります。

申し込み締め切り： ３月５日（金曜）
9





1

「食の安全・信頼に向けた取り組み」のための「経営者教育プログラム」

「協働の着眼点」および「食品事業者の信頼性向上を
支援するプログラム」の活用

フードコミュニケーションプロジェクト「協働の着眼点」

実行可能性調査事業成果法報告会

2010年2月24日
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日本HACCPトレーニングセンター（JHTC）の教育プログラムとして、経

営層が自社の課題を把握し経営戦略を明確化させるのに「協働の着眼点」
（16項目）を活用したプログラムを、実際に食品企業経営者層を集めて研

修を実施し、その効果を検証する。

JHTCが有する、専門コンサルタント・インストラクターを紹介する仕組
みである「JHTCコンサルティングファーム」の人材プールを活用し、経

営者教育に携わる講師陣養成により全国の中小企業で指導を行うための環
境を整備する。

■実行可能性調査の目的

経営者向けプログラムについては、企業自身の活用
イメージ、且つ16の着眼点との関連性が明確である
こと、に沿ったシンプルな内容

現状の取り組みをベースに短中期プロジェクトの
継続的改善の仕組みを学ぶことに注力し、中小企
業の経営者に向けて適切なレベル感（できそう、
やりたい）に配慮

今年度は第一段階レベルとして短中期プロジェク
トの継続的改善の内容とする

経営者教育プログラムの開発目的
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１．「協働の着眼点」の活用と食品事業者の信頼性向上を支援する「経営者教育プログラム」

３つの取組みに基づくプログラム

１．取組みの目的を明らかにする１．取組みの目的を明らかにする

協働の着眼点活用のために、モデル事例を基にした「企業価値マネジメントモデル構
築」の基本となる「あるべき姿」を検証し、取組みの目的を明らかにする。

※モデル事例を土台に「価値創造のあるべき姿」を明らかにするためのワークショップと
演習

1) わが社のありのままの姿（事例を基に現状を分析）

2) 課題は何か（リスクの評価・分析と重点課題の抽出）

3) 重点課題改善のための具体的施策

4) あるべき姿（経営者が達成すべき目標の明確化）

◎モデル事例における事業活動の現状を分析し、重点課題を抽出（演習 ）

◎あるべき姿を明らかにするための信頼性向上支援プログラムの確認

企業を取巻く環境を俯瞰し、変化と不確実性に対応するためのマネジメント
解説

◎「協働の着眼点」解説プログラム～３つのポイント

▪消費者とのコミュニケーション ▪サプライチエーンとの協働 ▪顧客リス
クの管理（衛生管理を含む）

２．目的に沿った目標を明らかにする２．目的に沿った目標を明らかにする

２）「協働の着眼点」を支援する「信頼性向上支援プログラム」の活用で持続的
発展を目指す

（お客様基点を戦略の中心に、お客様価値の創造・満足度の向上、差別化を図り
ながら食品事業者の持続的発展を目指すマネジメントモデル）

◎ケーススタディによる信頼性向上支援プログラムの確立

製品戦略の選択・ビジネスプロセスの確立・経営資源を明らかにして、企業価値創造
マネジメントモデル（バリューマネジメントモデル）を構築

３）「協働の着眼点」をわが社の体制に組み入れて改善・向上につなげる

（お客様を基点とする企業姿勢の明確化とコンプライアンスの徹底を基盤としたコ
ミュニケーションの仕組み作りは、戦略目標を明らかにすることから始まる）

◎ケーススタディによる戦略目標（ミッションプラン）の明確化

協働の着眼点を基礎とした、戦略目標（製品戦略・ビジネスプロセス・経営資源）を設
定

１）「協働の着眼点」の有効活用

（評価・改善、取組みを評価、情報交換の効率化）

◎協働の着眼点有効活用のための「信頼性向上支援プログラム」を理解する

３．目標を実現するための具体的な方策３．目標を実現するための具体的な方策

具体化した取組みの実現には、方策のより実際的な効果・効率が確認できる「計画
－進捗管理－検証」の流れをプロジェクトとして運用し、現場への導入・定着を推進
する。その基礎としての設計及び進捗管理、評価・検証計画の構築を目指す。

具体化した取組みをプロジェクトとして、その設計及び進捗管理、評価・検証計画を
明らかにする

※モデル事例を基に、16の着眼点に落とし込んで具体化した取組みの運用を明らか
にするワークショップと演習

実行計画 ⇒ 進捗管理 ⇒ 成果検証

食品企業経営者対象

✚

ワークショップ（WS）スタイル

による研修

研修への参加

「 食の安全・ 信頼に向けた取り 組み」 のための
「 経営者教育プログラ ム」

３つの取組みに基づく「経営者向け教育プログラム」

「 協働の着眼点」 の活用と 食品事業者の信頼性向上を支援する 「 経営者教育プロ グラ ム」

＜テキスト＞

2日間

プログラム

気
づ
き
を
得
る

食品事業者の意欲的な
取組みは、お客様への

情報提供・信頼性向上、
お客様からの適正な

評価につながることを
確信する

食品事業者の意欲的な
取組みは、お客様への

情報提供・信頼性向上、
お客様からの適正な

評価につながることを
確信する

■協働の着眼点の活用
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経営者は…
• まず、みずからのミッション（社会的使命）を

明らかにすること、

• 外部環境の変化をとらえ、3～5年程度のビ

ジョンを明確にすること、

• 実現するために解決すべき内部の課題を“協
働の着眼点”に照らして全体最適し、1～2年

の具体的な製品戦略に落とし込み、

• 戦術として必要なビジネスプロセスと経営資
源の配置を決断する。
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２．講師・指導者向け「経営者教育プログラム」

「 食の安全・ 信頼に向けた取り 組み」 のための
「 経営者教育プログラ ム」

「 協働の着眼点」 の活用と 食品事業者の信頼性向上を支援する 「 経営者教育プロ グラ ム」

「講師向け指導テキスト」

JHTC CF指導者候補対象

研修プログラ ム１

◎ 食の安全性と 消費者から の信頼性確保のためのマネジメ ン ト プログラ ム（ 企業を取巻く 環境を俯瞰し 、
変化と 不確実性に対応する ためのマネジメ ント ）

・ バリ ュ ーマネジメ ント モデルの全体像と スキームモデルの解説
・ 企業が持続的発展をする ために必要なビジネスプロセスの解説

◎「 協働の着眼点」 の解説プログラ ム
（ ３ つのポイ ント ： ▪ 消費者と のコ ミ ュ ニケーショ ン ▪ サプラ イ チェ ーンと の協働▪ 顧客リ スク の管理

〈 衛生管理を 含む〉 ）

・ お客様基点 ▫ コ ン プラ イ アンス ▫ コ ミ ュ ニケーショ ン（ ▪ 社内 ▪ 取引先 ▪ お客様 ▪ 緊急時）
の解説

・ カ テゴリ ーのポイ ン ト およ び達成すべき 課題の説明と 1 6 項目の着眼点と 支援のための重点課題の解説

◎食品事業者の信頼性向上を 支援する プログラ ム（ バリ ュ ーマネジメ ント モデル： 顧客の価値創造と 顧客
満足度の向上を 企図するマネジメ ント ）

・ 製品戦略（ ▪ コ スト 削減戦略 ▪ 製品リ ーダーシッ プ戦略 ▪ 顧客ソ リ ュ ーショ ン戦略）
※各戦略の特徴の説明と 、 ▫ 業務プロセス▫ 経営資源と の関係性および統合化の解説

・ 業務プロセス （ ▪ 業務管理プロ セス ▪ 顧客管理プロ セス）
※価値創造のための具体的施策の説明と 上記戦略の達成に向けて統合化さ れた目標設定に関し て解説

・ 経営資源（ ▪ 人的資源 ▪ 情報資源 ▪ 組織文化）
※価値創造支援のために、 ３ つの資源の有効活用と 戦略的方向付けのための方策に関し ての解説

研修プログラ ム２

◎ワーク ショ ッ プ演習（ バリ ュ ーマネジメ ント モデルの構築）
・ Ｓ ＷＯ Ｔ 分析・ リ スク 評価

▪ 3 要素（ ▪ 製品戦略▪ 業務プロ セス▪ 経営資源） の視点で事業活動の現状を分析し 、 重点課題を
抽出する

・ バリ ュ ーマネジメ ント モデルの策定
▪ 抽出さ れた重点課題を 、 バリ ュ ーマネジメ ント モデルと し て再構築する

・ ミ ッ ショ ン プラ ン の策定 （ 協働の着眼点）
▪ バリ ュ ーマネジメ ント モデルを 「 協働の着眼点」 の視点で全体最適化し 、 事業活動の適切性と 有

効性を検証する

・ 演習発表 （ 上記の纏め）
▪ ミ ッ ショ ンから 構想さ れ経営ト ッ プが確信を持てるも の、 ベスト プラ ク ティ ス（ 将来方向付け）

実践レ ベルであるこ と

研修プログラ ム３

4日間

プログラム

4日間

プログラム

厳しい評価に耐え得るスキル獲得

事例を基に自らのストーリーを展開

密度の濃いWSスタイルによる研修

講師・テーブルコーチとしてWSを牽引

経営者対象ワークショップ（WS）
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経営者向け指導プログラム

• 経営者が知りたいのは、これからの時代に生き残る
戦略（明確なる道筋）

• 戦略を実現し、日々監督するためのマネジメント

• 計画とそれを実行するオペレーションのコントロール
（HACCP）は現場が学べば良い

• オペレーションを補完する前提条件プログラム（５S・
７S、施設・設備等、いわゆる一般衛生管理）こそコ
ンサルのスキルを活かせる場

• コンサルの活躍は、まず経営者のコミットを得ること
からはじまる
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講師・指導者向けプログラムの目的

• コンサルティングやインストラクトの場で、

• 経営者に目指すべき戦略目標の示唆を与えられる
スキルを持つ人材を育成することで、

• 個別企業の有効なパートナーとしてご活用いただく、

• 5S・7S、HACCP等の専門性の高いオペレーション

スキルをもつコンサルタント・インストラクターが、存
分に活用いただける場を創り上げること。

• 食品事業者の協働の取り組みを効率的に拡大
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「協働の着眼点」を活用した食品事業者等の経営
層を対象とした教育プログラムの開発

＜ポイント＞

「協働の着眼点」を活用したテキストを使用した
研修プログラムの試行

実施者が有する人材プールによる「協働の着眼

点」の普及

日本ＨＡＣＣＰトレーニングセンター

実証事業

「食品事業者（経営陣）向け研修プログラム」の開発
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「協働の着眼点」を基礎とした取組みを積極的に進める

食品事業者は顧客ニーズを見極め、創意工夫を発揮してビジネスを展開す
ることを通じて、「食」に対する消費者の信頼性向上を目指す

「協働の着眼点」３つのポイント

・お客様とのコミュニケーション

・サプライチェーンとの協働

・顧客リスクの管理（衛生管理を
含む）

・食品事業者の意欲的な取組み

・お客様への情報提供

・お客様の信頼性向上

・お客様による適正な評価

食品事業者の積極的な取組み

「協働の着眼点」と食品事業者の信頼性向上支援プログラム
（バリューマネジメントモデル）との関係を理解する

そのためには、
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◎コンプライアンス：コンプライアンスは法令順守だけではない約束
事の遵守、会社の定めた業務ルールや顧客との約束も守らないといけな
い、コンプライアンスはビジネス（業務）プロセスで考える

◎コミュニケーション：「協働の着眼点」ではその範囲が広いこと
から、社内でどううまく活用するかの方法や、コミュニケーションで
得た情報をどう活用するか、を考える

◎お客様基点：製品戦略発想の基本原理、お客様基点での目標は、企
業として進めるマーケットボリュームがどれくらいなのか、その中で
ターゲットを決め、そのどこを狙うか、当社の核となる能力から考えて
戦略目標をどこに置くか、を明らかにする

⇒目標は「製品戦略」で考える、マーケットボリュームはどれだけで、
どこを対象にするのか、当社の核となる能力を考慮し、市場戦略を
どう考えるか、を具体化する

⇒（約束事の遵守）「業務プロセス」でどんな目標を作るか、を考える

⇒どう解釈し、社内に活用するか、を考える
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組織資源

リスク

マネジメント

情報資源

コミュニケーション

マネジメント

人的資源

関係性

マネジメント

経営資源

取引先コミュニケーション

お客様コミュニケーション

（顧客管理プロセス）

社内コミュニケーション

緊急時コミュニケーション

（業務管理プロセス）

ビジネス

プロセス

コンプライアンス

（信頼性の向上）

（生産性の向上）

お客様基点

（収益の向上策）
製品戦略

「協働の着眼点」と「食品事業者信頼性向上支援プログラム」
との関係を明らかにする。

CFWG

Ⓒ 日本HACCPトレーニングセンター
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◎緊急事態の発生を防止するための体制整備

◎緊急事態時、調査／原因究明を行い、責任ある対応の実

施

◎顧客の要望／問合わせを収集／評価／分析して、製品／
サービスの改善に努める

◎関係性マネジメントの強化とバリューチェーンモデルの
構築および展開

◎製品／サービスの適合基準とプロセスの運営基準に対す
る適切性／有効性の改善と高度化

◎法令遵守／企業を取り巻く環境変化に迅速に対応

◎組織体制を整備して企業の社会的責任を果たしていく

◎お客様のニーズ／期待に迅速に対応できるビジネスプロ

セスの構築と運用

◎製品／サービスを通じて消費者からの信頼性を高める

緊急事態の発生防止／対応体制の整備

緊急時の責任ある対応、社会に
対して説明責任を果たす

緊急時に関する

コミュニケーション

情報共有と円滑な意思疎通（コミュニケーション）

お客様の意見を尊重し、製品／
サービスの改善に繋ぐ

お客様に関する

コミュニケーション

バリューマネジメントモデルの共通目標
良好な関係性維持とバリュー
チェーンの構築

取引先に関する

コミュニケーション

製品（安全／品質）・プロセス（品質保証）の基準
お客様のニーズ・期待を製品及
び企業価値に変換する仕組み

社内に関する

コミュニケーション

内部統制（コントロール・モニタリング・説明責任)
リスク管理（法令／社内ルール
遵守、倫理的活動、環境変化）

コンプライアンスの
徹底

製品／サービスを通じ消費者からの信頼性向上

お客様のニーズ／期待に対応で
きるビジネスプロセスの構築

お客様を基点とする
企業姿勢の明確化

目 標お客様価値創造の仕組み協働の着眼点

構築したバリューマネジメントモデルを「協働の着眼点」の視点で全体最適化し、事業活動の適切性と
有効性を検証する

協働の着眼点を基にした「全体最適」
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1月28日（1日目）プログラム
◎「協働の着眼点」の解説プログラム
（３つのポイント：▪消費者とのコミュニケーション ▪サプライチェーンとの協働▪顧客リスクの管理〈衛

生管理を含む〉）
・お客様基点 ▫コンプライアンス ▫コミュニケーション（▪社内 ▪取引先 ▪お客様 ▪緊急時）の解説
・カテゴリーのポイントおよび達成すべき課題の説明と16項目の着眼点と支援のための重点課題の解説

1月29日（2日目）プログラム
◎食品事業者の信頼性向上を支援するプログラム（バリューマネジメントモデル：顧客の価値創造と顧客

満足度の向上を企図するマネジメント）
・製品戦略（▪コスト削減戦略 ▪製品リーダーシップ戦略 ▪顧客ソリューション戦略）

※各戦略の特徴の説明と、▫業務プロセス▫経営資源との関係性および統合化の解説

プログラムの実証１（講師・指導者用）

1月28日（1日目）プログラム

◎ 食の安全性と消費者からの信頼性確保のためのマネジメントプログラム（企業を取巻く環境を俯瞰し、

変化と不確実性に対応するためのマネジメント）

・バリューマネジメントモデルの全体像とスキームモデルの解説

・企業が持続的発展をするために必要なビジネスプロセスの解説

2月13日（3日目）プログラム

・ビジネスプロセス （▪業務管理プロセス ▪顧客管理プロセス）

※価値創造のための具体的施策の説明と上記戦略の達成に向けて統合化された目標設定に関して解説
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2月14日（4日目）プログラム
◎ワークショップ演習（バリューマネジメントモデルの構築）

・ＳＷＯＴ分析・リスク評価
3要素（▪製品戦略▪業務プロセス▪経営資源）の視点で事業活動の現状を分析し、重点課題を抽出する

・バリューマネジメントモデルの策定
抽出された重点課題を、バリューマネジメントモデルとして再構築する
ミッションプランの策定 （協働の着眼点）

▪バリューマネジメントモデルを「協働の着眼点」の視点で全体最適化し、事業活動の適切性と有効性
を検証する

・演習発表 （上記の纏め）
ミッションから構想され経営トップが確信を持てるもの、ベストプラクティス（将来方向付け）実践レ
ベルであること

2月14日（4日目）プログラム

・経営資源（▪人的資源 ▪情報資源 ▪組織資源）

※価値創造支援のために、３つの資源の有効活用と戦略的方向付けのための方策に関しての解説
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FCP（ 講師・ テーブルコ ーチ育成のための） 研修プログラ ム

講師： 木村 耕一

外部要因（重要）徹底的に外から見る⇒示し
た例で考える（5分間演習）

・（経営者の立場で）－外はどうなっている
のか⇒カードに書く（景気低
迷で旅行客が減少、政権交代の影響でETC
等･･･） ⇒ボードに貼り付ける、
（ボードに書式、優先順位の高いものを左
側に貼る）

スキームモデルの演習

Key word：

・顧客経験、消費体験

・企業価値＝顧客の価値＋ステークホルダーの価値＋企業が獲得したもの
（有形・無形）の総和

・コアコンピタンスとケイパビリティ・スキームモデル・システムモデ
ル・サービスモデル

・ ２つの会議；戦略会議→戦略テーマを追いかける、業績検討会議→財務
の視点で追いかける

・市場「1番」が鍵（サイクルタイムで1番、ヒット商品で1番）

・外部要因（企業を取り巻く環境がどうなっているかの視点）

貼付けカードによる検討と講師に

よる指摘（外部要因）＜各々の発

表に対する指摘＞

◎ 食の安全性と消費者からの信頼性確保のためのマネジメントプログラム（企業を取巻く環境を俯瞰し、
変化と不確実性に対応するためのマネジメント）

テーマに入る前の受講者への問いかけ；顧客価値と企業価値の認識

・バリューマネジメントモデルの全体
像とスキームモデルの解説

・企業が持続的発展をするために必要
なビジネスプロセスの解説

1日目：食品事業者の信頼性向上支援プログラムと協働の着眼点解説プログラム

演習１；現在の企業のありのままの姿を外部要因の変化で見直す（モデルに基づいて）

Ⓒ 日本HACCPトレーニングセンター

重要度高い 低い

A

B

C

 
デフレ

↓
市場単価・量
（販売価格）
の低下

 
原料の高騰

（価格が下げ
れない）

 ETC
⇒高速 増
ICでの販売⇒
側道での店舗
販売

 
ビジネスマン
富裕層
列車黒字化
⇒高価と定価

の２極化

 
デフレ

↓
市場単価の
低下

 
民主党政権

↓
人の流れがど
う変わるか

 
少子高齢化
人口減少

↓
旅行者市場
のシュリンク

 
中国産のイ
メージと
消費者が考え
ている
付加価値

 
相場変動
（円高・油高）

↓
原価率への

影響

 

納品先の
見直し

 

商品開発力
（人材の能力）

 

石油関係
商材の

価格変動

 
グローバル化

による
商品の変化
（メニューの

多様化）

 

弁当の
質の変更

 

時間帯による
内容差別化

 

年齢層特に
老人向け

 

健康志向用
弁当

 

原料
中国産

 

多様化
生活リズム
家族構成

 

自然派志向

 

運送ロス
温度管理

 
人件費

（外国人）
パート アルバ

イトの確保

 

消費サイクル
料

（ゴミ等）

 

管理費UP
衛生資材

殺菌・消毒剤

 

法律
商品の

価格変動

  

●経営者に対する最初のコンサ
ルで、引き出せないと進まない、
ことを認識しておく
※持って行き方：各々が書いた
カードを説明する⇒講師が意見
を聞く⇒指摘をする⇒ できるだ
けシンプルにして核心を突く

（講師・テーブルコーチの指導要領）

（結論を急がない、結論の手前はよく考える）①製品・②業務・③資源①製品戦略を徹底的につぶして、次②、③に
進む。①は具体的で分かりやすい表現が重
要（商品特性に関して）

（15分間演習；３つの視点）

●戦略的ポジショニング

顧客から差別化を見える

・製品ポジショニング

・ニーズポジショニング（低価格、新鮮な国
産物を合わせた品質）

・アクセスポジショニング（その土地でない
と手に入らない、例えば峠の釜飯）

業務活動と他メーカーの追従を許さない

Key word： ３つの視点（製品・業務・資源）※３つの視点について演習

内部要因（当社にとって大事な内部要因）

・徹底的に現在の事業活動を見て、何が課題
かを抽出現象面ではなく本質を見る（経営者
はシンプルで核心を突かないと動かない）

（5分間演習；内部要因）

※3つの観点でまとめる：①事業目的（長
期）・③事業活動（短期）･②事業機会（中
期）

※3つの視点でまとめる：製品・サービス、ビ
ジネスプロセス（業務と顧客管理）、経営
資源（人材；どんな人か、どんな知識・経
験をもつか、組織文化）

（10分間演習）ボードに書式、カード貼付け

①長期（目的）・②中期（機会）・③短期（現在）の視点の例

Key word：事業目的・活動・機会と内部要因（内部環境の課題を明らかに
する）

問題・課題の抽出

＜各々の発表に対する対話形式の演習＞

演習２；外部から見えてきた内部要因での変化を再評価してみる

Ⓒ 日本HACCPトレーニングセンター

Ａ

長期

中期

現在

 
正確な消費者
の要望事項を
とらえる能力
（取引先

ではない）

 
市場選択肢が
多い

↓
新商品の提案
能力・開発力

 

今まで見てい
なかった競合
業界を見直す
必要がある

Ｃ Ｂ

 
何でもうける

か!!
‖

コア・ビジネス
の育成

 
情報を活かして

人を活かす

（ニーズ、スキ
ルUP)

 
業務の
効率化

・捨てるもの
・活かすもの

 
コラボ

レーション
地方の特産
品の商品化

 

育てた人材の
活用と

マーケット

 

売り先の
見直し

✌
核心をついている。
長期的に見た場合、
変化に対する対応
力がここに出る。

✍
もっとシンプルに!
いいところを突い
ているがどの市場
を選択したら良い
かわからない

✍
現状では資源の有
効活用をどうやっ
て練られるか
しかしよく核心をつ
いた

✌
コアコンピタンス
当社はうまいものを
作るのはナンバー
ワン
どこにも負けない

✌
教育訓練、すごく
時間がかかる
だから組織として
やっていく
絶対に必要なこと

✌
５０億を６０億にした
これが効果
どれだけ無駄を省
いたかが効率
これすごく正しい

✌
これもすごく良い
外部要因をきちっ
とつかんだら
経営者を説得でき
るものが出る

✌
人材育成も良い
コラボレーションは
ビジネスモデルに
なる

✌
少し抽象的だが、
ターゲットを変える
若い人、子供むけ
に視点を変える
これは良い

①変化への対応力

②市場選択と集中

③資源の有効活用

Ａ

①ビジネスモデルで違うマーケット

②新商品開発（人育成等で）

③見直し（ライン、原料等）視点変化

Ｂ

①コアビジネス（コアコ
ンピタンスの育成）

②人を育成（組織能力の
向上）

③業務の効率化・捨てる
もの生かすもの

Ｃ

①市場調査力
②顧客：市場開拓・販売戦略

業務：商品開発力（PB・NB)
③顧客ニーズで組織風土の変革

①ターゲット顧客を明確にする
②顧客：販売強化か販促を強化
③専門性の高い人材力

演習３；現在の事業活動課題を３つの視点（バリューマネジメント）でまとめる

Ⓒ 日本HACCPトレーニングセンター

Ａ

製
品

Ｂ Ｃ

 
強い商品を

凍結状態、冷
蔵状態で

レストランなど
半製品を売る

 
他業界（ライバ
ル）を顧客化す
る ex.半製品

の製品化

 
小ロット化、細
分化を進める
（作り過ぎを

減らす）顧
客

業
務

資
源

ビ
ジ
ネ
ス

 
製品保管によ

る
業務変動を

平準化させる

 
わが社の弱
み部分は

徹底的にアウ
トソース

（やめていく）

 
人材

・提案力
・開発

・市場調査
（製品･原材料）

 

外国人育成

⇒市場調査

⇒市場開拓・販売戦略

⇒商品開発力（PB,NB
どちらでいくのか

⇒顧客ニーズに合せた
組織風土の改革

 
マーケットの
二極分化
若者・老人
安い・高い

 

フードバックの
検証

 
少量多品目

・材料
・人
・満足度の

チェック

 
人材

マーケット開発
多品目製品の開

発

⇒ターゲット顧客の明確化

⇒販売強化・販促強化

 

宇宙食のよう
な保存ができ
るお弁当？

 
・行政（自治体

自衛隊など
・船（長紀航路）
・BCP（コンサ
ル会社）

 
・計画生産
・ロス低減
・管理費

コストカット

 HACCPなど高
度施設

保存技術能力
行政・商社
大手マーケ

ティング

⇒商品特性

↱戦略的
| ポジショニング

⇓
⇓

顧客から差別化
見える

⇓
・製品P
・ニーズP

→低価格
→新鮮・国産

・アクセスP
→その土地で

ないと手に
入らないもの

①商品特性を変革
②顧客：市場開拓・販売戦略
③特殊能力開発可能な人材

● 信頼性向上支援プログラムの指導要領より

イメージしやすい事例を採用

小演習を多くし、きめ細かい対話

ストーリー性を持たせて「見える化」

イメージしやすい事例を採用

小演習を多くし、きめ細かい対話

ストーリー性を持たせて「見える化」
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「協働の着眼点」とバリューマネジメントモ
デルとの関係を認識

消費者基点：目標は「製品戦略」で考える、
マーケットボリュームはどれだけで、どこを
対象にするのか、当社のコアコンピタンスを
考えて市場戦略をどう考えるのかを考える

コンプライアンス（約束事の遵守）：「業務
プロセス」でどんな目標を作るか、を考える

コミュニケーション：どういうふうに解釈し、
社内に活用するかを考える

（考え方解説の要点）

・消費者基点：製品戦略の発想の基本原理、この消費者基点で目標を作る
ときは企業としてやっていくについてマーケットボリュームがどれくら
いなのか、その中でターゲットを決めて行ってそのどこを狙うか、当社
のコアコンピタンスから考えていって戦略目標をどこに置くか

・コンプライアンス：コンプライアンスということは法令順守だけではな
い約束事の遵守、会社の定めた業務ルールを守らないといけない、顧客
との約束も、コンプライアンスは業務プロセスで考えてもらえば良い

・コミュニケーション：社内だけでなく協働の着眼点では範囲をに広く
取っており、それに対してどう社内にうまく活用する方法を持っていく
か、コミュニケーションで得た情報をどう活用するか考えると、経営者
に説明しやすい

◎協働の着眼点解説プログラム
Key word：消費者とのコミュニケーション、サプライチェーンとの協働、
顧客リスクの管理（衛生管理を含む）

（3つの視点）

・人的資源（関係性マネジメント）

・情報資源（コミュ二ケーションマネジメント）

・組織資源（リスクマネジメント）ビジネスリスク（顧客）を管理できる組織文化

・社内コミュニケーション（業務管理プロセス）

・取引先コミュニケーション（顧客管理プロセス）

・お客様コミュニケーション（顧客管理プロセス）

・緊急コミュニケーション（業務管理プロセス）

信頼性の向上・生産性向上

収益の向上策

経営資源

ビジネスプロセス

コンプライアンス

お客様基点

16の協働の着眼点を「製品戦略」で捉える

◎お客様のニーズ／期待に迅速に対応できる

ビジネスプロセスの構築と運用

◎製品／サービスを通じて消費者からの信頼

性を高める

（考え方解説の要点）

・企業ミッション：・安全／品質の確保・コンプライアンス・社会貢献・

コミュニケーションの促進・働きがいのある職場環境・環境問題への取

組み

・経営者に求められる能力：・ステークホルダーの期待とニーズへの対

応・顧客との信頼関係の構築・企業の持続的発展のための方策（ミッ

ション・ビジョン・戦略）

・信頼性確保のための方策：ステークホルダーの意見の尊重とコミュニ

ケーションの促進・顧客価値の創造と顧客満足度の向上・顧客リスクの

管理

・食品中小企業経営者にどのように説明するか（業務プロセスはビジネス
プロセスに言い方を変える）マネジメントは事業戦略に基いて方向付け
る、消費者が驚嘆するようなニーズを見つける。

・中小企業の経営者へしっかり説明できないといけない

・16着眼点項目では分かりにくい、要はポイントとして抑えるべきことを
強調する

１．お客様を基点とする企業姿勢の明確化 Key word：ターゲット顧客のニーズ、顧客経験を積む

◎法令遵守／企業を取り巻く環境変化に迅速

に対応

◎組織体制を整備して企業の社会的責任を果

たしていく

（考え方解説の要点）

・社会倫理に沿った企業活動：・法令の遵守・企業行動規範の遵守・公正

な取引・顧客との契約・約束事の遵守・社会秩序の維持・循環型システ

ムの構築

・企業の社会的責任：・社会的側面（製品責任・労働慣行）・経済的側面

（経済的パフォーマンス・市場での存在感）・環境的側面（環境課題・

環境経営）

・内部統制：・健全な内部統制環境・円滑な情報伝達・コントロールとモ

ニタリング・役割・権限・責任の明確化
・上記項目をキチンと示さないと中小企業経営者は分からない

２．コンプライアンスの徹底 Key word：企業行動規範、内部統制（リスクマネジメント）

● 「協働の着眼点」解説プログラム指導要領より

目指すべき戦略目標の示唆を与えられる
スキルを持つ人材の育成

企業の有効なパートナーとして活用して
いただく

専門性の高いオペレーションスキルを存分
に活用できる場を創り上げる

食品事業者の協働の取り組みを効率的に

拡大

目指すべき戦略目標の示唆を与えられる
スキルを持つ人材の育成

企業の有効なパートナーとして活用して
いただく

専門性の高いオペレーションスキルを存分
に活用できる場を創り上げる

食品事業者の協働の取り組みを効率的に

拡大
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実証例；ワークショップ形式で教育実証例；ワークショップ形式で教育

トレーナー；木村 耕一講師

カード１枚に１項目ず
つ書きこんで、優先順
位を付けてボードに貼
りつける

個々に発表
し、全員で
意見を出し
合う、最後
に講師がま
とめを行う

より現実的、実践的に進められるワークショップ形式で個々のストーリーを展開 ‼
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● 2月18日（1日目） 10:00～17:30
10:00-10:40 フードコミュニケーションプロジェクトと実行可能性事業の解説

（主催者より）
10:40-12:30 食の安全性と消費者からの信頼性確保のためのマネジメントプログラム

～企業を取巻く環境を俯瞰し、変化と不確実性に対応するためのマネジメント～
▫バリューマネジメントモデルの全体像とスキームモデルの解説
▫企業が持続的発展をするために必要なビジネスプロセスの解説

12:30-13:10 昼休憩

13:10-14:10 演習１（模造紙、カード、ペン）
14:10-15:00 「協働の着眼点」解説プログラム～３つのポイント

▪消費者とのコミュニケーション
▪サプライチエーンとの協働
▪顧客リスクの管理〈衛生管理を含む〉

15:00-15:10 休憩

15:10-16:00 「お客様基点」「コンプライアンス」「コミュニケーション」の解説
▪カテゴリーのポイントおよび達成すべき課題の説明と16項目の着眼点
と支援のための重点課題の解説

16:00-17:10 演習２（模造紙、カード、ペン）
17:10-17:30 まとめ

プログラムの実証２（経営者用）
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● 2月 19日(2日目） 9:00～17:00 ワークショップ（演習用モデル企業の事例研究）
～ケーススタディ：ジャパンフードビジネス㈱

9:00-12:00 メイン演習①：ＳＷＯＴ分析・リスク評価
～3要素の視点で事業活動の現状を分析し、重点課題を抽出する～
‐製品戦略
‐ビジネスプロセス
‐経営資源

12:00-13:00 昼休憩

13:00-14:30 メイン演習②：バリューマネジメントモデルの策定
～抽出された重点課題を、バリューマネジメントモデルとして再構築する

14:30-16:00 メイン演習③：ミッションプランの策定 （協働の着眼点）
～バリューマネジメントモデルを「協働の着眼点」の視点で全体最適化し、

事業活動の適切性と有効性を検証する。

16:00-16:10 休憩

16:10-16:30 演習発表
16:30-17:00 まとめ
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直近

3～5年
後

10年後

内
部

外部要因

現状認識

ＥＤＣＢＡ
 
②
原価は下がらない

 
「好みの多様化」
はチャンス

 
②
経営者の判断
差別化

 
②
経営資源の
再構築
差別化した商品

 
②
企業革新により
内・外部の認識
を一新する

 
②
ターゲット
の見直

 
②
新商品の開発

 
②
製品戦略が
お客様基点

 ②
新たなブランド価値
を構築することでM
KTとの多様化にブ
ランドイメージで対応
して行く

 
②
差別化
独自の価値

 
②
景気低迷続く
お客様の新たな
要望に合わせる

 
①
「ＪＦＢ」
ブランドの認知

 ①
MKTにおける確固
たるポジションの確
立、際なるブランド
力強化を画るビジ
ネス展開の拡大

 
①
収益性が高い
企業体質

 
①
首都圏に
特化した
商品作り

 
①
お弁当グルメを
提供する会社
（パン菓子廃棄）

 
②
ニーズ別製品
へのチャレンジ

 
②
MKTにおける
ブランド認識の
定義と拡大戦略
への準備

 
②
NBブランドの
定着させ
高収入を目指す

 
②
継続的な
商品開発

 
②
事業セグメント
と商品のリストラ
コア商品の
市場研究と開発

 
③
内部のモラルUP
既存ビジネスから
経営資源の移転

 
③
経営資源の
再構築
※現状認識をし
※分析し、
再構築する

 
③
従業員教育
労働環境の
改善

 
③
業務プロセス
の再構築
社方針の
明確化

 
①
売上15％UP
売上15％UP
（08年比）

 
・病人食
・付加価値食

Etc・・・

 
③
原点回帰
（顧客視点） 

製品開発
 
体制の見直し
品質
・標準化
・力量UP
・権限 etc・・・

演習１・２・３；企業のありのままの姿を認識し外部要因・内部要因課題の把握

Ⓒ 日本HACCPトレーニングセンター

業務管理

顧客管理

製品戦略

戦略

ポジショ
ニング

ＥＤＣＢＡ
 
①
製品に基づく
現施設
Know How

 
②
首都圏エリア
に特化

 
②
ニーズにあった
菓子部門を
スイーツ部門

 
門前仲町の
特性を生
かす
チョイス弁当

 b+c
・本物
・多様化ニーズ
への対応

 c
ターゲットを
女性

 
②
ニーズに基づく
・低カロリー
・満腹感

 ｂ
製品リーダーシップ
健康弁当日本一
ｃ
顧客ソリューション
栄養惣菜トッピング

 
単身赴任者
会社 OL 男

 顧客ソリューション戦
略→製品リーダーシ
ップ戦略 Speed戦略
ターゲット顧客30～
50代 男性・30～40
代 女性60代男女

 
顧客ソリューション
戦略、ターゲット
女性、18～30男性
差別化した商品
開発（シーズン）

フルーツ

 ターゲット
40代50代男性
製品リーダー
シップ
昼食弁当に
健康配慮

 
食べたい
「主菜」
ソウザイ
「副ソウザイ」
のアンケート
（定期的に）

 ターゲットのライフス
タイルをマーケティン
グ視点から分析して
ストーリーを構築（専
門職２名）⇒商品開
発にもストーリー性を
活かし内部で行う

 
取引先サプライ
ヤーの情報収集
ニーズにあった
差別化した
商品開発

 
行政との
タイアップ

 
・アピール
食材と健康の関係
・健康弁当ポイント
カード
・大学との連携

 マーケティングのストー
リー性を具体化する商
品開発、フリーペーパー
を活用したストーリー性
の伝達実売上とマーケ
ティングの違いの検証
を常に行う

 
製造ライン
製品レシピ
品質管理等
の再構築

 
仕入れ部門
・人員強化
・原料選択
物流コスト削減

 
業プ
健康付加価値
弁当開発担当
を任命
メニュー開発する

 c
地産地消商品

 
⇒
様々な組合せ
に対応

 
多様化する
製品に
対するため
在庫削減

 
リテールHACCP
の取入による
業務の標準化

 ①製品に基づく
ポジショニング
コア事業中核とし
たブランド確立、
周辺事業拡大
戦略

 c b顧客ソリューション
提供スピードを最優先
し多様化嗜好に一早く
商品を当てリーダーシッ
プ戦略、一般化する前に
競争からEXITする。

 
顧客への課題
提案をしてMKT
を作り、そこへ
Bestソリューション
し当てていく演出型
商品MKTg指向。

 
製品バリエーション
の強化
・量⇒大・中・小
・品目数

 
顧客ソリューション
ボリューム感と
低カロリー
栄養強化
惣菜

 
各地域の
「わが町の特産品」

 30代ー40代
原材料に
こだわる
地域の商品。

演習４；戦略的ポジショニングと事業戦略の選択

Ⓒ 日本HACCPトレーニングセンター

組織文化

情報資源

人的資源

ＥＤＣＢＡ
 
多様化する製品群
に対応できる様
各ラインに専門性
の高いリーダー
を配置

 
バイヤー力量
を上げる
原材料の組合せ
アイデア

 
商品開発チーム
にターゲット対象
者を中心に構成

 商品開発全体を経営方
針擦合わせプロジェクト
リーダー
・生産調整優先できる受

発注権限強化
・営業部門に経験値の豊

富な上級スタッフ配置

 アンケートの結果を短
期間で製品につなげら
れるよう集計と分析そし
て内部コミュニケーショ
ンにつなげられる体制
を作る

 
インターネット
農産物直売IT
マッチング

 
古曲からの
情報交換
開発チームの
FREE TIME

 新商品の販売時に全
員参加型の商品評価
会で社内のネットで公
開、自らが情報発信担
い手であることを認識
させ具体的に評価

 
人
食品栄養学学習
大学との連携

 
情
カード顧客分析
食品納入先
企画導入

 
社員が家族に
「じまん」できる
製品・会社

 根本（門仲の伝統）を
維持しながら常に顧
客ニーズに対応する
フレキシビリティをUP
さえステークホルダー
の満足度高上を図る

 常に経営方針と戦略
の周知徹底を行い末
端社員も会社運営の
重要な役割を認識
組織と意志決定の見え
る化を実現する

 
問題意識の共有化
し組織的に改善し、
、取引先又は直接
報告する

 「健康弁当」の
ジャパンフード
目指し、社内
データ公開
ランキング
自由応募 他

Ⓒ 日本HACCPトレーニングセンター

●ワークショップでは、
・現象だけで判断せずに、本質を見る
・シンプルで、簡潔に、核心を突く
・ターゲット顧客と消費体験の重要度

をしっかりと認識する

●ワークショップでは、
・現象だけで判断せずに、本質を見る
・シンプルで、簡潔に、核心を突く
・ターゲット顧客と消費体験の重要度

をしっかりと認識する

経営者は、自らのミッション（社会的使命）を明らか
にする

外部環境の変化をとらえ、ビジョンを明確にする

実現のために解決すべき内部の課題を“協働の着眼点”
に照らして全体最適し、具体的な製品戦略に落し込む

戦術として必要なビジネスプロセスと経営資源の配置
を決断する

経営者は、自らのミッション（社会的使命）を明らか
にする

外部環境の変化をとらえ、ビジョンを明確にする

実現のために解決すべき内部の課題を“協働の着眼点”
に照らして全体最適し、具体的な製品戦略に落し込む

戦術として必要なビジネスプロセスと経営資源の配置
を決断する

● ケーススタディを基に、個々の受講者が自分の言葉でストーリーを展開
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１．経営者（経営層）の意識づけに止まらず、参加経営者が自らの企業に持ち帰
り、具体的な計画に落とし込むための「経営者教育プログラム」により、
「協働の着眼点」及び「食品事業者の信頼性向上支援プログラム」を活用す
る企業数の増加につながる。

２．経営者や企業同士の交流、インストラクター（指導者）との交流を通じて全
国的な相互コミュニケーションネットワーク構築が可能である。

３．JHTCが有する、専門コンサルタント・インストラクターを紹介する仕組み
である「JHTCコンサルティングファーム」の人材プールを活用し、経営者

教育に携わる講師陣養成により全国の中小企業で指導を行うための環境が整
備される。

４．具体的な成果として
①経営者教育用プログラム（テキスト、講師用テキスト、実施要領等）開発
②実証研修会実施検証報告による事業の持続可能性の明確化
③「協働の着眼点」普及に関わるコンサルタント要員の増加と活用する食品

事業者等の増加に資する

■成 果



「「協働の着眼点」を活用した協働の着眼点」を活用した
食への信頼向上の取組食への信頼向上の取組

認証規格開発事業認証規格開発事業
（（ＦＣＰＦＣＰ最終最終報告会報告会））

SGS SGS ジャパンジャパン((株株))

20201010年年２２月月2244日日
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今の食品業界の現状今の食品業界の現状

出荷額構成比（％）

４～９

１０～１９

２０～２９

３０～４９

５０～９９

１００～１９９

２００～２９９

３００～４９９

５００～９９９

１０００～

資料；経済産業省「工業統計表」２００４年
食品工場規模別分布表

想定される工場規模としては、５０名～２００名の規模の工場が、出荷
金額の４割を締めている。
もう１点、５０名以下の工場の出荷金額も２７．１％しめており、２００名
以下の規模だけで６７．６％の比率になる。

規模（人） 事業所実数 出荷額構成比
４～９ 14,289 3.1
１０～１９ 7,864 6.1
２０～２９ 4,584 8.4
３０～４９ 2,233 8.5
５０～９９ 2,582 19.2
１００～１９９ 1,417 21.3
２００～２９９ 454 10.8
３００～４９９ 331 12.2
５００～９９９ 115 6.7
１０００～ 17 1.7
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規格の考え方規格の考え方

「協働の着
眼点」を活
用した認証

「協働の着眼点」「協働の着眼点」を活用したを活用した認証基準認証基準

ＳＧＳジャパン

購買側事業者 サプライヤー

メーカー

食
の
安
心
・安
全
へ

の
取
組
み

商
品
採
用
の
最
低
基
準

①購買側事業者の要求事項（最低限やるべきこと）の明確化
②中小企業向けの食の信頼向上のための目安
③設備投資ではなく、ＰＤＣＡサイクルの確立を目的
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取組み取組み手順手順

購買企業へのヒアリング
（コンビニ、スーパー、百貨店）

メーカーへのヒアリング
（中小食品メーカー）

規格（案）の作成
•規格の要求事項
•評価基準、
•規格の手引き

認証制度
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購買側へのヒアリング結果
○ 評価（質問）の際は中小企業には解りやすい表現で。

○ 購買側にとっても、経費節減にもなり、価値がある。

○ 全項目妥当であるが、食品の安全を考えれば、大項目３～６
が最重要

○ メーカの底上げになる制度を期待。それが購買側でもメリット

○ 「○、×」式で評価するのは問題あり。「×」評価でも、
（継続的）改善意欲があれば「良し」とすべき。
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規格書作成

「協働の着眼点」の全「小項目」について

○ 必須の要求項目（MUST）

○ できれば実行して欲しい項目（WANT）

に分類して、文書化
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要求事項の例

MUST

○製造工程の管理（器具の衛生的使用、異物
混入対策など）

○適切な表示の実施

WANT

○経営姿勢の社内への明示

○公正取引のための業務ルール
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規 格（案）
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チェックリスト

○ 監査者用のもの（非開示）

○ 「協働の着眼点の小項目」について

チェックの具体的内容リストアップ
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チェックリストの例

製造の管理

○衛生区域、非衛生区域の区分状態

○周辺の５Sはどうか（作業中）

○服装はどうか

○使用前後で、器具を洗っているか

○食材（原料～製品）の保管状態

など、細かく具体例を明記
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評価基準、手引書

評価基準（認証基準）

○ MUST項目はすべて実施していること

○ WANT項目は、最低点（未定）以上

手引書

○ 要求事項を、もっと解り易く、具体的に

示したもの（虎の巻）
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審査報告書
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食の信頼確保のための成熟度評価事業食の信頼確保のための成熟度評価事業

20102010年年22月月2424日日

株式会社アイ･エス･レーティング株式会社アイ･エス･レーティング

ＦＣＰ成果報告会ＦＣＰ成果報告会

於：東京大学弥生講堂一条ホール於：東京大学弥生講堂一条ホール

[主催]  農林水産省
[共催] 東京大学大学院農学生命科学研究科食の安全研究センター/アグリコクーン

「格付け」で高め合う、食の信頼！
『食の信頼確保に向けた取組の見える化を通じた、ステークホルダーとの建設的な関係構築に向けて』
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レーティング事業の目的レーティング事業の目的

「協働の着眼点」を活用し、食品事業者等の業 務を客観的に評価するとともに、その評価結果を食品事業者
自らが活用し、販路拡大や資金調達等につなげる機会を創出する仕組みを検討。
フードチェーン全体を意識し、格付けによる食の信頼確保に向けた取組の“見える化”を図り、ポジティブフィー
ドバックを促すことでステークホルダー（取引先、消費者、金融機関等）との信頼構築を目指した実証実験。
食品事業者間で輻輳した相互の取引確認を、格付けを用いて解消することで、現状、食品事業者各社が負担
している調査コスト・工数の効率化を図るなど、社会的なコスト削減を視野に検討。

「協働の着眼点」を活用し、食品事業者等の業 務を客観的に評価するとともに、その評価結果を食品事業者
自らが活用し、販路拡大や資金調達等につなげる機会を創出する仕組みを検討。
フードチェーン全体を意識し、格付けによる食の信頼確保に向けた取組の“見える化”を図り、ポジティブフィー
ドバックを促すことでステークホルダー（取引先、消費者、金融機関等）との信頼構築を目指した実証実験。
食品事業者間で輻輳した相互の取引確認を、格付けを用いて解消することで、現状、食品事業者各社が負担
している調査コスト・工数の効率化を図るなど、社会的なコスト削減を視野に検討。

現在（大手小売事業者が取引先を個別評価）現在（大手小売事業者が取引先を個別評価）

小売A社 小売B社

A社の

クライテリア

で評価

B社の

クライテリア

で評価

フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
上
位
企
業

フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
上
位
企
業

各社個別に対応
取引取引
先先

小売A社 小売B社

ポジティブフィードバック
「見える化」

共通指標化によるポジティブフィードバックの創設共通指標化によるポジティブフィードバックの創設

フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
上
位
企
業

フ
ー
ド
チ
ェ
ー
ン
上
位
企
業

取引取引
先先

協働の着眼点による業務改善協働の着眼点による業務改善協働の着眼点による業務改善
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レーティングの活用イメージレーティングの活用イメージ
第三者による客観評価（１７段階）を用いて、経営者や現場責任者が自社のリスクマネジメント体制を点検する。

自社・自組織のレベルがわかる ・他社・他組織とレベル比較ができる

格付けを事業者間の品質確認基準として利用すると、相互に品質の見える化が実現できる。
購買/調達基準の共通尺度として利用 ・マッチングフェア等の採用基準に利用

格付けを公表して、ステークホルダーに食の信頼確保に向けた積極的な取組をアピールすると、販路拡大や資金調達等
の機会が増える。

消費者にアピールできる（BtoC） ・取引先にアピールできる(BtoB) ・金融機関にアピールできる

第三者による客観評価（１７段階）を用いて、経営者や現場責任者が自社のリスクマネジメント体制を点検する。
自社・自組織のレベルがわかる ・他社・他組織とレベル比較ができる

格付けを事業者間の品質確認基準として利用すると、相互に品質の見える化が実現できる。
購買/調達基準の共通尺度として利用 ・マッチングフェア等の採用基準に利用

格付けを公表して、ステークホルダーに食の信頼確保に向けた積極的な取組をアピールすると、販路拡大や資金調達等
の機会が増える。

消費者にアピールできる（BtoC） ・取引先にアピールできる(BtoB) ・金融機関にアピールできる

取引先Ｂ取引先Ｂ

消費者消費者消費者
食品食品

事業者事業者

評 価 の

実 施

評 価 の

実 施

評価評価

機関機関

評
価

結
果

の
提

示
評

価
結

果

の
提

示

評価結果
の提示

評価結果
の提示

○○の評価があ
れば安心ね

○○の評価があ
れば安心ね

評価結果
の提示

評価結果
の提示

取引先取引先

ＢＢ

取引先取引先

ＡＡ

主にＢｔｏＢを対象とした証明書 主にＢｔｏＣを対象とした証明書

評
価

結
果

の
提

示

評
価

結
果

の
提

示

今回、当百貨店で地方
名産展を行います
○○ランクの評価を
お持ちの事業者様なら
参加資格があります

最近、食品信頼への
意識が高まっている。
御社の取組について、
説明して下さい

○○ランクの評価を
お持ちなら、
有利な条件で
ご融資できます
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客観的な評価基準作成「格付基準審議委員会を設置」客観的な評価基準作成「格付基準審議委員会を設置」

今般、農林水産省平成２１年度フード・コミュ今般、農林水産省平成２１年度フード・コミュ
ニケーション・プロジェクト（ニケーション・プロジェクト（FCPFCP）実行可能性）実行可能性

調査事業として（株）アイ・エス・レーティング調査事業として（株）アイ・エス・レーティング
が「食の信頼確保のための成熟度評価事業」が「食の信頼確保のための成熟度評価事業」
を実施する中で、を実施する中で、食品事業者の評価方針、手食品事業者の評価方針、手
法等を策定法等を策定するにあたり、関係企業・団体のするにあたり、関係企業・団体の
方々からなる方々からなる格付基準審議委員会を設置格付基準審議委員会を設置すす
ることと致しました。ることと致しました。

この審議委員会では、格付基準の妥当性をこの審議委員会では、格付基準の妥当性を
各審議委員の方々のお立場を踏まえて審議各審議委員の方々のお立場を踏まえて審議
頂き、ご意見を集約することで頂き、ご意見を集約することで『『食の信頼確食の信頼確
保に向けた取組の見える化を通じた、ステー保に向けた取組の見える化を通じた、ステー
クホルダーとの建設的な関係構築クホルダーとの建設的な関係構築』』に資するに資する
格付基準作りを目的にしております。なお、こ格付基準作りを目的にしております。なお、こ
の格付けは中堅中小企業を主な対象として、の格付けは中堅中小企業を主な対象として、
被格付組織（企業・団体）からの依頼に基づ被格付組織（企業・団体）からの依頼に基づ
き行うものであり、財務状況を除く業務品質き行うものであり、財務状況を除く業務品質
に焦点を当てた評価となる見通しです。また、に焦点を当てた評価となる見通しです。また、
格付結果の公表については被格付組織の同格付結果の公表については被格付組織の同
意が前提となる仕組みを想定しております。意が前提となる仕組みを想定しております。

審議委員会参加組織 
格付基準審議委員

株式会社伊予銀行
株式会社岩手銀行
株式会社滋賀銀行
株式会社静岡銀行
信金中央金庫
生活協同組合連合会コープネット事業連合
株式会社高島屋
株式会社千葉銀行
株式会社電通
東京海上日動火災保険
株式会社株式会社
日清製粉グループ本社
株式会社日本経済新聞社
株式会社日本政策金融公庫
株式会社日本政策投資銀行
日本チェーンストア協会
株式会社百十四銀行
株式会社北洋銀行
株式会社みずほコーポレート銀行

オブザーバー
農林水産省消費・安全局表示・規格課FCPチーム
社団法人全国清涼飲料工業会
社団法人日本ホテル協会
ＦＣＰ運営事務局 （敬称略）

三井物産株式会社
三菱商事株式会社
株式会社三菱総合研究所
横浜商科大学地域産業研究所
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レーティング手法レーティング手法

「「協働の着眼点協働の着眼点」の網羅状況と実施状況を確認するため、「小項目」単位に」の網羅状況と実施状況を確認するため、「小項目」単位にPDCAPDCAササイクイク

ルを確認する。ルを確認する。

「「協働の着眼点協働の着眼点」の具体例により、取り組みの度合いを「対策強度」として確認する」の具体例により、取り組みの度合いを「対策強度」として確認する

確認に際しては、アンケート形式による事前確認を経て、現地審査により事実確認を行う確認に際しては、アンケート形式による事前確認を経て、現地審査により事実確認を行う

評
価
項
目
１

評
価
項
目
２

評
価
項
目
３

評
価
項
目
４

評
価
項
目

ｍ

評
価
項
目

ｎ

評
価
項
目

ｘ

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
実
施
状
況

網羅性

対策強度

＜評価イメージ＞＜評価イメージ＞
評価項目毎に、（PDCA実施状況）×（対策強度）で評点化評価項目毎に、（PDCA実施状況）×（対策強度）で評点化



Copyright (C) 2010 I.S.Rating All rights reserved. 5

現地審査と格付実施現地審査と格付実施

日本全国の食品事業者９社の本格的な格付け（現地審査を加味）を実施
現地審査方法 ：インタビュー形式および工場審査による調査票内容の審査

33社の簡易格付け（アンケート調査結果による評価）を実施

日本全国の食品事業者９社の本格的な格付け（現地審査を加味）を実施
現地審査方法現地審査方法 ：インタビュー形式および工場審査による調査票内容の審査：インタビュー形式および工場審査による調査票内容の審査

3333社の簡易格付け社の簡易格付け（アンケート調査結果による評価）を実施（アンケート調査結果による評価）を実施

東北地方：東北地方：11社社

関東地方：関東地方：33社社

近畿地方：近畿地方：22社社

中部地方：中部地方：22社社

四国地方：四国地方：11社社
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格付事例格付事例

株式会社真田（京都府宇治市） AAA
取引先工場の点検結果のデータベースを策定し、時系列的・多面的な評価と改善策の提案を行っている。地域の農家や取
引先、大学等との協働による製品開発を推進し、安心してもらえる製品作りに取り組んでいる。食のありがたさを伝える自作
の歌をつくり、地域の幼稚園児との食への関心を高める取り組みを通じ、食育に貢献している

株式会社真田（京都府宇治市） AAA
取引先工場の点検結果のデータベースを策定し、時系列的・多面的な評価と改善策の提案を行っている。地域の農家や取
引先、大学等との協働による製品開発を推進し、安心してもらえる製品作りに取り組んでいる。食のありがたさを伝える自作
の歌をつくり、地域の幼稚園児との食への関心を高める取り組みを通じ、食育に貢献している

石井食品株式会社（千葉県船橋市） AAA
お客様や取引先など第三者の視点から検証する仕組みを整備し、お客様の声を製品作りや経営に反映している。製品毎の

品質管理の状況を、二次元データコードを使用した「品質保証番号」によってお客様が確認できる仕組みを有するなど、先進
的な対策を進めており、食の信頼確保に向け、優れた取り組みを行っている。

石井食品株式会社（千葉県船橋市） AAA
お客様や取引先など第三者の視点から検証する仕組みを整備し、お客様の声を製品作りや経営に反映している。製品毎の

品質管理の状況を、二次元データコードを使用した「品質保証番号」によってお客様が確認できる仕組みを有するなど、先進
的な対策を進めており、食の信頼確保に向け、優れた取り組みを行っている。

石井食品（株） [千葉県船橋市] ＡＡＡ 評点
優良事業
者平均

企業姿勢・コンプライアンス 97 79 
社内に関するコミュニケーション 98 84 
取引先に関するコミュニケーション 79 68 
お客様に関するコミュニケーション 89 67 
緊急時に関するコミュニケーション 86 74 

総合評価 90 74 

（株）真田 [京都府宇治市] ＡＡＡ 評点
優良事業
者平均

企業姿勢・コンプライアンス 92 79 
社内に関するコミュニケーション 89 84 
取引先に関するコミュニケーション 89 68 
お客様に関するコミュケーション 89 67 
緊急時に関するコミュニケーション 75 74 

総合評価 87 74 
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格付結果格付結果

【格付証明書】【評価レポート】
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格付事例紹介「株式会社真田様（京都府宇治市）」格付事例紹介「株式会社真田様（京都府宇治市）」

【食育・商品開発等】大学連携（関西MBAﾌｫｰﾗﾑ）、地域活動・社会貢献等

【品質管理】カイゼンシステム・情報共有データベース

（カイゼンの心）

   1）、固定観念は全て捨てること

   2）、すぐにやる、言い訳はしないこと

   3）、金で解決するのではなく、知恵で解決すること

   4）、「ナゼ」を５回、真因を追究すること

   5）、「カイゼン」に終わりなし、今が最低と思うこと

（カイゼンタ－ゲット）

提案日 部署名

テ－マ 提案者名

具体的な提案説明と効果予測

提案採用判断　　（　　ＹＥＳ　　　　　ＮＯ　　） 　　　　　　場所長印　　　　　生産本部長印　　　　　　専務印　　　　　社長印　　　　

お客様が来社されたときに自動的にお茶が出てくる。一般的
で悪くはありませんが、宇治の名産品といえば「お茶」があり
ます。お客様に色んなお茶や京都感のある飲み物を楽しん
でいただける仕組みを作れば、お客様が当社に抱くイメ-ジ
も上がるのではないでしょうか？来社後の早い段階でよい
印象を与えられるかもしれませんので、商談雰囲気も良いと
思います。

あらかじめメニュ－を作成し、お客様に好みのものを選んでいただく形
式。メニュ－内容はお茶、本葛湯、だし茶、ソフトドリンク。目的は前記
３種についてはそれをネタに「山城屋の物選びや品質へのこだわり」を
ＰＲする。又、お客様も選べるという行為自体あまり経験がないと思い
ますので、それ自体が驚きであり、召すことでその味に感動し、効果と
して企業イメ－ジをアップさせる行為になると考えました。　又、良い印
象を持っていただいてからの商談開始になることも狙いにあります。

現状説明と意見

  2009年　　　4   月　　　23　  日

お茶だし

■仕事のやり方や仕組み　　■仕事の種類と必要性　　■情緒関係　　■物質関係　　■技術/知識関係　　■その他

「カイゼン」とは今よりももっとよくする行動。今に満足せず進歩するためにカイゼンしましょう。

品質管理課

野村　隆行

キ－ワ－ド　：　ムダの撲滅、処理時間短縮、価値向上、能力向上から利益貢献しましょう！

提案内容がどの分類に当てはまる
かを○する

提案日、所属部署、提案名、提案者
名を記入

現状の説明とそれに対する意見

具体的な提案説明と効果予測（ねら
い）
※何故会社にとってこの提案が良
いと思うかの説明
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実証実験の成果実証実験の成果

格付基準の妥当性について、審議委員からの幅広い意見を集約、現地審査によ
る実態を踏まえた格付実施を通じ、中堅中小の食品製造事業者を主な対象とし
た客観性のある格付基準が完成。
食品事業者の業務品質に関する格付けは、本邦初であるばかりか世界にも類を

見ない取組であり、食の信頼確保に向けた“見える化”手法としての一定の成果。

食品事業者を対象にしたアンケート調査等により、第三者評価としての格付け
への期待に加え、格付審査の費用負担に関する要望を把握。
課題としては、食品製造事業者以外の業種に関する格付け基準作りなどが挙げ

られる。

格付基準の妥当性について、審議委員からの幅広い意見を集約、現地審査によ
る実態を踏まえた格付実施を通じ、中堅中小の食品製造事業者を主な対象とし
た客観性のある格付基準が完成。
食品事業者の業務品質に関する格付けは、本邦初であるばかりか世界にも類を

見ない取組であり、食の信頼確保に向けた“見える化”手法としての一定の成果。

食品事業者を対象にしたアンケート調査等により、第三者評価としての格付け
への期待に加え、格付審査の費用負担に関する要望を把握。
課題としては、食品製造事業者以外の業種に関する格付け基準作りなどが挙げ

られる。

今後期待される格付けの利用例として、①商談会の場を活用して、新規販路を
効果的に開拓、②メインバンクとかけあい、販路拡大に伴う施設整備を実現
③県からの表彰や業務格付けの結果をプロモーションにも活用などを想定。
また、メディアを通じた消費者への発信などにより、ＦＣＰ及び格付けを運動

論として盛り上げ、社会基盤として定着させる方策が期待される。

今後期待される格付けの利用例として、①商談会の場を活用して、新規販路を
効果的に開拓、②メインバンクとかけあい、販路拡大に伴う施設整備を実現
③県からの表彰や業務格付けの結果をプロモーションにも活用などを想定。
また、メディアを通じた消費者への発信などにより、ＦＣＰ及び格付けを運動

論として盛り上げ、社会基盤として定着させる方策が期待される。
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株式会社アイ・エス・レーティング
TEL： 03-6430-0470 FAX： 03-6430-0473
E-mail： ISR@israting.com http://www.israting.com/

お問合せ先

なお、当資料に記載の内容は予告なく変更することが御座いますので、予めご了承願います。

「格付け」で高め合う、食の信頼！



2010年2月24日

山城屋 株式会社 真田



株式会社 真田 会社概要

企業理念 「 良い会社を、創りましょう。 」

感謝を忘れぬ謙虚さを誇りにしよう。
伝統で築かれた信頼を自信にしよう。
新しい価値創造の探求を永続しよう。

社名 株式会社 真田
屋号 山城屋
創業 明治37年9月
年商 29億円（ 2009年度12月実績 ）
代表者 真田 佳武
社員数 60名( 内 パ－トタイマ－ 40名 ）
本店 京都府京都市東山区八坂塔上田町81-2
本社工場 京都府宇治市槇島町目川21番地
２００６年 ＩＳＯ９００１取得



山城屋 新工場



当社の品質管理体制（教育の心構え）

品質管理は安心・安全だけでなく魅力ある商品作り、大きくいえば企業品質にも絡んでいきます。
企業理念という根底にある考えを皆が持ち、技術・知識に裏づけされた教育トレーニング、実践
での応用など毎日が向上です。



当社の品質管理体制（教育資料）

ルールブックの作成

●スライド教育が出来るように作成しています。

●工場内での啓蒙活動、毎朝、昼の集いでの
教育トレーニングで使用しています。

さらに、教育者への力量査定の問題集としても使用しております。

製造工程の作成

現場撮影を行いパ－トタイマ
－の皆さんとチ－ムリ－ダが
一つ一つ検証しながら作成
しています。

200ペ－ジ以上あります。



当社の品質管理体制（危害対策）

危害対策システム（作業）

工場内に現場パトロ－ルの専門部隊を立ち上げています。当社ではそれを
「安全管理チ－ム」と呼んでおります。
品質管理直下の組織部隊で客観的目線であらかじめ危害として考えられる
ことをリスト化し不定期で抜き打ち検査を行っております。

危害対策システム（防虫）

・工場内の有圧で進入阻止
・進入口付近でのトラップ設備
・防虫シャッタの設置
・専門企業との取り組み
・防虫知識習得トレ－ニング



当社の品質管理体制（カイゼンの仕組み）

カイゼンシステム

5S、7つのムダの根底にある考えを理解し当社独自の提案方法も織り交ぜて
行っております。



データベ－スの活用

当社では業務の効率化と実用化のため基幹システムと
マイクロソフト社のアクセスを用い

徹底的にデータベ－ス管理を行っております。
誰でもいつでも情報をスピーディに確認することができ、
そこから新たな発見、応用へ結び付けていきます。



山城屋 新工場（3F 加工場）



アナリスト講評について（地域・大学との協同）

（関西MBA,学生との取り組み）



アナリスト講評について（地域・大学との協同）

（関西MBA,学生との取り組み）



アナリスト講評について（食育）

まごはやさしい食材をご紹介致します。



アナリスト講評について（食育）

乾物は保管技術のない時代の人々が生きていくために考え出したアイディア
食品です。大量廃棄、家族関係の希薄という時代に一石を投じたく立ち上が
りました。
子供たちには栄養学だけではなく食に絡む人たちへの感謝を伝えています。

「ありがとう」の気持ちがあるなら「いただきます」と「ごちそうさまでした」を
大きな声でいいましょう。
というコンセプトの食育を仕事の合間に行っております。





アナリスト講評について（乾物大好き）



地域協同
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FCP 21年度パイロット事業

協働の着眼点を活用した

セルフアセスメントシートの開発と運用

阪急クオリティーサポート 廿日出芳雄

2010.2.24



2

• 1 事業の目標

• 2 参加企業の募集

• 3 試行版の概要
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1 事業の目標

◇中小企業の品質管理担当者が活用できるセルフアセスメント
シートを開発すること。

阪急阪神グループの工場衛生点検のノウハウを活用

◇中堅従業員の教育をサポートしセルフアセスメントシートの実
効性を高めること。

当社が実施している通信教育のノウハウを活用し、トライす
る企業の中堅社員教育をサポート

◇中小規模 10～14社(1社1工場)

阪急QSの今後の事業

食品メーカーの従業員教育
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「セルフアセスメントシート」の開発計画

「協働の着眼点」が自社の品質管理活動に役立つことの検証

①セルフアセスメントシートの開発と実践に基づく改善

②従業員教育のサポート

阪
急
Q
S

募集時期 2009年7月から8月
実施期間 2009年8月から2010年2月
募集数 10～14社(1社1工場)

募
集

自社の品質管理活動に「協働の着眼点」を活用すること。

①セルフアセスメントシートで評価

②セルフアセスメントシートで阪急QSが第三者評価

企業担当者と阪急QSとの目線合わせ

課題の明確化と実践 (従業員教育が重要)
③実践後にお取引先が自己評価 改善確認 →新規課題

製
造
者
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応募いただいた 13企業 の 業種と地域

●

関東

●

●

中部北陸

● ●麺類

●豆腐

● ● ●

▲
弁当惣菜

●生菓子

●●菓子

東北近畿中四国アイテム

2  参加企業 の 募集
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参加企業の規模(回答のあった11社)

• 従業員数

• 売上げ金額

2234会社数

300人超300人以下100人以下50人以下

0164会社数

300億円

超

100億円

以下

50億円

以下

10億円

以下
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協働の着眼点〔業種別〕【製造版】～抜粋イメージ～

５．
【製造にお
ける取組】

(1)-(6)

（３）【食品の保管及び管理】

（４）【工場での従業員の
衛生管理】

（１）【製造工程の管理】

（２）【適切な表示の実施】

16項目の中から 衛生管理・品質管理に重点

現場の言葉に
置き換える
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セルフアセスメントシートと従来型の工場衛生点検・監査との違い

セルフアセスメントシート

協働の着眼点16項目

阪急QSの工場衛生点検項目 各種食品工場監査

3 試行版の概要
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試行版 セルフアセスメントシートのイメージ

実施していない
実施しているが記

録していない
定期的に実施し記

録している
製品の量目検査を実施しているF

受けていない認可を受けている適正計量管理事業所の認可ありE

していない
点検し記録してい

る

マニュアルを作成
し、それに基づい
て点検・記録して

いる

冷蔵庫、冷凍庫の温度を記録しているD

5-
(3)-
①

ない
マニュアルはあるが現
場に置いていない。

マニュアルがあり
、見やすい場所に
保管されている

操作の複雑なものについては使用
マニュアルがある

C

5-
(6)-
④

していない
自社もしくは委託
先が定期的に点検

記録している

日常使用している測定器具（秤・
温度計・タイマー）を校正している

B

5-
(6)-
④

していない
すべての機器類が
網羅されている

工場内の機器類の一覧表があり、購入
（リース開始）日、機械の能力、
減価償却についての記載がある

A

5-
(6)-
④

不適切または改善必要適切項 目

試行版セルフアセスメントシートの構成 A4  16ページ
製造施設 32項目 製造機械、器具 24項目

食品の取扱い 59項目 衛生設備の保守管理 23項目
社内組織と衛生教育 21項目
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4 試行版の活用と工場でのヒアリングの結果

■目線のズレ

異物混入の恐れについて少しあり

■セルフアセスメントシートの達成度

百点満点、各項目について評価希望

■課題の設定について優先順位の付け方

■教育に対する期待は大

経営者に分かりやすく
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セルフチェック後の改善と優先順位

判断の目安
・ (注1)重要度

法定基準、製品または作業者の安全性について判断してください。
・ (注2)経 費

予算化が必要なレベル( a )      決済が必要なレベル( b )
部門判断で可能なレベル( c )

・ (注3)人・時期
通常業務の中断が必要( 1 )
作業時間が与えられていない( 2 )     直ぐできる( 3 )

3cC○6(5)②

1aA○6(4)①

人・時期

(注3)

1・ 2・ 3

経費

(注2)

a・b・c

重要度

(注1)

A・B・C

不十分少し不十
分

出来てい
る

チェック
項目
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5  改訂版 セルフアセスメントシートのイメージ

改訂版セルフアセスメントシートの構成 A4  18ページ
製造施設 39項目 製造機械、器具 21項目

食品の取扱い 50項目 社内組織と衛生教育 21項目

管理されていない入荷時、使用
期限が明記さ
れ先入れ先出
しを行っている

✔原材料は期
限管理され
ている

小大大井戸水を浄水処
理せずに使用

✔検査は不定
期に実施

毎日、官能検
査実施

井戸水は残留
塩素を測定し
ている

使用水が飲
用に適して
いる

時間

人員

経費重要
度

改善の分析

改善が必要検討が必要良好な状態
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セルフチェックシートの使いやすさ

• シートは使いやすいか？

037回答数

いいえ

どちらとも
言えないはい
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6 改訂版を用いた工場での改善結果

• 今まで気づかなかったことに気づいた

3社 5項目

• 改善に結びついた

4社 9項目

• 改善計画を立てることができた

7社 20項目
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7 通信教育の教材のとレポート作成

オリジナル教材 = ①通信教育教材+ ② ③

レポート2回(教材を読むためのしかけ)④

受講者は31名

取引先工場ルールを参考資料③

業種を想定した衛生品質管理事項②

現状の食品衛生の基礎を活用
｢食品衛生&品質チェック」

①



16

教材の概要

通信教育課題の内容

テキスト名 ( 既存教材 )

問題 [不当表示に関する問題]
( )景品表示法は商品の容器包装の表

示は対象となるが、チラシやポスターは
対象にならない。

「食品衛生＆品質チェック」

衛生管理 40P

食品による危害・変質 30P

品質表示 20P

A4 90ぺージ

( )油脂食品の変敗指標には、酸化(AV)と
過酸化物価(POV)を用いる。

問題[食品の変質に関する問題]

レポート提出 2回各40問
テキストを読んでもらうため、全体

からバランスを考えて出題

出題形式 ○×式、記述式
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教育は役立ったか

019教育は役立っ
たか

0－10課題の難易度

108 教材の範囲

0－10難易度

× 不適切△◎ 適切
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今回の取組みについて会社の関心はどうですか？

227上層部

155製造部

殆どない弱い強い

今後も続けますか？

109
分からないいいえはい

9 アンケート調査による今後の活用と課題

気づいた問題点 → 改善への道のり 90%が直ぐに改善できない

会社としての取組みが必須

製造部の関心が弱い

改善には

お金+時間+現場の関心
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平成２１年度
フード・コミュニケーション・プロジェクト

実行可能性調査事業
（FCP最終報告会）

三菱化学メディエンス株式会社
食品安全コンサルティング部



2

従来の従業員教育：食品の取り扱いが中心の教育

目的

食品事業者が消費者の信頼を高めていくための行動の
ポイントをまとめた「協働の着眼点」が完成！

パート・アルバイトへの「協働の着眼点」の理解と浸透
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実行可能性調査事業における検証の方法

【成果物】
・従業員用マニュアル ・講師用テキスト ・理解度テスト

【検証の手順】

「協働の着眼点」を活用した
マニュアルを作成。
イラストを多用し、食品製造の
経験が浅い人にも分りやすく
なるよう、配慮しています。

②マニュアル作成

【従業員用マニュアル】

パート・アルバイトが食品安全
や消費者からの信頼性確保
について、どの程度理解して
いるかを測るためにテストを
実施。

①０次検証

【理解度テスト】

③へ続く
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マニュアルの内容に基づく講習会
を実施。その後、理解度テストに
よる理解度の確認とマニュアルや
講習会についてのアンケートを実施。
講習会を行うための講師用テキスト
も作成。

③実地検証（１次検証）

【講師用テキスト】

【講習会の模様】

⑥へ続く

０次検証と１次検証の結果を比較
して、理解が得られなかった点や
アンケートにて分りにくかった点に
ついて、マニュアル・講師用テキスト
の改訂を実施。

④改訂

改訂したマニュアル及び講師用テキ
ストを用いて、再度、講習会を実施。
理解度テストを実施して、１次検証で
理解が得られなかった点について、
改善されたかを検証。

⑤実地検証（２次検証）
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２次検証の結果においても理解が
得られなかった点について、修正・
加筆し、マニュアル・講師用テキスト
・理解度テストの最終的な改訂を
実施。

⑥修正・推敲

【講師用テキスト】【従業員用マニュアル】 【理解度テスト】
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従業員用マニュアル

従業員が遵守すべき事項をイラスト入りで解説し、
分かりやすさを重視しています。
また、各項目が「協働の着眼点」のどの項に該当
するかを記載しています。

表紙 マニュアル 「協働の着眼点」対応表
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講師用テキスト

工場の教育担当者が、パートやアルバイト従業員にマ
ニュアルの内容を説明するためのテキストです。
教育担当者が容易に説明ができるよう、マニュアルの
内容に解説と該当する「協働の着眼点」を記載しています。

マニュアルの
ページ数

マニュアルの
内容

講師用解説
のポイント

該当する
「協働の着眼点」
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理解度テスト

マニュアルの内容が、パートやアルバイト従業員に理解
されているかを確認するテストです。
従業員には、間違った問題に該当する箇所のマニュアル
と「協働の着眼点」について復習してもらいます。
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検証結果（菓子製造メーカーA社）

０次検証
（講習前の理解度テスト結果）

１次検証
（講習後の理解度テスト結果）

２次検証
（改訂したマニュアルによる
講習後の理解度テスト結果）

平均点の推移

８５．８点

９５．１点

９７．１点

１次検証終了時　理解度アンケートの結果

42%

46%

8%
4%

よく分かった 分かった あまり分からない 全く分からない

２次検証終了時　理解度アンケートの結果

56%

40%

4%

よく分かった 分かった あまり分からない 全く分からない
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実行可能性調査事業の成果

パート・アルバイトに食品衛生の基礎知識を身に付けさせると
共に、「協働の着眼点」の理解と、それに基づく行動をとることが
出来る従業員を育成することが可能となる

パート・アルバイトに食品衛生の基礎知識を身に付けさせると
共に、「協働の着眼点」の理解と、それに基づく行動をとることが
出来る従業員を育成することが可能となる

本マニュアルが普及することにより、食品事業者が消費者からの
信頼性を確保するためのツールとして、貢献することを期待する！

本マニュアルが普及することにより、食品事業者が消費者からの
信頼性を確保するためのツールとして、貢献することを期待する！

【初期教育体制の構築】

当社で食品関連事業者向けに講習会を行う際には、
本マニュアルを活用
英語版、中国語版などの言語に翻訳し、近年増加
傾向にある外国人労働者向けの教育ツールとして
活用

今後の展開



平成 21 年度 FCP 成果報告会 情報発信・CSR 系 概要報告 

 

・ 日時： 平成 22 年 2 月 24 日（水） 15：40～16：50 

・ 場所： 東京大学弥生キャンパス 弥生講堂 一条ホール 

 

＜議事次第＞ 

１． 情報発信・CSR 系実行可能性調査・分科会の概要 

２． 実行可能性調査・分科会の活動報告 

１）失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会 

２）マスメディアとの意見交換のあり方分科会 

３）消費者との対話のあり方分科会 

４）ポータルサイトの構築・運営 

５）“食の安全・安心”見える化ツアーのための商品モデル検討事業 

３． 情報発信・CSR 系実行可能性調査・分科会の今後の展開について 

 

＜議事概要＞ 

はじめにファシリテーターの田井中様から、本年度の情報発信・CSR 系実行可能性調査・分

科会の位置付けについて、消費者と食品事業者の間の情報の非対称性の観点からご説明いた

だき、続いて分科会幹事企業及び実行可能性調査実施事業者の方々から活動内容についてご

報告いただきました。 後にまとめとして、田井中様から、今後は FCP ダイアログシステム

の効果の検証といった段階に入ってくること。食への信頼向上に向けた企業行動の情報発信

が大きなテーマであるが、同時に消費者の声を聞くこと、そして情報を発信したいという意

欲を誘発すること、すなわち食品事業者の情報発信力、情報受信力、情報誘発力の３つが重

要となることにてついてお話いただいた。 

 

1） 失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会 

伊藤ハム株式会社 市田 様 

 全 5 回の分科会を実施。分科会は大きく３つの段階に分けて展開している。緊急時に実際

に情報発信を行ったケースを題材にしたケーススタディーの段階、有識者の方々から消費者

心理、消費者行動をテーマに講演をいただき新たな視点で緊急時の情報発信について考える

段階、そして意見交換した内容を協働の着眼点に照らしてまとめ直し、緊急時における情報

発信のあり方について整理するといった段階である。 

分科会は失敗から学ぶ情報発信のあり方ということでスタートし、緊急時においても平時

からの情報発信(コミュニケーション)が大切であるということに帰着するということを実感

した。普段から消費者の方といろんなコミュニケーションを通じて「食品事業者が安全の確

保に努めている点」や「ゼロリスクはないという点」などについて理解を得ていくことなど

がとても必要になってくるのではないかと考えている。 

1／3 



2） マスメディアとの意見交換のあり方分科会 

ハウス食品株式会社 堀尾 様 

食品事業者等とマスメディア関係者との継続的な意見交換について意見交換を行うことを

目的とし、15 事業者が参加した。本分科会は、食品事業者等とマスメディア関係者が情報発

信における目線の違いを把握し、相互理解を深め、的確な情報提供を行うための環境をいか

にして構築していくかを検討した。全４回の分科会を持ち、まず第１回目で、マスメディア

を通じた情報発信の課題抽出とマスメディア関係者と意見交換を行うに当たってのテーマを

選定し、２～４回の分科会において、「情報のクライテリア」、「食への信頼回復に向けた客観

情報の伝え方」、「食の信頼確保に向けた積極的な情報開示、情報提供の仕方」といったテー

マで実際にマスメディア関係者と意見交換を行った。 

4 回の分科会を通じて一番感じたことは、メディアも事業者も正しい情報を消費者に伝え

たいという気持ちは変わらないといったこと。しかしながら、事業者はいかに安全であるか

を説明しようとするのに対し、メディアは何がどこまで危険であるか、警鐘するという観点

で伝えるというアプローチであり、立ち位置の違いがあるといったことであった。 

食品事業者はメディアの先に消費者がいることを念頭に置き、さらにはメディアとのアプ

ローチの違いを意識しながら情報発信をしていかなければならないことを再認識した。 

 

3） 消費者との対話のあり方分科会 

株式会社４CYCLE  田井中 様 

 本分科会では、消費者とのコミュニケーションの中でも主に双方向コミュニケーションを

取り上げた議論を行ってきた。食品事業者が日頃消費者とどの様なコミュニケーションを実

践しているのかを洗い出しながら、それらを統合する形で FCP としてのダイアログシステム

ができないかということで全５回の分科会を行った。 

消費者との信頼構築の大きなポイントとしては、消費者と事業者との情報のギャップをい

かにして埋めるか、ということが上げられる。ギャップを埋める第一のステップとして、消

費者の声を聞くこと、そして聞いた声に対して答えを返していくこと、そしてそのプロセス

を通じて得られた改善ポイントを企業活動に反映し、さらに情報発信していくこと、そして

再び消費者の声を聞いて答えを返していくといったプロセスを循環させて消費者の信頼を作

っていくことが重要である。 

FCP ダイアログシステムは食品事業者と消費者の信頼構築を目的とした、対話による双方

向コミュニケーションの仕組みである。具体的には、自社にとっての消費者を三階層に分け、

それぞれの階層やテーマに応じて直接対話型、間接対話型のコミュニケーション手法を組み

合わせながら消費者との対話を重ねて行くというもの。対話を通じた課題解決を行っていく

ことがダイアログシステムにおける も重要なポイントとなっている。 
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4） FCP ポータルサイトの構築・運営 

NTT レゾナント株式会社 関森 様、櫻庭 様 

 「協働の着眼点」を活用した取り組みを情報発信するポータルサイト「食の GOOD NEWS」

を「環境 goo」内に構築・運用し、消費者へＦＣＰと「協働の着眼点」認知拡大を目指すと

同時に、食品事業者への信頼の向上を目指し、効果検証を行うといった事業を進めてきた。

ポータルサイトの特長としては、食品事業者様の取組みと「協働の着眼点」を見やすく項目

立てて表示するといったことが上げられ、大きく「週替わり TOP ニュース」、「語ろう 食の

安心（仮称）」、「キャンペーン情報」、「協働の着眼点～企業の取組み紹介」の４つのコンテン

ツで構成されている。効果検証については、週替わり Top ニュース及び goo リサーチを活用

した消費者アンケートを通じて実施した。検証の結果、消費者は、食の安全・安心に関する

情報に非常に興味があり、今回の事業のようにインターネット上のポータルサイトで情報発

信された食品事業者の取組みを知ることで、その会社に対する信頼度が向上し、結果、その

会社の商品売り上げにもつながる可能性があることが確認できた。 

今後は、ポータルサイトのコンテンツづくりにおいて、多くの食品事業者に積極的に協力・

参画いただくと同時に、ポータルサイトが自立的に継続・充実していくための広告収入をは

じめとした収入を得ていくためのビジネスモデルを成立させていくことが必要であると考え

ている。 

 

5） ”食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業 

財団法人 日本システム開発研究所 岩崎 様 

 本事業のコンセプトは、サプライチェーンを構成する事業者が連携して、食への信頼確保

に向けた企業行動を知ってもらうことに主眼をおいた「ツアーガイド」の雛形をつくること

にある。現状の工場見学プログラムは、生産現場を見せることに主眼が置かれており、食へ

の信頼向上につながる情報発信が十分ではないと感じられる。そこで、「協働の着眼点」を利

用したプログラム開発により、発信する情報の内容を揃えると同時に、現場の人との直接的

な触れ合い・交流の機会の雛形をつくることをツアープログラムのコンセプトに、食品スー

パーの店頭を起点として食品メーカー、卸、生産者へとサプライチェーンで連携し、遡る流

れに仕立てた。 

ツアーの組み立てに当たってはまず、誰に何を伝えるのか、といったコンセプトづくりか

ら始まり、どういったプログラムにするかといったところで「協働の着眼点」を使った取材

を行い、台本を作成。さらに実際に現場の方が一人称で語っていただけるよう、リハーサル

を重ねた上で、食への意識レベルの高い方を対象にしたツアープログラムと、親子を対象に

地元企業を巡る地域密着型ツアーの募集、試行を行った。効果検証として、ツアー参加者に

アンケート調査を実施し、食への信頼向上に対するツアーの効果が十分に期待できることが

確認された。今後は実施企業の拡がりや、メディアミックス等によって直接ツアーに参加で

きなかった人にも伝えていけるような形を模索する必要があると考えている。 

以上 
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研究の背景とCSRの動向

●平成２０年度研究会での議論
食品事業者の信頼向上に向け、食品事業者が自らの言葉で消費者と企業行動
に関する情報を語り、意見交換を行う機会などの「場」を設けることで、消費者と
の信頼構築に繫がる情報発信の可能性を検証することが議論された。

また、食の信頼向上に向けた情報発信のあり方として、マスメディアによる

情報発信に加え、企業行動の現場である店舗や工場での情報発信、双方向型
の情報受発信が可能なWEBポータルサイト等、消費者との対話型コミュニケーシ
ョンが可能な幅広いメディア活用法の開発の検討が挙げられている。

●CSRの動向
2010年発行予定のISO26000において、最も重要な概念とされるのが

「ステークホルダーエンゲージメント」。企業が社会的責任を果たしていく過程に
おいて、相互に受け入れ可能な成果を達成するために、対話を通じてステークホ
ルダーと積極的にかかわりあうプロセスを指す。

従って、対話型コミュニケーションの重要度は今後、非常に高くなることが想定さ
れる。



ステークホルダー・エンゲージメントの概念図

株主
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DO
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企業行動の戦略決定と推進

各ステークホルダーとの
対話型コミュニケーション

メディア

‥‥‥ 対話



対話型コミュニケーションの重要性

一方向/双方向 効果

ステークホルダー・エンゲージメント ⇔ 信頼関係・協働関係の構築

従来型
コミュニケ−ション

開示 → 情報提供

← 関心の把握フィードバック

ステークホルダー・エンゲージメントで重要とされるのは、信頼関係を結ぶ事を目標
とした、双方向の対話型コミュニケーション。



３つの分科会と関連する実行可能性調査

実行可能性調査事業

企業行動の情報発信研究会

＜目的＞
ビジネス現場における「協働の着眼
点」の活用の実行可能性を実証する

＜目的＞
「協働の着眼点」の活用に関して

テーマを設定し、研究する

地域活性化研究会

アセスメントの効率化研究会

「協働の着眼点」の具
体的な活用例の創出

につながる取組
<実行可能性調査事
業・研究会の対象>

マスメディアとの
意見交換のあり方

失敗から学ぶ情報発信
のあり方

消費者との対話の
あり方

FCPポータルサイトの構

築・運用

＜分科会＞

“食の信頼”
見える化ツアー



３つの分科会の位置づけ

事業者 消費者

「食」に対する情報の非対照性

「消費者が何を知りたいか、わからない」 「事業者は何か隠しているかも」
「事業者に何を聞けば良いか、わからない」



３つの分科会の位置づけ

事業者 消費者

「失敗から学ぶ情報発信のあり方」分科会

緊急時は様々な情報が錯綜し
消費者は混乱。正確な情報を
持ちづらい状況となる。

事例研究を通じて正確な情報を把握し、発信する方法を
外部有識者と共に考える。



３つの分科会の位置づけ

事業者 消費者

「マスメディアとの意見交換のあり方」分科会

メディアとの信頼関係の構築。
食の信頼確保に向けた取り組みを情報としてきちんと消費者に伝え、
浸透させる為の発信の仕方をメディアと共に考える。

メディア



３つの分科会の位置づけ

事業者 消費者

「消費者との対話のあり方」分科会

①消費者の問いを聞く
②問いに対して答えを返す
③対話をもとにした企業行動を見せる

①〜③のプロセスを回し続けるための
ＦＣＰダイアローグ・システムのフレーム作りを研究する。



２つの実行可能性調査の位置づけ

事業者 消費者

FCPポータルサイトの構築・運用（NTTレゾナント株式会社）

「協働の着眼点」を基にした企業の取り組み事例の発信

双方向性を生かした情報受発信の仕組みづくり
・企業行動のわかりやすい情報発信
・発信した情報に対する消費者の反応

双方向
コミュニケーション



２つの実行可能性調査の位置づけ

事業者 消費者

“食の信頼”見える化ツアー（財団法人日本システム開発研究所）

「協働の着眼点」を活用した、企業と消費者をダイレクトに結ぶ
体験型のコミュニケーション手法。

工場、店頭等の食の現場を
知ることでの知識向上



分科会からの報告

１．「失敗から学ぶ情報発信のあり方」分科会
報告者：伊藤ハム株式会社CSR本部 市田 本部長

２．「マスメディアとの意見交換のあり方」分科会
報告者：ハウス食品株式会社カスタマーコミュニケーション本部 広報・IR室

堀尾 次長

３．「消費者との対話のあり方」分科会
報告者：株式会社４CYCLE 田井中



１．「失敗から学ぶ情報発信のあり方」分科会
報告者：伊藤ハム株式会社CSR本部 市田 本部長

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会

目的 ○緊急時の情報発信に関する具体的な事例を参加者からご提供いただき、経験やノウハウを

共有すると同時に緊急時の企業行動のあり方（消費者、取引先への情報開示、社内の情報

共有等）について意見交換を行う。

○社会心理、消費者行動、リスクマネジメントなどの専門家の講演を踏まえ、失敗事例を多様な

視点から考察し、緊急時の企業行動のあり方について検討する。

実施内容

第1回

H21.6.29

概要：伊藤ハム様より08年に同社東京工場の地下水から法令の基準値を超えるシアン化物イオン及び塩化シ

アンが検出された際の情報発信及びお客様からの問い合わせ対応等についてご紹介いただき、当該事例を
題材に緊急時の情報発信を中心に意見交換を実施。

第2回

H21.7.30

概要：コープネット事業連合様より「CO･OP手作り餃子」に関する事例とその後の対応についてご紹介いただき

、当該事例を題材に緊急時の情報発信を中心に意見交換を実施。

第3回

H21.10.26

概要：消費者行動の専門家であるオラクルひと・しくみ研究所の小阪様より「感性と消費者行動から見たリスク
マネジメント 」、リスクマネジメントの専門家から「企業のリスクマネジメントと広報活動 」といったテーマでご講
演いただき、講演内容に関する質疑応答、これまでの分科会の議論に関する意見交換を実施。

第4回

H21.12.4

概要： 同志社大学心理学部中谷内教授に消費者心理の観点から、トラブル時の消費者心理や信頼を回復す
るためにどの様なことが求められるかについてご講演いただいた。

また、参加者から提供いただいた事例を元に意見交換を重ねた内容を整理したものを、有識者の講演、ご意
見を踏まえて見直し、表にまとめた。

第5回

H22.1.22

概要：事業者から提供いただいた事例を整理した表と「協働の着眼点」を照らし、「緊急時における企業行動及
び情報発信のあり方」について整理、検討した。また、今後の調査研究の方向性や展開について意見交換を
実施。

成果物 緊急時における情報発信の事例を基にした意見交換のまとめ
有識者による講演録



事件・事故を把握する事件・事故を把握する

緊急時に必要とされる情報を整理し、発信する

•事件・事故を察知する為の基準（アラート機能）を定めておく

•お客様の問い合わせや回答・対応内容を記録しデータベース化

•クレーム情報から事件・事故を感知する感度を高める

•1件だけでも担当者の判断で要注意案件として判断

•「事件事故速報」など、第一報を行う担当者から管理者、責任者層に同時に周知
し、必要な判断を仰ぐことのできる情報連絡・伝達の仕組みをつくる

•不安や広がりが大きいと反響が大きくなる。反響を予測し、電話回線の数や対
応するスタッフ、コールセンターの活用など体制を整える
•お客様対応の経験がある人に受付を特定する。他の回線にかかってきてしまっ
た場合などは、おかけ直し等の対応をする。

•一人への対応時間が1時間を超えることもある。電話が繋がらないとコール数が
増えたり、一層の不安、不興を招く恐れがある

•単独の組織・団体だけでなく、関連する組織・団体間で情報共有の仕組みを構築

•腹痛等の苦情や問合せには、現場の商品を受取ることは基本。自宅に伺い、経
過等を聞く

•調査分析項目として、微生物だけでなく化学物質の対応も今後検討する

今回の分科会において具体事例として提供いただいた2件の事例を元に、実際に緊急時にどの様な想定外のことが起こったのか、どう対処したのか（または、

同対処すべきだったのか）について意見交換の主だった内容を整理した。

なお、今回の2件の事例を元に整理した為、これさえ抑えておけば万全というものではなく、参考としてご覧いただきたい。

•1日に何件かあるお客様からのクレームの中で、どれが重大な案

件か見極めが難しい

•現場の緊迫感が十分に伝わらず、初期の対応に遅れがでた

•それぞれ個別に対応していた案件が、後になって関連する事件・
事故であることが判明した

•通常の調査項目にない原因物質など、原因の特定に時間が掛
かった

•製品の安全性に関する情報が意図した通りに伝わらずお客様か
らの問い合わせが殺到した

•事件発覚からの経過時間が注目され、批判の対象となった

•記者会見やホームページで発信する情報が不足していた

•最初に商品の安全性に関する情報を欠かさない

•消費者や取引先など関係者が必要とする情報を発信する

・消費者は、自分の食べるものが安全かどうかがを一番知りたい。

・取引先は、まず「製品はどうなのか」、「健康危害があるのか」といった情報が
欲しい

・マスメディアは「いつ何を知ったか」、「公表したか」、「原因・健康被害はあるの
か」、「法令違反はないのか」。その４点を理論的に説明すれば長引くことはな
い。逆に不十分だと事実関係の追及や長期化する懸念が出てくる

•発覚から発表まで時間が掛かった場合は、その間何をしていたか、どうして遅れ
たかを説明し、隠す意図はなかったことの理解を得る

•発信すべき情報の整理を整理し、ポジションペーパー（公式発表）を作成する

•継続的に情報を発信を続けることは安心感につながる

お問い合わせを受ける／お問い合わせに答える

•想定問答の質問はできても回答を作れる人がいなかった

•（自社では発表していない）報道内容を元にした問い合わせがあ
り、答えられなかった

•消費者（お客様）からの問い合わせ電話が殺到し、お客様窓口で
は受けきれず、他の部署にも電話が入り対応に追われてしまった

•妊婦や小さいお子さんのいる方から不安を解消して欲しいという
切実なお問い合わせを受けたが十分に答えきれなかった

•取引先、店頭に対して事件の情報開示が遅くなり、メディア報道
後に報告することが多かった

•営業担当者が、それぞれの判断で取引先への質問に対応してい
た結果、回答内容に違いが出て現場が混乱してしまった

•事前に想定質問を用意し、関連部署全部に回答を作らせる。また、想定問答は
トップも確認する。
•お客様、取引先、メディアの報道等を吸い上げ想定問答を速やかに更新する

•取引先も対応を考えていく時間が必要
•緊急時における社内体制（対策本部等の設置）を明確にし、情報は一箇所に集
約する
•全社で統一した情報発信を行い、取引先などに対し、現場の判断、憶測での情
報提供を行わない
•社外からの問い合わせ内容を集約し、回答を速やかに共有できるよう日ごろか
ら訓練しておく

どの様な想定外のことが起こったか どう対処したか／どう対処すべきか

重大性を認識する体制、感度を高める

広がりや影響を把握する、原因を特定する

想定問答（Ｑ＆Ａ）を作る／速やかに更新する

消費者からの問い合わせを受けとめる

社内外の情報共有と体制整備

情報の受け取り手の立場に立って情報を整理し発信する

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会意見交換のまとめ ＜緊急時対応の場面別＞（案）

１６．【緊急時のお客様とのコ
ミュニケーション体制の整備】
緊急時（事件及び事故発生
時）に、お客様とのコミュニ
ケーションを適時、適切に行
う体制を整備している

（１）【情報提供体制の整
備】

（２）【お客様対応及び情
報活用体制の整備】

①緊急時の情報の公開について
の基準を定めている

②緊急時の情報提供の具体的方
法について定めている

①緊急時にお客様からの問い合
わせ窓口を設置することとしてい
る

②緊急時にお客様からの情報も
具体的対応や原因究明に活用す
ることとしている

・事前にＱ＆Ａや対応集を作成。関連部署全部に回答を作らせることが必要。
・外部からお客様対応として案内する番号を決めて、公開する。
・電話回線の増設、お客様対応の応援要員、社外の協力会社の確保など、緊急時にお客様
からの問い合わせを受けられるように準備しておく。
・お客様対応の経験のある人、電話の応対ができる人にお客様対応を任せる。
・事件の拡がりや反響を把握する。商品特性や危険度合い、対象製品数や賞味期限などをも
とに予測する。
・報道のタイミング、内容によって、問い合わせ数が変化する。
・1件あたりの対応時間は、長くなることを想定して体制を組む必要がある。
・お子様が食べるものには、お母さんの不安も大きい。

・日頃の安全確保に向けた取組や、化学物質に関する基本的な知識など、メディア関係者と
共有することは有効。
・情報（発表）は積極的に臨む姿勢が大事。受け身になると慌てて準備が不足しがちとなる。
・マスコミが知りたいのは「いつ何を知ったか」「公表したか」「原因は・健康被害はあるのか」
「法令違反はないのか」。その４点をしっかりと説明すればマスコミの理解は得られる。

•腹痛等の苦情や問い合わせがあった場合、現物の商品を受け取り、経過についてもしっ
かりと聞く。

•食品は単品で食されるケースは少なく、色々な観点で見ることが重要。

•お客様からの問い合わせを基にQ&Aを何度も更新し、返答用として共有。

・お客様は、自分の食べるもの（食べたもの）が安全かどうかがを一番知りたい。
・お客様に向けて継続的に情報を発信することは、お客様の安心感につながる。
・社告、ニュースリリース、ホームページ、新聞広告などを通じて、幅広いお客様を対象に情
報を発信した。
・当初は製品回収の徹底、その後原因の分析や対策といった様に、お客様に提供する情報
の内容を段階的に変更した。
・実際に購入したお客様に対してキチンと情報をお伝えする仕組みや方法を検討する。
・何が原因かが明確に発信されないとお客様の不安が増す。原因がわかっている場合は、発
信し、わからない場合でも「商品については現在検査中です。いつ検査結果がわかります」と
いう情報を発信した方が良い。
・緊急時にお客様対応がしっかりとできるよう訓練しておく。応援要員を育成しておく。

・情報発信のタイミングは正確さと迅速さが重要。ＨＰ掲載と同時に間をあけないで準備を進
める必要がある。初期の対応に遅れがあると、その後何を言っても不信感を抱かれてしまう。
・事件事故が発生してから、原因が究明されるまでに時間を要したり、事件そのものとして把
握されるまで一定程度の期間を要することをマスメディア関係者と共有する（理解を得る）。

『協働の着眼点』（第１版）製造版

緊急時に関するコミュニケーション

「失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会」

から出た意見

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会意見交換のまとめ ＜協働の着眼点との関係性＞（案）②

・クライシス・事故・事件対応に関する規定を制定。クライシスの判断基準、対応の基本を定
める。

･取引先（小売業）にとって最も重要なことは、「どの範囲まで店頭から除けば大丈夫なの
か？」ということ。撤去範囲と、それ以外の商品についての「大丈夫だ」というしっかりとした根
拠を示す必要がある。

１４．【緊急時を想定した自社
体制の整備】
緊急時（事件及び事故発生
時）に、迅速、円滑かつ適切
に対応するための自社内の
体制を整備し、また体制の見
直しを行っている

（１）【緊急時対応体制の
整備】

（２）【判断基準、緊急時
対応ルール及び手順の
設定】

（３）【事件及び事故の事
態収束後の緊急時対応
体制及び取組の見直し】

①緊急時における社内の各担当
の責任及び役割をあらかじめ定
めている

②緊急時において関連する情報
を、迅速に収集する体制を整備し
ている

③緊急時において関連する情報
を、関係者に迅速に伝達する体
制を整備している

④原因究明が迅速にできるよう、
あらかじめ記録を管理している

①緊急時に迅速に対応するため、
事件性のある食品汚染も想定し
て、判断基準、対応ルール及び
手順をあらかじめ定めている

①緊急時対応の経験に基づいて、
自社における体制及び取組の見
直しを行うこととしている

・広報担当でも、マスコミ対応と社内準備対応など役割を分けて対応する。

・お客様の問い合わせや回答・対応内容を記録し、照会できるように（データベース化）する。
・アラート機能、ランク付けなどにより異常値の判断基準を設定。
・1件だけでも担当者の判断で要注意案件として判断できるようにする。
・○○が混入していたという事例では、「それは100％大丈夫ですか？」という問い合わせが
ある。「～と思います」「こうだと考えている」程度では納得していただけない。検査結果の数値
を出して、大丈夫だと言って初めて、少し気持ちが落ち着かれる。
・食べてしまったお客様の不安や健康被害を訴えているお客様には、誠意を持って対応する
ことが第一。

・お客様の問い合わせや回答・対応内容を記録し、データベース化する。

・お客様からの電話を受ける人とフォローアップする人といった様に役割を分けておく。
・フォローが必要な問い合わせ等は、対応部署に振り分けて対応する。

･情報の伝達ルートを確保する体制を整えておくべき。本来の仕事がある人間全員で電話を
取っていたらしかるべき部署に情報を上げるルートが確保できない。
・情報伝達経路の確保と対応スピードの向上には訓練が重要。

・「事件事故速報」など、第一報を行う担当者から管理者、責任者層に同時に周知し、必要な
判断を仰ぐことのできる情報連絡・伝達の仕組みをつくる。
・内部の情報共有体制の見直しを行い、複数のツール（携帯メール、内部サイト、FAXで指示

報＋電話等）を活用し情報を届ける体制を構築。
・単独の組織・団体だけでなく、関連する組織・団体間で情報共有の仕組みを構築。
・事件・事故に関する「対応記録」を作成しておく。
・経過観察については「事件事故速報」をもとに終了まで見届ける。

・終息後、対応を見直し再発防止、注意喚起につとめる。

『協働の着眼点』（第１版）製造版

緊急時に関するコミュニケーション

１５．【緊急時の自社と取引先
との協力体制の整備】
緊急時（事件及び事故発生
時）に、取引先と協力してス
ムーズに対応するための体
制を整備し、また体制の見直
しを行っている

（１）【協力に向けた認識
の共有】

（２）【協力して取り組むた
めの緊急時対応体制の
整備】

（３）【事件及び事故の事
態収束後の協力体制及
び取組の見直し】

①緊急時に対応をスムーズに行
えるよう、取引先との協力につい
て認識を共有している

①事件及び事故に迅速に対応す
るため、取引先と協働の取組が
できる体制を整備している

②緊急時対応中における情報交
換が適時、的確にできるための
連絡体制を整備している

①緊急時対応の経験に基づいて、
取引先との協力体制及び取組の
見直しを行うこととしている

･取引先（小売業）も対応を考えていく時間が必要。
・取引先（小売業）が必要な情報は、製品の安全性や撤去の必要性、健康危害があるのか？
などであり、原因・対策はその次でも止むを得ない。
･不確実な情報を取引先（小売業）に提供するのは逆に混乱につながる。

･問い合わせに対して憶測で答えない、公式発表以外の情報は伝えない（根拠の無い話はし
ない）ことが重要。
･公式発表に無い質問は一旦預かり、社内の緊急時における情報伝達経路に乗せる。
・商品情報などと同様に、それ以外の情報（取引先（小売業）が気にされると想定される事項）
についても何らかの形で一元管理、メンテナンス、必要な時にすぐ引き出せるように準備して
おくことが必要。

「失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会」

から出た意見

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会意見交換のまとめ ＜協働の着眼点との関係性＞（案）①

･電話応対は、メディアは広報、お客様はお客様相談室、取引先は営業担当にと区分けが必
要

・日ごろから社内に専門家をおいておいたり、外部の専門家との繋がりを持っておくと良い。

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会意見交換のまとめ ＜情報発信の対象者別＞（案）

青枠：消費者向け情報の受発信

緑枠：マスメディア向け情報の受発信

赤枠：取引先向け情報の受発信

紫枠：社内・組織内向けの情報の受発信

情報の受発信の対象 「失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会」から出た意見

（3）マスメディアへの情報発信

（2）お客様からの情報の受信

（1）お客様への情報発信
■社内に想定問答を整備する体制を用意する/発信する内容の統一と迅速な更新
・事前にＱ＆Ａや対応集を作成。関連部署全部に回答を作らせることが必要。
・フォローが必要な問い合わせ等は、対応部署に振り分けて対応する。
・お客様からの問い合わせを基にQ&Aを何度も更新し、返答用として共有。
■お客様に向けた情報発信の発信の仕方
・お客様に向けて継続的に情報を発信することは、お客様の安心感につながる。
・当初は製品回収の徹底、その後原因の分析や対策といった様に、お客様に提供する情報の内容を段階的に
変更した。
・実際に購入したお客様に対してキチンと情報をお伝えする仕組みや方法を検討する。
・社告、ニュースリリース、ホームページ、新聞広告などを通じて、幅広いお客様を対象に情報を発信した。
■安全性に関する情報を伝える
・お客様は、自分の食べるもの（食べたもの）が安全かどうかがを一番知りたい。
・お子様が食べるものには、お母さんの不安も大きい。
・何が原因かが明確に発信されないとお客様の不安が増す。原因がわかっている場合は、発信し、わからない
場合でも「商品については現在検査中です。いつ検査結果がわかります」という情報を発信した方が良い。
・○○が混入していたという事例では、「それは100％大丈夫ですか？」という問い合わせがある。「～と思いま
す」「こうだと考えている」程度では納得していただけない。検査結果の数値を出して、大丈夫だと言って初め
て、少し気持ちが落ち着かれる。
・日ごろから社内に専門家をおいておいたり、外部の専門家との繋がりを持っておくと良い。

・情報（発表）は積極的に臨む姿勢が大事。受け身になると慌てて準備が不足しがちとなる。
・情報発信のタイミングは正確さと迅速さが重要。ＨＰ掲載と同時に間をあけないで準備を進める必要がある。
初期の対応に遅れがあると、その後何を言っても不信感を抱かれてしまう。
・事件事故が発生してから、原因が究明されるまでに時間を要したり、事件そのものとして把握されるまで一定
程度の期間を要することをマスメディア関係者と共有する（理解を得る）。
・広報担当でも、マスコミ対応と社内準備対応など役割を分けて対応する。
・日頃の安全確保に向けた取組や、化学物質に関する基本的な知識など、メディア関係者と共有することは有
効。
・マスコミが知りたいのは「いつ何を知ったか」「公表したか」「原因は・健康被害はあるのか」「法令違反はない
のか」。その４点をしっかりと説明すればマスコミの理解は得られる。

■現場サイドの異常を認識する感度を高める
・1件だけでも担当者の判断で要注意案件として判断できるようにする。
・食品は単品で食されるケースは少なく、色々な観点で見ることが重要。
・腹痛等の苦情や問い合わせがあった場合、現物の商品を受け取り、経過についてもしっかりと聞く。
■情報を集約して異常を見極める体制の整備
・お客様の問い合わせや回答・対応内容を記録し、照会できるように（データベース化）する。
・クライシス・事故・事件対応に関する規定を制定。クライシスの判断基準、対応の基本を定める。
・アラート機能、ランク付けなどにより異常値の判断基準を設定。
・お客様の問い合わせや回答・対応内容を記録し、データベース化する
■緊急時におけるお客様の問い合わせを受ける体制を整備する
・外部からお客様対応として案内する番号を決めて、公開する。
・電話回線の増設、お客様対応の応援要員、社外の協力会社の確保など、緊急時にお客様からの問い合わ
せを受けられるように準備しておく。
・お客様からの電話を受ける人とフォローアップする人といった様に役割を分けておく。
・お客様対応の経験のある人、電話の応対ができる人にお客様対応を任せる。
・緊急時にお客様対応がしっかりとできるよう訓練しておく。応援要員を育成しておく。
・事件の拡がりや反響を把握する。商品特性や危険度合い、対象製品数や賞味期限などをもとに予測する。
・報道のタイミング、内容によって、問い合わせ数が変化する。
・1件あたりの対応時間は、長くなることを想定して体制を組む必要がある。
・食べてしまったお客様の不安や健康被害を訴えているお客様には、誠意を持って対応することが第一。

･問い合わせに対して憶測で答えない、公式発表以外の情報は伝えない（根拠の無い話はしない）ことが重
要。
･公式発表に無い質問は一旦預かり、社内の緊急時における情報伝達経路に乗せる。
・情報伝達経路の確保と対応スピードの向上には訓練が重要。
･情報伝達経路を確保する体制を整えておくべき。（本来の仕事がある人間全員で電話を取っていたら営業本
部に上げるルートが確保できない。）

･電話応対は、メディアは広報、お客様はお客様相談室、取引先は営業担当にと区分けが必要
・「事件事故速報」など、第一報を行う担当者から管理者、責任者層に同時に周知し、必要な判断を仰ぐことの
できる情報連絡・伝達の仕組みをつくる。
・内部の情報共有体制の見直しを行い、複数のツール（携帯メール、内部サイト、FAXで指示報＋電話等）を活
用し情報を届ける体制を構築。
・単独の組織・団体だけでなく、関連する組織・団体間で情報共有の仕組みを構築。
・事件・事故に関する「対応記録」を作成しておく。
・経過観察については「事件事故速報」をもとに終了まで見届ける。
・終息後、対応を見直し再発防止、注意喚起につとめる。

（4）取引先（小売業）への情報発信

（5）取引先（小売業）からの情報の受信

（6）組織内の問い合わせを情報共有、情
報伝達

･不確実な情報を取引先（小売業）に提供するのは逆に混乱につながる。
･取引先（小売業）も対応を考えていく時間が必要。
・取引先（小売業）が必要な情報は、製品の安全性や撤去の必要性、健康危害があるのか？などであり、原
因・対策はその次でも止むを得ない。
・取引先（小売業）にとって最も重要な情報は、「どの範囲まで店頭から除けば大丈夫なのか？」ということ。撤
去範囲と、それ以外の商品についての「大丈夫だ」というしっかりとした根拠を示す必要がある。
・商品情報などと同様に、それ以外の情報（取引先（小売業）が気にされると想定される事項）についても何ら
かの形で一元管理、メンテナンス、必要な時にすぐ引き出せるように準備しておくことが必要。

■ 緊急時における情報発信の事例を基にした
意見交換のまとめ
事例を基に意見交換を行った内容を3つの観点で整理しまとめた。

① 情報発信の対象者別

ステークホルダーごとの 情報
の受発信という観点で 意見交

換の内容を整理。

② 協働の着眼点との関係性

本分科会の意見交換の内容を「協
働の着眼点」に即して整理。

③ 緊急時対応の場面別

意見交換をした内容を整理し、緊急
時 における情報発信のポイント と

してまとめた。

② リスクマネジメントの観点から、情報共有・発信
のあり方を考える

③ 消費者との信頼関係構築と信頼の回復について
考える

茂木 寿氏 （東京海上日動ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ERM事業部長）

中谷内 一也氏 （同志社大学心理学部 教授）

① 緊急時における消費者の意識と行動について理解
を深める

小阪 裕司氏 （オラクルひと・しくみ研究所 代表）

【学びのポイント】
・緊急性が高まった時に、消費者に信頼できる情報を提供する。
・平常時からお客様との関係作りをしておくことが重要。

【学びのポイント】
・信頼回復にあたって人質供出が機能するのは、日頃から好意を
持ってくれている人。

・平常時から、信頼を得るための本質的な取組を継続し、アピール
していくことが重要。

【学びのポイント】
・緊急時に備えて平常時から社内の体制を整え、スピーディーに対応
できるよう訓練しておく。

・平常時からのステークホルダーとの情報共有が重要。

■ 有識者による講演



２．「マスメディアとの意見交換のあり方」分科会
報告者：ハウス食品株式会社カスタマーコミュニケーション本部 広報・IR室

堀尾 次長

【分科会の目的】

○食品事業者等とマスメディア関係者が相互理解を深め、的確な情報提供を行うための環境をいかにして構築

していくかを検討し、食品事業者等とマスメディア関係者との継続的な意見交換、交流の場を持つことの是非、

場の持ち方について意見交換を行う。

○食品事業者等とマスメディア関係者が、互いに消費者の食に対する信頼を向上させるための情報発信のあり方

について意見交換を行う。

「マスメディアとの意見交換のあり方分科会」の流れ

第1回分科会第1回分科会

○マスメディアを通じた
情報発信の課題抽出

○マスメディア関係者との
意見交換テーマの設定

第2回分科会第2回分科会

第3回分科会第3回分科会

第4回分科会第4回分科会

■意見交換の実践■
○情報発信におけるクライテリア

媒体： 新聞・雑誌

○食への信頼回復に向けた客観情報の伝え方

媒体： 新聞・オピニオン誌

○食の信頼確保に向けた積極的な情報開示、
情報提供の仕方

媒体： 雑誌・Webメディア

【成果物】 ： 報告書（構成内容（案））

・マスメディアの食に関する情報の考え方【講演録】

・事業者とメディアの食に関する情報発信の視点の違い及び共通点【ワークショップにおける意見交換のまとめ】



第2回分科会 H21.9.14

【テーマ】情報発信におけるクライテリア
消費者と食品事業者の間に情報の非対称性がある中で、どこまで情報を開示すべきか、伝える情報のプライオ
リティについてメディアと共に考える。

【テーマ】情報発信におけるクライテリア
消費者と食品事業者の間に情報の非対称性がある中で、どこまで情報を開示すべきか、伝える情報のプライオ
リティについてメディアと共に考える。

【実施事項】
・マスメディア関係者の講演。
・食の信頼確保を考えたときに消費者に何をどの様に伝えるべきかについて意見交換を実施。

【実施事項】
・マスメディア関係者の講演。
・食の信頼確保を考えたときに消費者に何をどの様に伝えるべきかについて意見交換を実施。

【招聘したメディア関係者】
・朝日新聞 生活グループ記者
・日経ビジネス 記者
・エコマム プロデューサー

【招聘したメディア関係者】
・朝日新聞 生活グループ記者
・日経ビジネス 記者
・エコマム プロデューサー

【メディア関係者の講演】

・食の問題は緊急時と平時に分けて考えることができる。緊急時の食の安全に関わる情報の伝え方の最近の
傾向として、身体への影響について可能な限り客観的な情報を示すような方向に変わってきていることがあげら
れる。一方、平時については消費者の食（の安全）に関するリテラシーの向上につながる情報を意識的に発信
するようにしている。

・食の安全に関して積極的に関与したいと考えている読者でも「添加物が何か良くわからない」といった声があり
、知識にバラつきがある。読者の知識レベルのバラつきを意識しながら情報を発信していくことが必要。

・一見消費者に対してマイナスと思える情報であってもしっかりと伝え、消費者に受け入れてもらえるような情報
発信が必要であり、企業のそのような情報の発信発を促すようなサポートしていく。

【メディア関係者の講演】

・食の問題は緊急時と平時に分けて考えることができる。緊急時の食の安全に関わる情報の伝え方の最近の
傾向として、身体への影響について可能な限り客観的な情報を示すような方向に変わってきていることがあげら
れる。一方、平時については消費者の食（の安全）に関するリテラシーの向上につながる情報を意識的に発信
するようにしている。

・食の安全に関して積極的に関与したいと考えている読者でも「添加物が何か良くわからない」といった声があり
、知識にバラつきがある。読者の知識レベルのバラつきを意識しながら情報を発信していくことが必要。

・一見消費者に対してマイナスと思える情報であってもしっかりと伝え、消費者に受け入れてもらえるような情報
発信が必要であり、企業のそのような情報の発信発を促すようなサポートしていく。



第3回分科会 H21.10.15

【テーマ】食への信頼回復に向けた客観情報の伝え方
食の安全に関する客観的な情報の発信を通じて、消費者に正しい認識を伝達し、食への信頼回復を実現するた
めにどうしたら良いか、食品事業者とマスメディア関係者が共に考える。

【テーマ】食への信頼回復に向けた客観情報の伝え方
食の安全に関する客観的な情報の発信を通じて、消費者に正しい認識を伝達し、食への信頼回復を実現するた
めにどうしたら良いか、食品事業者とマスメディア関係者が共に考える。

【実施事項】
・マスメディア関係者の講演
・意見交換のためのワークショップ（記事作り）
・食品事業者とマスメディアの意見交換における「協働の着眼点」の活用の可能性、活用のあり方についての
意見交換。

【実施事項】
・マスメディア関係者の講演
・意見交換のためのワークショップ（記事作り）
・食品事業者とマスメディアの意見交換における「協働の着眼点」の活用の可能性、活用のあり方についての
意見交換。

【招聘したメディア関係者】
・オルタナ 編集長
・産経新聞 社会部次長

【招聘したメディア関係者】
・オルタナ 編集長
・産経新聞 社会部次長

【メディア関係者の講演】

・マスメディアは、『見出しコミュニケーション』。見出しは一番大事なことを、最も端的に短い言葉で表し、表現次
第で読む人の印象をがらりと変える。記事を書く際はまず見出しから決める。プレスリリースを書くときにも共通
すると思われる。見出しや記事がどうやって作られていくのかを知ることは、事業者の広報活動にも役に立つ。

・社会面は事件や、事故を取り上げることがほとんど。事件、事故を発生時点で伝えるのが社会面だとすると、
一段落してから総括するような視点からまとめる記事を掲載したりしているのが生活面。新聞には社会面、経済
面、生活面と色々なカテゴリーがあり、色々な視点を示すことが前提になっている。

【メディア関係者の講演】

・マスメディアは、『見出しコミュニケーション』。見出しは一番大事なことを、最も端的に短い言葉で表し、表現次
第で読む人の印象をがらりと変える。記事を書く際はまず見出しから決める。プレスリリースを書くときにも共通
すると思われる。見出しや記事がどうやって作られていくのかを知ることは、事業者の広報活動にも役に立つ。

・社会面は事件や、事故を取り上げることがほとんど。事件、事故を発生時点で伝えるのが社会面だとすると、
一段落してから総括するような視点からまとめる記事を掲載したりしているのが生活面。新聞には社会面、経済
面、生活面と色々なカテゴリーがあり、色々な視点を示すことが前提になっている。



第4回分科会 H21.12.17

【テーマ】食の信頼確保に向けた積極的な情報開示、情報提供の仕方
アレルギーやユニバーサルデザインなど消費者に伝えたい情報をきちんと消費者に伝え、浸透させるための発
信の仕方、媒体との連携のあり方をマスメディア関係者と共に考えた。

【テーマ】食の信頼確保に向けた積極的な情報開示、情報提供の仕方
アレルギーやユニバーサルデザインなど消費者に伝えたい情報をきちんと消費者に伝え、浸透させるための発
信の仕方、媒体との連携のあり方をマスメディア関係者と共に考えた。

【実施事項】
・マスメディア関係者の講演
・事業者の消費者向けWebコンテンツを主婦（お母さん）により伝わりやすくする為の意見交換。

・本分科会の取組についての総括。

【実施事項】
・マスメディア関係者の講演
・事業者の消費者向けWebコンテンツを主婦（お母さん）により伝わりやすくする為の意見交換。

・本分科会の取組についての総括。

【招聘したメディア関係者】
・ベネッセ食育研究所 事務局長
・ボンメルシィ！リトル 編集長

【招聘したメディア関係者】
・ベネッセ食育研究所 事務局長
・ボンメルシィ！リトル 編集長

【メディア関係者の講演】

・栄養バランスが気になるという人たちの中でも知識レベルは様々。また、手作りという言葉一つとっても想像さ
れることが世代によっても全く異なる。意識調査の結果（主婦・読者の声）をそのままうのみにすると真のニーズ
と乖離することが多い。回答の背景や普段の生活、世代の特性などを考慮して、情報を発信する必要がある。

・難しいことを読んでもらう時の方法の一つに、マンガという手法がある。マンガを活用することでストーリーの中
で理解を促したり、言いたいことを太字にするなどの工夫をしている。また、伝えたいことが10あった時に、10伝
えようとして1つも残らないよりは、始めから3つに絞って3つを確実に伝える方が良い。その方が主婦の方の心

に残ると思う。女性には母、妻、嫁、娘そして女性というように立場に応じた様々な気持ちがある。その中のどの
顔の気持ちにフィットした方が関心を引けるのか考えて発信している。

【メディア関係者の講演】

・栄養バランスが気になるという人たちの中でも知識レベルは様々。また、手作りという言葉一つとっても想像さ
れることが世代によっても全く異なる。意識調査の結果（主婦・読者の声）をそのままうのみにすると真のニーズ
と乖離することが多い。回答の背景や普段の生活、世代の特性などを考慮して、情報を発信する必要がある。

・難しいことを読んでもらう時の方法の一つに、マンガという手法がある。マンガを活用することでストーリーの中
で理解を促したり、言いたいことを太字にするなどの工夫をしている。また、伝えたいことが10あった時に、10伝
えようとして1つも残らないよりは、始めから3つに絞って3つを確実に伝える方が良い。その方が主婦の方の心

に残ると思う。女性には母、妻、嫁、娘そして女性というように立場に応じた様々な気持ちがある。その中のどの
顔の気持ちにフィットした方が関心を引けるのか考えて発信している。



３．「消費者との対話のあり方」分科会
報告者：株式会社４CYCLE 田井中

目的 ○消費者とのエンゲージメント（消費者との対話を企業経営に反映）を構築するための対話型コミュニケー

ションのあり方を研究する。

○「協働の着眼点」を共通言語とし、消費者と「食」に対する相互信頼を構築することを目標として、対話手

法の試行、消費者と信頼関係を構築する対話型コミュニケーションのコンテンツと手法の提案、「協働の着

眼点」の活用方法と改善点の提案を行う。

概要： これまでの意見交換、試行結果を踏まえて、企業経営活動のＰＤＣサイクルの中での
対話型コミュニケーションの活用法を検討し、対話のあり方をまとめた。

第5回
H22.2.5

第1回
H21.6.19

概要： 直接対話の手法について、意見交換を実施した。さらに、間接対話と直接対話の組
み合わせの可能性について、議論を行った。

第4回
H21.11.18

概要： 事前に実施したアンケート結果から、「消費者との対話のための取組の現状」と「食の
信頼を向上するための対話の可能性」について、対象者の３階層（第一階層：傍観者、第二
階層：質問者、第三階層：協働者）別に手法・コンテンツについて整理した。また、間接対話の
手法について、特にWEBの活用手法についてグループワークを行った。

第3回
H21.10.20

実施

内容

概要： ＣＳＲに関わる今後の動向として、ステークホルダー・エンゲージメントが重要となるこ
とと絡めて、本分科会の主旨と目的、位置づけなど概要を説明。参加者から頂戴したコメント
を元に消費者との対話における課題について整理を実施。

第2回
H21.9.2

概要： 『消費者との直接対話の試行（任意参加）』の感想等を伺った結果、消費者とより効果
的な対話を行うためには、「１）対話の相手、２）進め方、３）テーマ設定」の３つが重要である
という意見に集約された。さらに双方向コミュニケーションにおける対話の構成（直接対話・間
接対話について等）や、対象者の階層別のコミュニケーション手法の方向性について議論を
行った。



●FCPダイアログ・システムは、「協働の着眼点」をベースに消費者とのエンゲージメント（消費者との対話を基に企業行動を改善、

消費者との信頼関係を構築すること）における「対話型コミュニケーションの手法」を体系的にまとめたものである。

●2010年度はCSRに関する国際規格ISO26000が発効予定である。その規格の中でも、対話を通じてステークホルダーと積極的に

関わりあうプロセスである、ステークホルダー・エンゲージメントの重要性が謳われており、今後の企業行動において重要な概念

となる。消費者との間で「食」に対する相互信頼を構築することを目標としたコミュニケーションを行う際の手引きとして活用頂け

れば幸いである。

１．FCPダイアログ・システムとは？

FCPダイアログ・システム‥・
食品事業者と消費者間の信頼構築を目的とした、対話による統合型コミュニケーションの仕組み

FCPダイアログ・システムの目的１

FCPダイアログ・システムの活用シーン２

●企業行動を理解して頂くことで消費者と信頼関係を構築したい時に活用。

「自社の信頼向上に向けた取り組みをもっと知って欲しい。」

「食育や子育てに関わる情報など、消費者に向けて積極的に発信している情報を見て欲しい。」

「CSR活動に力を入れているが、消費者からの評価が見えてこない。」

●消費者からの不安の声を払拭し、安心して頂くためのコミュニケーションに活用。

「食に関する知識を高めてもらい、安心して食を楽しんでもらうには？」

「自社商品に関する誤った情報が流れているので、正しい情報を伝えたい。」

●食に関する社会的な課題を解決し、安心して楽しめる食生活を創るためのコミュニケーションに活用。

「自社だけではなく業界全体で解決しなくてはいけない課題がある。」



信頼関係の構築を目的としていること

マーケティング・コミュニケーションは商品の販売促進、企業ブランドのイメージ向上を主たる目的としてきた。
FCPダイアログ・システムは主に食品事業者と消費者間の信頼関係の構築を目的とし、マーケティング・コミュニケーションにおける
商品の販売促進等の目的とは異なるものである。

消費者の食に対する関心を高め、信頼に繋げるものであること

食品事業者と消費者は、情報を発信する側（食品事業者）、受信する側（消費者）に２分されると捉えられがちであり、食品事業者
は発信した情報の理解を消費者に求めてきた。
一方、FCPダイアログ・システムは消費者の声に耳を傾けることから始める。消費者が対話に積極的に参加することで、自分達も
安心できる食生活作りに関わっているステークホルダーであるという認識を作っていく。

多様なコミュニケーション・チャネル（媒体）を組み合わせて活用する仕組みであること

テレビや新聞、雑誌等、ホームページ（PC、携帯電話）等のメディア、また会議など多様なコミュニケーション・チャネルが存在して
いる。各コミュニケーション・チャネルは企業内の様々な部署で各々が独立して活用されているケースが見られる。
FCPダイアログ・システムでは、それら多様なコミュニケーション・チャネルを組み合わせて活用する。

「協働の着眼点」をベースに持つこと

従来のコミュニケーションは他の事業者と差別化を図るために、食品事業者が各社の視点・目的に応じてコミュニケーションの内容
（コンテンツ）を使い分けてきた。
FCPダイアログ・システムは消費者との信頼の構築を目的とし、「協働の着眼点」に対応した企業行動をコンテンツとする。消費者と
の対話を通じて浮き彫りになった企業行動の課題が「協働の着眼点」を基に改善され、食品業界全体がより消費者から評価される、
という好循環を生むものとなることを目指す。

各事業者の実践事例を集め、継続的に見直していく仕組みであること

FCPダイアログ・システムはまだ緒についたばかりの試みである。継続的に試行していくことで、より実効性のある仕組みとなって
いく。

２．FCPダイアログ・システムの性格

１

２

3

4

5



３．FCPダイアログ・システムの実施プロセスに関する考え方

消費者の声を聞く

問いに答える
消費者の問いに対応する企業行動を「協働の着眼点」を活用しながら、分かりやすく答えていく。

問いのレベルに合わせて多様なコミュニケーション・チャネルを組み合わせながらの情報発信を行う。

事業者の企業行動改善、消費者の食に対する信頼の向上
①②のプロセスを繰り返すことで相互の理解と信頼関係を構築する。情報格差に気づき、情報格差を埋めていく

だけではなく、消費者の問いに対して企業行動を改善し、消費者も企業に対し質問を繰り返すことにより共に食の

信頼を創る関係を結ぶ。

（事業者） （消費者）

情報

１

２

3

このギャップを埋めていく

食品事業者から様々な情報発信が行われてきたが、結果として情報格差は埋めきれていない。

したがって、逆に「消費者が知りたいことは何か？」の情報受信を先行させることが必要である。また消費者の階層に

よっては「何を聞いたら良いか」が分からない場合も想定されることから、消費者の問いを引き出すコミュニケーション・

チャネルも合わせて求められる。

食への信頼低下の一因として情報の非対称性がある。３つのプロセスを通じ、情報の格差を埋めて
いくことで食品事業者と消費者間の信頼関係を構築していく。



４．FCPダイアログ・システムの実施手順

対象者の特定（p5参照）

対話の手法の組み合わせを行い、抽出した課題について対話を通じて解決策を

見出していく。

１

２

FCPダイアログ・システムでは消費者を３階層に分けて考える。

対話の対象となる、自社に関わりのある消費者を３階層に当てはめてみる。

FCPダイアログ・システムは 1．対象者の特定 2．対話手法の決定 3．対話による課題解決 4．対
話の結果の情報発信 の手順を踏む。

対話の対象者に対し、対話のテーマとなる課題を抽出する為の手法を決定する。

問題点となっている事象の背景にあるものを抽出することで対話の材料とする。

FCPダイアログ・システムでは対話の手法を直接型、間接型、ワンウェイの３タイ

プに分類し、対象者の特性に合わせそれぞれの手法を組み合わせる。

対話を通じた課題解決３

対話の結果などを｢協働の着眼点｣を用いて整理し、情報発信コンテンツの整備

を行うことにより、対話の対象者だけではなく、幅広い層に向けて情報発信する。

対話結果の情報発信４

対話の手法の決定（p7参照）

＜システム実施例＞

●各ステップにおいて次項の事例集等を参照

＜実施手順＞

例）自社のメルマガ会員を第２階層に設定。

その中でも自分でブログを持って積極的に情報発信してい

るお客様を第３階層とした。

例）製造現場を見てもらうこととし、第２階層をメインターゲット

にした工場見学会後に試食会を兼ねたグループ・デイスカッ

ションを行うことにした。

第２階層だけではなく、第３階層も参加者として招き、ブログ

を通じた情報発信にも期待する。

例）まずは、対話の結果として工場見学の様子を自社ホーム

ページに掲載。｢協働の着眼点｣を使いながら分かりやすく

説明。また定期的に工場見学を行うこととし、雑誌の編集者

にも取材をしてもらった。第３階層が自身のブログで紹介して

くれた。

②対象者毎に対話の手法を組み合わせる

①自社の消費者を３階層にあてはめてみる

③対話を実践する

④対話の効果の拡大を図る

例）第２階層に対してはメール・アンケートを選定。

第３階層にはじっくり話を聞きたいのでフェイス・トゥ・フェイ

スヒアリングを行うことにした。



第３階層：
食について議論ができる人

（特徴）

●必ずしも食に対する幅広い知識をもって

いる人ばかりではないが、食の信頼構築

に向けた課題解決を食品事業者と共に

考えることができる。

●食の情報を発信できる。食に関する人的

ネットワークを持っている。

５．消費者の階層化

第２階層：
食に関する質問・返答がある人

（特徴）

●食品の安全性等、食に関する情報に

対し、関心を持っている。

●お客様相談センター等、食品事業者の

情報受信チャネルを活用している。

第１階層：
食の情報に関心はあるが質問や返答が

ない人、又は食の情報に関心のない人

（特徴）

●平常時にはこの層からの発信が少ない

ため、対象を特定しづらい。

●人数は非常に多いと想定される。「
食

」
へ

の
【

興
味

・
関

心
】

高

低

「食」に関わる【行動・活動】少 多

（情報発信の留意点）

●情報を発信しないが情報を見ている可能性があ

ることから、マスメディア等を通じた発信が必要。

●この階層に対しては、わかりやすい端的な表現

で伝えることが重要。

（情報発信の留意点）

●食の情報への関心が低い第１階層への影響も

大きい為、この層の問いに対する回答をきちんと

行うことが重要。

●この階層に対しては、ある程度の知識・関心を

持っていることを前提として伝えることが重要。

（情報発信の留意点）

●食品事業者からの情報発信だけではなく、こ

の層から他階層への情報発信を促す方法も

検討する。

●この階層に対しては、専門用語も活用しなが

ら、今後の見通し・方向性や、食文化・食生活

に関わるような広範囲で中長期的な視点を

もった情報を伝えることが重要。

食の信頼に対する態度で消費者を３階層に分ける。FCPダイアログ・システムでは３つの階層を定着させてしまうのでは

なく、継続的に対話を続けることで第１階層から第３階層へと消費者の食に対する関心を高めたい。



■参考１：対話のテーマの例

以下は、今後『「食の信頼向上」のための対話のあり方』について本分科会で実施したアンケート結果を基に、各階層別の対話テー

マの例を整理したもの。

＜対話のテーマの例＞

【意識啓発、食に関する知識の向上】

・食（安全、食育）の正しい知識の提供

・問題の提起

【興味喚起】

・企業・食のグッドニュース、商品に絡めた裏

話・開発秘話（こだわり）、「くらしの豆知識」

「食の知っ得情報」を提供

・わかりやすい情報を記憶に残るように提供

例．「私だったら、○○します」など明言

・影響力のある人、モノ、媒体の活用

・アニメを使用して関心を上げる

＜対話のテーマの例＞ ＜対話のテーマの例＞

第３階層第２階層第１階層

【第２、第１階層への影響】

・第３階層の声を借りて、メッセージを発信

・第３層からの情報発信を第２階層へ普及、第１階

層で検証するサイクルづくり

・食品の安全をはじめとする「消費者力」（正しい知

識）向上

【課題解決・問題提起】

・問題の本質と解決策の検討

・今後の問題、新しい課題の想定

【研究・調査】

・新しい情報の提供、情報の共有

・専門性の高いテーマ、グレーゾーンを持つテーマ

についての検討

【企業の取組の見える化】

・商品紹介と併せて品質管理体制について訴求

・企業の安全に対する理念等について情報提供

【意識啓発、食に関する知識の向上】

・発言力・影響力の高い第３階層の基調講演・

質疑応答を通じた直接啓発

・生活者の関心事（添加物、賞味期限、原産地

等）の深堀

・食に関する知識の向上（食育活動）

・正しい情報の共有化、問題の経過と対策など

の勉強会

【ニーズの把握】

・第３階層に語ってもらう際の文脈作りや、食品

事業者が自社で発信する際のコンテンツ作り

のヒントを第２階層から収集

・個々のニーズに適した情報共有

【企業の取組の見える化】

・マスコミ情報などに対する企業の声

・企業の活動努力の見える化



FCPダイアログ・システムではコミュニケーションを大きく直接対話、間接対話、ワンウェイ・コミュニケーションに分類し、

それらを組み合わせながら３階層に分けた消費者とコミュニケーションを図る。

６．直接対話と間接対話、ワンウェイ・コミュニケーション

直接対話

「フェイス・トゥ・フェイス」で対話を行うことであり、直接対話によって参加者の「気づき」が得られるという効果がある。

また、何らかのテーマ・課題について「答えを出す」ことが可能な場合もある。

コミュニケーション課題のテーマに応じて会議室等の部屋で対話を行う「会議型（ラウンドテーブル、ワークショップ、試食会等）」と、

「体験型（食育講座、工場見学、生産現場見学等）」の２種類に分けられる。

「会議型」は意見交換を中心とし、主に社会的な課題や解決策の見出しづらいテーマを取り扱う。

「体験型」は課題の現場を体験することで参加者の気づき、より深い理解を誘発するコミュニケーションである。

２つのタイプの直接対話は個別に実施するのみではなく、工場見学後に会議室での会議を行う等、複合的に行うことも可能である。

間接対話

お客様相談室やWEBサイト・ネットショップからの「情報受信」や、お客様モニター等への「アンケート調査」といった手法で、

ニーズを引き出し、何らかの「問い」について答えを返すという間接的な対話も重要である。子供や高齢者へのアンケート調査が

難しいなどの課題もあるものの、客観的な情報が得られるという効果がある。

間接対話では、必ずしも「問い」と「答え」が一対になっている必要はない。消費者でも情報発信しやすいインターネット（PC、携帯

電話）では、消費者の多様な声が発信されている。そういった声に対し、自社ホームページに情報を発信する等のケースも考えら

れる。

ワンウェイ・コミュニケーション

双方向である対話型コミュニケーションとは異なり、テレビや新聞、雑誌などマスメデイアを通じたコミュニケーションをワンウェイ・

コミュニケーションと分類する。大勢の消費者、特に第１階層の消費者に対し、情報を発信できるという利点がある。

効果的に情報を発信するためにはメディアとの連携が重要。

１

２

３



消費者との
コミュニケーション

双方向コミュニケーション
（対話型コミュニケーション）

ワンウェイ・コミュニケーション

直接対話：消費者と事業者の会話

間接対話

体験型
・工場見学
・食育

‥広告／PR／商品パッケージなど、通常、マーケティング領域でよく活用される
コミュニケーション

‥インターネット（PC、携帯電話）等を介し、
双方向性を活かしたコミュニケーション

（事業者にとっての）情報受信メディア：高関与層

・事業者⇔消費者 ・消費者⇔消費者

アンケート調査：不特定多数のサイレントマジョリティ

対話の試みのコミュニケーション
・対話内容の伝播

消費者と事業者の信頼構築
・消費者からの事業者に対する信頼
・事業者からの消費者に対する信頼

ニーズの把握

会話による
課題解決の
方向性確認

■参考２：対話の構成イメージ

相手を特定出来る
相手のニーズが分かる

会議型
・ラウンドテーブル
・ワークショップ 等



第１階層：食の情報に関心はあるが質問や返答がない人、又は食の情報に関心のない人

●小売店や百貨店の店頭等、対象者が集まっている場で行われるイベントや展示会でのコミュニケーション。
●食の安全性や食育など、店頭に並ぶ商品にまつわる知識、また食に関する基礎的な知識の提供を行う。
●イベント、展示会の場での質疑や会話のやり取りで、この層のニーズを引き出す。

●母親学級、離乳食学級、乳幼児検診などの場を使いながらのコミュニケーション。
●子供に対する意識を活用しながら食にまつわる情報、特にアレルギー情報などの役に立つ情報の伝達。
●イベント、展示会の場での質疑や会話のやり取りで、この層のニーズを引き出す。

●食の安全・安心に関する情報に興味をもってもらえるようなキャンペーンを実施する。
●または従来型のプレゼントキャンペーン等、第１階層の消費者の興味・関心を引きやすい情報と組み合わせながら、食の信頼向上に向けた取組に関する
情報を伝える。

●アンケート調査も併せて実施することで、ニーズの掘り起こしや、興味喚起を図る。

７．対象者の設定とコミュニケーション手法の組み合わせ例

１

集客型イベント・展示会
直接
対話

ホームページ（PC・Web）での

キャンペーン
間接
対話

子育ての場の活用
直接
対話

第１階層向けとして適当と考えられるコミュニケーション手法

●マスメディアを通じ、対話型ではなく多数の消費者に対しワンウェイ・コミュニケーションを行う。
●「協働の着眼点」を活用し、分かりやすい情報をイラストを使うなど共感してもらいやすい形で発信。
●メディアに対しても「協働の着眼点」を使った説明をするなどの関係作りが重要。

マスメディアとの連携による情報発信
ワン
ウェイ



第２階層：食に関する質問・返答がある人

●セミナー・講座など会場を使ったコミュニケーション。
●発言力・影響力の高い第３階層を講師に招いた講演、質疑応答を通じた啓発など正しい情報を共有しあう活動が中心となる。
●イベント、展示会の場での質疑や会話のやり取り、講演後のアンケート等を通じて、この層のニーズを引き出す。

●座談会など会場を使った会議体型のコミュニケーション。
●現状の商品や企業行動の評価・問題点を聞く、など消費者の問いを聞くために行うことも出来る。
●会場での質疑や会話のやり取り、事後のアンケート等を通じて、この層のニーズを引き出す。

●工場など食品事業者の現場を使ったコミュニケーション。
●現場の体験を通じて、企業の安全に対する取り組みや理念を直接見てもらう。また工場見学ルートを「協働の着眼点」をもとに見直し、

説明方法の工夫を図る。
●会場での質疑や会話のやり取り、事後のアンケート等を通じて、この層のニーズを引き出す。
●見学会、試食会開催後に会議室での議論を行うなど、対話を行う為の導入部として使うことも可能。

●食の安心・安全について感じていることをアンケートを通じたヒアリングを行い、コミュニケーション・テーマについての課題を抽出する。
●自社のお客様モニター、メールマガジン会員等を持っている場合は、モニターへの調査がこれに充当する。無い場合は別途アンケート調査を行う。

●お客様相談室へ寄せられる、消費者の声を分析する。
●コミュニケーション・テーマに関連すると思われる問い合わせ内容を分析し、課題を抽出する。

●コミュニケーション・テーマについて、消費者の問いに対する回答を自社ホームページに掲載する。
●自社ホームページは自社の意見が表明出来る場である。「協働の着眼点」を活用しながら分かりやすい表現を行う。

セミナー・出前講座
直接
対話

グループディスカッション
直接
対話

工場・店舗見学・試食会
直接
対話

お客様相談室への問い合わせ分析
間接
対話

アンケートの実施
お客様モニター・アンケート

間接
対話

ホームページ等の自社で運用する媒体で
の発信

間接
対話

２ 第２階層向けとして適当と考えられるコミュニケーション手法

●商品パッケージに、お客様からの問いに対する回答を掲載することで、商品を通じたコミュニケーションを行う。

商品パッケージを活用した発信
間接
対話



第３階層：食について議論ができる人

フェイス・トゥ・フェイスヒアリング
直接
対話

●主に文化人や評論家等に対して、社会的な課題など現状ではすぐに解決出来ない課題について、消費者の代表として詳細な意見を伺う。
●ヒアリングの内容をもとに、他層との対話を行うコンテンツとしたり、広く社会に発信するコンテンツとして取り扱う事も検討する。

●工場など食品事業者の現場を使ったコミュニケーション。商品製造や販売の現場を通じて、企業の安全に対する取り組みや理念を見てもらい、
情報発信の方法について意見交換を行う。

●こういった情報提供の機会を通じて、この層からのblog等による情報発信についてのサポートを行う。

●企業の安全に対する取り組み等について講習会を行い、この層に協力者となってもらうことを促す。
●講習会を体験することで第２階層以下へのセミナー・出前講座などでの講師となってもらい、消費者から消費者への情報の拡がりを目指す。
●こういった情報提供の機会を通じて、この層からのblog等による情報発信についてのサポートを行う。

３

ラウンド・テーブル
直接
対話

講習会（資格者、講師養成）
直接
対話

現場見学会・試食会（研究所・工場、店舗）
直接
対話

プログラム開発WS直接
対話

課題抽出WS直接
対話

第３階層向けとして適当と考えられるコミュニケーション手法

●会議型コミュニケーション。答えの出しづらい問題の本質を探り対話のテーマに関して何が課題となっているかを抽出する議論を行う。
●議論を行う際には、事前に工場や店舗等の現場見学を行ったり、第２階層に対するアンケート結果を使う等の情報提供をしながらの議論も検討する。

●会議型コミュニケーション。「協働の着眼点」を活用した情報発信の仕方、CSRや食育などの活動プログラムを一緒に作る。
●議論を行う際には、事前に工場や店舗等の現場見学を行ったり、第２階層に対するアンケート結果を使う等の情報提供をしながらの議論も検討する。

●会議型のコミュニケーション。消費者代表としての第３階層、その他学識者など複数のセクターが集まり討議する。
●多様な意見を突き合わせることで、社会的な課題など現状ではすぐに解決出来ない課題についての解決策を検討する。
●ヒアリングの内容をもとに、他層との対話を行うコンテンツとしたり、広く社会に発信するコンテンツとして取り扱う事も検討する。



対象者
（食品事業者を除き、

商品の購買に影響を及ぼす
母集団）

対話の手法 対話のテーマ（コンテンツ）設定
対話結果の情報発信

（手段等）

●直接対話
【会議型】
・招待食育イベント

【体験型】
・店頭、配達先
・街角インタビュー形式聞き取り
・電話（お客様相談室）

●間接対話
・アンケート
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）

●ワンウェイ・コミュニケーション
・有名人（芸能人）を通じて
・店舗（ポスター、商品POP）
・商品パッケージ
・ダイレクトメール
・広告媒体（新聞、ＴＶＣＭ、チラシ、雑
誌）

＜第１階層＞
食の情報に関心はある
が質問や返答がない
人、又は食の情報に関
心のない人

●直接対話
・商品情報（例．安全性、特性、購入希望、商品回収など）

●共通（直接対話、間接対話、ワンウェイ・コミュニケーション）
・気づいてもらうことそのものが重要なテーマ
・現状の問題点に関する情報
・企業の姿勢
・商品情報

●間接対話
・受動的に情報に触れてもらう
・一般的衛生管理、食育、健康、育児
・企業メッセージ
・安全への取組、品質管理体制
・商品情報、商品戦略

【企業からの情報発信等】
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）
・商品パッケージ
・販促物（店頭POP、商品カード）
・キャンペーン

【媒体を通した情報発信等】
・報道へのニュースリリース
　→ＴＶ番組とのタイアップ
　→広報（新聞、雑誌、本）
　→広告（ＴＶＣＭ、新聞、雑誌等）

■参考３：消費者との対話の取組事例集

１ 第１階層向けの対話の取組

※企業行動の情報発信研究会「消費者との対話のあり方分科会」アンケート調査結果より

・実施期間： 平成21年9月11日～25日、さらに、第３・４回分科会、及び、平成21年12月15日～平成22年1月12日に追加調査

・調査対象： 本分科会参加企業・団体23事業者

以下は、分科会参加企業・団体で実施している各階層に対する対話の手法、テーマ等を整理したもの。



対象者
（食品事業者を除き、

商品の購買に影響を及ぼす
母集団）

対話の手法 対話のテーマ（コンテンツ）設定
対話結果の情報発信

（手段等）

●直接対話
【会議型】
・イベント、講演会、セミナー、勉強会
・会議（例．小規模な会員同士の会議）
・試食会（※２）
・自社モニター（第２階層）へのインタ
ビュー

【体験型】
・工場見学、店舗見学、体験学習、産地
交流
・料理教室、食育活動
・店頭、配達先
・電話（お客様相談室）

●間接対話
・アンケート
・手紙（返信）
・メール・メールマガジン
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）

●ワンウェイ・コミュニケーション
・啓発パンフレット
・広報誌
・カタログ
・店舗（ポスター、商品POP）
・商品パッケージ、食品表示
・広告媒体

■具体例

●直接対話
・最新関連情報（例．新しいもの、他の人が知らないこと）
・一般の方では分かりえない、市場情報や新生活情報（例．メタボ
リックシンドローム予防と特定保健用食品）
・食育、子育てなど（親子で参加）
・商品情報（例．おすすめ商品、商品事故の説明、商品規格（アレ
ルギー物質、添加物等）など）
・商品開発（味、製品仕様（パッケージ表示、使い勝手）、消費者
の意識、価格など）

●共通（直接対話、間接対話、ワンウェイ・コミュニケーション）
・関心あるテーマの吸い上げ（消費者へのヒアリング）
・現状の問題点に関する情報（消費者への情報発信）
・食情報・調理情報
・企業の姿勢
・安全への取組、品質管理体制
・商品情報、商品アンケート、商品・サービスについての課題の検
証、付加価値の案内（例．商品パッケージに記載していない食べ
方などの補足説明等）

●間接対話
・商品改善（例．お客様からのご指摘を受けて商品を改善）
・意識調査（例．くらし、商品の使い方、食の安全への意識など）

＜第２階層＞
食に関する質問・返答が
ある人

※２：「試食会」の事例
　・試食をして、ワークショップ等を行い、食に関する情報の受発信を行う試食交流会を開催。子どもを預けられる保育もついて
　　おり、勉強会よりも敷居が低く、一般的な主婦が集まりやすい。

【体験プログラムの実施等】
・工場見学体験プログラム
・料理教室
・小中学校への出張授業、食育体験
教室

【企業からの情報発信等】
・お客様相談室
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）、ツ
イッター
・メールマガジン
・商品パッケージ
・販促物

【媒体を通した情報発信等】
・報道へのニュースリリース
・広報（新聞、雑誌、本）
・広告（ＴＶＣＭ、新聞、雑誌等）

２ 第２階層向けの対話の取組



対象者
（食品事業者を除き、

商品の購買に影響を及ぼす
母集団）

対話の手法 対話のテーマ（コンテンツ）設定
対話結果の情報発信

（手段等）

●直接対話
【会議型】
・イベント、講演会、セミナー、勉強会
・対談、インタビュー
・会議（例．会員総会、地区別総会、定
期会議、リスクコミュニケーション委員
会）
・懇談会（※１）
・自社モニター（第３階層）へのインタ
ビュー

【体験型】
・工場見学、体験交流、産地交流
・配達先
・電話（お客様相談室）

●間接対話
・手紙（返信）
・メール
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）、ブログ

●ワンウェイ・コミュニケーション
・広報誌
・カタログ
・店舗（ポスター、商品POP）
・商品パッケージ
・広告媒体（新聞、雑誌、テレビ）

■具体例

※１：「懇談会」の事例
　・例１）小売業の複数の事業者が集まって、各県の県庁所在地等で消費者団体の方と直接対話を行い、食品に関する質問す
　　べてに回答する懇談会を年２回開催。質問は事前にアンケート調査を行い、それぞれの質問の回答を準備して本番に臨む。
　・例２）「経済広報センター」の主催で、「企業と生活者懇談会」を開催。消費者の方々が会員の食品事業者の工場等を見学し
　　た後に、直接対話の場を設け、企業と消費者が意見交換を行う。

＜第３階層＞
食について議論ができる
人

【株主、マスメディア等のステークホ
ルダーも対象とした情報発信等】
・学会（研究発表）
・株主総会
・ステークホルダー・ダイアログ
・新製品発表会
・マスコミ向け試食会・勉強会・サン
プリング
・有識者・業界紙記者によるマスコ
ミ・業界・広告代理店・シンクタンク等
への情報伝達

【企業からの情報発信等】
・情報交換会
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）、ブ
ログ
・啓発パンフレット
・商品パッケージ
・販促物

【媒体を通した情報発信等】
・報道へのニュースリリース
・広報（新聞、雑誌、本）
・広告（ＴＶＣＭ、新聞、雑誌等）

●直接対話
・話題になっているテーマ、食をめぐる問題（例．「添加物はなぜ、
嫌われるか」、食の安全、食料自給率、食のこだわりなど）
・最新関連情報（例．新しいもの、他の人が知らないこと）
・一般の方では分かりえない、市場情報や新生活情報（例．メタボ
リックシンドローム予防と特定保健用食品）
・評論家、文化人を対象者とした、食文化に関するテーマ
・経営・店舗運営全般
・品質管理体制、現場・現実の正しい認識、製造手法・過程、衛生
管理手法
・商品情報（おすすめ商品、商品事故の説明など）
・商品開発（味、製品仕様（パッケージ表示、使い勝手）、消費者
の意識、価格など）

●共通（直接対話、間接対話、ワンウェイ・コミュニケーション）
・正しい食に関する情報
・現状の問題点に関する情報
・パブリックコミュニケーション：地域社会、自治体、投資家、団体
等の「一般社会」と同等のテーマ
・社会問題
・企業の姿勢（企業が、どのような考えで、どのように食品を製造
しているか）
・ＣＳＲについて
・ユニバーサルデザイン、環境、食情報発信についての取組
・商品情報

●間接対話
・おすすめ商品を中心とした、食をめぐる問題提起、食品の正しい
取り扱い方、生活に役立つ知識（食品表示の見方、FAQなど）の
提供
・インターネット上でレシピ一般募集、Ｑ＆Ａをお客様同士で行う

３ 第３階層向けの対話の取組



実行可能性調査からの報告

１．「食のGOOD NEWS」ＦＣＰポータルサイトの構築・運用

報告者：NTTレゾナント株式会社メディア事業部サービス部門 関森 様

２．”食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業
報告者:財団法人 日本システム開発研究所第二研究ユニット 岩崎 様



「食のGOOD NEWS」
ＦＣＰポータルサイトの構築・運用

2010/2/24

NTTレゾナント株式会社

― FCP成果報告会用資料 ―

http://eco.goo.ne.jp/



Ⅰ 実行可能性調査の計画概要
１．事業の背景と目的

○○スーパー

食に関する興味深い情報や食品事業者
の取組をすぐに見ることができて便利です

消費者

食品事業者の取組情報の効率的な集約・発信食品事業者の取組情報の効率的な集約・発信

■背景

・「食」に対する信頼向上が大きな課題

・FCPが「協働の着眼点」を策定

■目的

「協働の着眼点」を活用した取り組みを情報発信するポータルサイト

「食のGOOD NEWS」を「環境goo」内に構築・運用し

・消費者へＦＣＰと「協働の着眼点」認知拡大を目指す

・食品事業者への信頼の向上を目指し、効果検証を行う

環境goo FCPポータルサイト「食のGOOD NEWS」

http://eco.goo.ne.jp/food/goodnews/

http://eco.goo.ne.jp/



Ⅰ 実行可能性調査の計画概要
２．実施事業の内容 FCPポータルサイト「食のGOOD NEWS」構成コンテンツ

コンテンツ① 週替わりTOPニュース

食に関心の高い消費者に対して、会員企業様の取組みを画像とテキスト
を効果的に使用し、第3者話法でニュース記事として紹介するアンケート機
能付コンテンツ。※毎週、取材記事を追加

コンテンツ② 語ろう 食の安心（仮称）（3月公開予定）

2010年1月に実施されたＦＣＰ、協働の着眼点について、消費者との対話
型で理解を深めるグループインタビューの内容を掲載。ポータルサイトを利
用する消費者へもＦＣＰ、協働の着眼点への理解を拡げるコンテンツ。

コンテンツ③ キャンペーン情報

会員企業様の「自社のキャンペーン情報」を紹介するコンテンツ。
※企業様ホームページ上で情報発信を行っているものをご紹介

コンテンツ④ 「協働の着眼点」～企業の取組み紹介
会員企業様の取組みを、16項目の着眼点に沿って一覧表形式でご紹介
するコンテンツ。
※企業様ホームページへのリンクもご用意

サイトの特長

食品事業者様の取組みと「協働の着眼点」を見やすく項目立てて表示

http://eco.goo.ne.jp/



Ⅰ 実行可能性調査の計画概要
３．効果検証の内容 アンケート

週替わりTOPニュースに設置したアンケート機能 gooリサーチを活用したアンケート

消費者の声を収集し、取組み結果の効果検証を行う

http://eco.goo.ne.jp/



Ⅱ 実行可能性調査の実施結果
１．効果の検証結果 週替わりTOPニュースに設置したアンケート機能

1 この情報は参考になりましたか？ 2 あなたのご意見やご感想をお聞かせ下さい（抜粋）

81.3%がとても参考になったと回答
ごく当たり前が当たり前じゃないことに、改めて気づかされました。

こんなに明るくて分かりやすいい情報を発信していらっしゃるのを初め
て知りました。気をつけてみるようにしますね。

取り組みは素晴らしいと思います。ですが、実際のところは例えばお弁
当から、目には見えない防腐処理をしていても、国産の農家から仕入
れた野菜だと「安全です」と言えてしまうところが怖いです。

なかなかスーパーの店頭で見かけない小さな会社の情報ですが、こう
やって教えてもらうととても興味がわきます。子供の納豆作り体験はと
ても良い活動だと思いました。

ひじきはどのメーカーのものでも同じと思っていましたが、実は会社ごと
に工夫があるんですね。あと、ＦＣＰとか協同の着眼点というものが何
か、よくわかりませんでした。

ＦＣＰという活動を始めて知りました。こういった取り組みはもっと宣伝
して多くの人に知ってもらう必要があるのではないでしょうか。良い取
り組みだと思いましたが、私のような一般の消費者が知らないままで
はもったいないと思いました。

とても参考になった
81.3％

あまり参考にならない
5.5％

ＦＣＰの基準が判らない。
基準のないシステムの意味がないに等しい。

どちらとも言えない
13.2％

ＦＣＰの規定が明確でない。基準が明らかでない。
税金の無駄使いにならないとよい。

http://eco.goo.ne.jp/



Ⅱ 実行可能性調査の実施結果
２．効果の検証結果 gooリサーチ

■調査テーマ 食の信頼性に関する調査

■調査対象 クローズド調査（消費者）

■調査実施期間 2010/02/08～2010/02/10

■総回答数 1074サンプル

■調査方法 gooリサーチを利用したインターネット調査

gooリサーチ調査実施の概要

http://eco.goo.ne.jp/



Ⅱ 実行可能性調査の実施結果
２．効果の検証結果 gooリサーチ

(SA)問1．あなたは食の安全・安心について関心がありますか。

「問1」では、「まあ関心がある」（59%）が最も多く、以下「非常に関心
がある」（27.7%）、「どちらともいえない」（8.8%）の順となっている。

実数 %

1074 100.0

01 非常に関心がある 297 27.7

02 まあ関心がある 634 59.0

03 どちらともいえない 94 8.8

04 あまり関心がない 43 4.0

05 関心がない 6 0.6

全体

「問2」では、「まあ信頼している」（49.3%）が最も多く、以下「どちら
ともいえない」（34.3%）、「あまり信頼していない」（13.2%）の順と
なっている。

実数 %

1074 100.0

01 非常に信頼している 16 1.5

02 まあ信頼している 530 49.3

03 どちらともいえない 368 34.3

04 あまり信頼していない 142 13.2

05 信頼していない 18 1.7

全体

(SA)問2．あなたの食の安全・安心に関する信頼度をお答え下さい。

非常に関心がある
27.7%

まあ関心がある
59.0%

どちらともいえない
8.8%

あまり関心がない
4.0%

関心がない
0.6%

まあ信頼している
49.3%

どちらともいえない
34.3%

あまり信頼していない
13.2%

信頼していない
1.7%

非常に信頼している
1.5%

http://eco.goo.ne.jp/



Ⅱ 実行可能性調査の実施結果
２．効果の検証結果 gooリサーチ

「問3」では、「どちらともいえない」（43.6%）が最も多く、以下「あま
り発信されていない」（27.1%）、「まあ発信されている」（25.9%）の順
となっている。

「問4」では、「効果的である」（47.1%）が最も多く、以下「どちらともい
えない」（38.7%）、「あまり効果的ではない」（9.1%）の順となっている。

実数 %

1074 100.0

01 十分発信されている 5 0.5

02 まあ発信されている 278 25.9

03 どちらともいえない 468 43.6

04 あまり発信されていない 291 27.1

05 発信されていない 32 3.0

全体

実数 %

1074 100.0

01 非常に効果的である 35 3.3

02 効果的である 506 47.1

03 どちらともいえない 416 38.7

04 あまり効果的ではない 98 9.1

05 効果的ではない 19 1.8

全体

(SA)問3．現在、食品事業者からの情報発信は、十分されていると思いますか。
(SA)問4．FCP(フード・コミュニケーション・プロジェクト)の活動は食の信頼向上

に効果的だと思いますか。

まあ発信されている
25.9%

どちらともいえない
43.6%

あまり発信
されていない

27.1%

発信されていない
3%

十分発信されている
0.5%

どちらともいえない
38.7%

効果的である
47.1%

あまり効果的でない
9.1%

効果的ではない
1.8%

非常に効果的である
3.3%

http://eco.goo.ne.jp/



Ⅱ 実行可能性調査の実施結果
２．効果の検証結果 gooリサーチ ①キューピー株式会社様の取材記事を使用

http://eco.goo.ne.jp/



Ⅱ 実行可能性調査の実施結果
２．効果の検証結果 gooリサーチ ②株式会社長根商店様の取材記事を使用

http://eco.goo.ne.jp/



Ⅱ 実行可能性調査の実施結果
２．効果の検証結果 gooリサーチ

「問5-1」では、「向上した」（54.5%）が最も多く、以下「どちらと
もいえない」（32.9%）、「非常に向上した」（7.3%）の順となって
いる。

「問5-2」では、「向上した」（56.8%）が最も多く、以下「どちらとも
いえない」（29.6%）、「非常に向上した」（8.4%）の順となっている。

実数 %

1074 100.0

01 非常に向上した 78 7.3

02 向上した 585 54.5

03 どちらともいえない 353 32.9

04 あまり向上しなかった 48 4.5

05 向上しなかった 10 0.9

全体

実数 %

1074 100.0

01 非常に向上した 90 8.4

02 向上した 610 56.8

03 どちらともいえない 318 29.6

04 あまり向上しなかった 48 4.5

05 向上しなかった 8 0.7

全体

(SA)問5-1．食品事業者２社の取り組みをご覧になって、食への信頼度は

向上しましたか。

(SA)問5-2．上記の記事から食品事業者の情報発信については向上しまし

たか。

向上した
54.5%

どちらともいえなかった
32.9%

あまり向上しなかった
4.5%

非常に向上した
7.3%

向上しなかった
0.9%

向上した
56.8%

どちらともいえなかった
29.6%

あまり向上しなかった
4.5%

向上しなかった
0.7%

非常に向上した
8.4%

http://eco.goo.ne.jp/



Ⅱ 実行可能性調査の実施結果
２．効果の検証結果 gooリサーチ

「問6」では、「他社の同じ商品と価格が変わらないなら、この企業
の商品を買ってもいい」（66.9%）が最も多く、以下「他社の同じ商
品より多少高くても、この企業の商品を買ってもいい」（22.4%）、
「この企業の商品だからといって特に買ってもいいとは思わない」
（10.6%）の順となっている。

「問7」では、「消費者の質問に事業者が答えるQ＆A（教えて！Goo・
Yahoo!知恵袋・OKWaveのようなQ＆Aサイト）」（56.1%）が最も多く、
以下「食品事業者の食の信頼向上に向けた取組みが検索できるデータ
ベース」（42.2%）、「物産展などの食に関するイベント情報」
（29.2%）の順となっている。

実数 %

1074 100.0

01 消費者の質問に事業者が答えるQ＆A（教えて！Goo・ 603 56.1

02 動画を活用したバーチャル工場見学 266 24.8

03 食に関するセミナー情報 225 20.9

04 食品事業者の食の信頼向上に向けた取組みが検索でき 453 42.2

05 物産展などの食に関するイベント情報 314 29.2

06 プロのアドバイス 207 19.3

07 その他 49 4.6

08 特にない 116 10.8

全体

(SA)問6．問5にて紹介された企業の商品を今後購入したいと思いますか。
(MA)問7．WEBサイトで発信される「食の安全・安心」に関する情報として、

今後欲しい情報はどれですか。

他社の同じ商品と価格が変わらないなら、
この企業の商品を買ってもいい

66.9%

他社の同じ商品より
多少高くても、

この企業の商品を
買ってもいい

22.4%

この企業の商品だからといって
特に買ってもいいとは思わない

10.6%

消費者の質問に
事業者が答えるQ＆A

（教えて！goo・
Yahoo!知恵袋・

OKWaveのような
Q＆Aサイト）

56.1%

動画を活用した
バーチャル工場見学

24.8%

食に関する
セミナー
情報

20.9%

食品事業者の食の
信頼向上に向けた
取組みが検索できる

データベース

42.2%

物産展などの食に
関するイベント情報

29.2%

プロのアドバイス
19.3%

その他
4.6%

特にない
10.8%

実数 %

1074 100.0

01 他社の同じ商品より多少高くても、この企業の商品を 241 22.4

02 他社の同じ商品と価格が変わらないなら、この企業の 719 66.9

03 この企業の商品だからといって特に買ってもいいとは 114 10.6

全体

http://eco.goo.ne.jp/



■結果

・86.7％の人が食の安全・安心について関心があると回答

・50.4％の人がFCPの活動が食の信頼向上に効果的だと回答

・取材記事を読むことで、 61.8％の人が食への信頼度は向上し、
65.2％の人が食品事業者の情報発信について理解が向上したと回答

・取材記事を読むことで89.3％の人が紹介された企業の商品を購入したいと回答

・56.1％の人が、消費者の質問に事業者が答えるQ＆Aコンテンツのような情報が欲しいと回答

■考察

消費者は、食の安全・安心に関する情報に非常に興味があり、今回の事業のように
インターネット上のポータルサイトで情報発信された食品事業者の取組みを知ることで、
その会社に対する信頼度が向上し、結果、その会社の商品売り上げにもつながる可能性がある。

→ポータルサイト上での情報発信の有効性の高さを立証できたといえる。

Ⅱ 実行可能性調査の実施結果
３．結果と考察

http://eco.goo.ne.jp/



■今後の課題

・ポータルサイトを通じて、食の信頼性向上に資する食品事業者の取組を知らせ、協働の着眼点を
活用する食品事業者への信頼を高め、かつ継続的なものにするためには、ポータルサイトの
コンテンツづくりについて、多くの食品事業者の積極的な協力・参画が必要である。

・また、ポータルサイトが自立的に継続・充実していくためには、以下のようなビジネスモデル案を
成立させていくことが必要である。

Ⅱ 実行可能性調査の実施結果
４．今後の課題

○周辺事業者※と連携した地方中小企業の取材記事掲載等による広告収入モデルの確立
※周辺事業者：検査事業者、研修事業者等、食品事業者に向けたサービス提供事業者

○他メディアと連携した事業者向けセミナー企画など
クロスメディアでの情報発信による、広告収入モデルの確立

○Q＆Aサイト「教えて！goo」を活用した対話型コミュニケーションシステムの事業者導入による
収入モデルの確立

http://eco.goo.ne.jp/



＜参考＞環境goo メディアデータ

■ポータル唯一の「環境ポータルサイト」
環境・健康・ロハスのメインテーマをもとに、ココロもカラダも充実できるエコロジカルなライフスタイルを提案します。
また、環境動向をお伝えする 新ニュース、CSR関連情報、環境対応企業のトップインタビュー、環境教育、環境用語辞書から、環境経営・
環境ビジネスに役立つ情報まで提供する環境ポータルサイトです。

■エコなライフスタイルからCSRまで網羅
「オーガニックレシピ」など生活に密着した情報から「地球にリスペクト！」などのタレントインタビュー、さらに環境経営に取り組む企業の担
当者にインタビューする「キーパーソンインタビュー」まで、普段の生活からビジネスシーンまで幅広く情報が詰まっています。

UU数 ： 53万 UU/月 PV数 ： 209万 PV/月 （自社調べによる2008年10-12月集計値）

エコロジカルな暮らしに役立つ旬の記事や環境に関する企業情報を提供するエコなポータルサイト

コンテンツ内容

サイトデータ

性 別 年齢 職業

未既婚 住居形態 世帯年収

ユーザープロファイル

※NetRatings調査（ホームパネル）による2008年10月期実績

男性
54%

女性
46%

20代
16%

30代
27%40代

25%

50代
15%

60代以上
13%

13-19歳
2%

12歳以下
2%

未婚
（独身）
33%

既婚
（子供なし）

13%

既婚
（子供あり）

53%

無回答
1%

賃貸

（マンション）

36%

賃貸

（一戸建て）

9%

所有

（マンション）

11%

所有

（一戸建て）

40%

無回答

4%

16%

29%

22%

17%

5%

7%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

300万円未満

300万円-499万円

500万円-699万円

700万円-999万円

1000～1199万円

1200万円以上

無回答

7%

8%

15%

16%

6%

20%

8%

15%

3%

2%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

商工自営業

管理職

専門・技術職

事務・営業・保安職

産業労働者

サービス関連従事者

専業主婦

学生

その他

無回答

http://eco.goo.ne.jp/



“食の信頼”見える化ツアーのための

商品モデル検討事業

10.2.24 於東京大学

FCP最終報告会

実施事業者：財団法人 日本システム開発研究所

第二研究ユニット 岩崎 尚子



“食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業

１．事業計画の概要

□事業のねらい

・事業の背景→平成20年度FCP事業の課題を受けて発案

－食の信頼向上のために必要な消費者のコミュニケーションってどう具体化できる？－

○食品企業の日々の食への信頼確保にむけた行動を、消費者の視点に立って、
生活実感に近い質感をもった情報に変換して伝えることができないか?

○人を情報媒体とすることを重視し、消費者や各食品事業者の社員などが、
自らの言葉で伝える取組を活性化することができないか?

○食の信頼向上に頑張る食品事業者を評価し、自らが評価する者を「消費・投資」を
通じて支える消費者を養成し、そのネットワークを構築することができないか?

○多様な主体のネットワーク構築のため、学識経験者やＮＰＯ等の地域づくり団体、
地方公共団体など多様な出自を持つ人々が共に行動できる基盤として
「協働の着眼点」を利用した活動モデルが考えられないか？

「協働の着眼点」を活用した、消費者の工場、店舗等の見学に導入可能な

食への信頼確保のための取組を伝えるツアープログラムの開発・試行



⑥新規ツアーの効果の検証
新規ツアーについて、参加者・
参画事業者からの評価により
効果を検証する
○対象ツアー：新規ツアー２件
○参加者評価：参加者に対す
る事前・事後アンケートグ
ループディスカッションも実施

○事業者評価：参画事業者に
対する事前・事後アンケート

“食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業

１．事業計画の概要

①既存体験ツアー
の事例分析

○自治体実施の産
地訪問、工場見学
ツアーの事例分析
○企業実施の産地
訪問、工場見学ツ
アーの事例分析

②事例分析による
改善ポイントの明
確化
①事例分析結果か
ら、「協働の着眼
点」の活用により効
果を向上できる改
善ポイントを明確化
する

③既存体験ツアープログラム
の改善と実施

①で把握した既存体験ツアー
プログラムを、主催者との連
携により②で明確化したポイ
ントを反映させて改善した上
で、実施してもらう。
○改善版既存ツアー：１ﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ（三重県と連携）

⑤新規ツアーの開発と実施
新規にツアープログラムを
開発し、実施する。
○提携先：ぎゅｰとら様他
○モニター対象：ＮＰＯ等の
地域団体メンバー
○実施ツアー：２プログラム

④既存ツアーの改善効果
の検証

既存ツアーについて、ツアーの
参加者・参画事業者からの評
価により効果を検証する
○対象ツアー：三重県実施体
験ツアー

○参加者評価：参加者に対す
る事前・事後アンケート

○事業者評価：参画事業者に
対する事前・事後アンケート

検証１

検証２

□事業の流れ

現在



“食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業

２． “食の信頼”見える化ツアー”のコンセプト

□「工場見学」をビジネスパートナー、お客様との直接的なコミュニケーションの機会と
捉えたら・・・・

Ｂ２Ｃのシーンでは

・一般向け工場見学は身近な
製品ができるまで
（どちらかといえば受身での参加）

↓
・製品原材料の説明、工場施設
の機能説明、製造工程の説明
などの情報のやりとりが中心

↓
・自社の品質・衛生面に関する情
報提供はあまりなされていない。

・お客様基点での自社のスタッフ
がどのような取り組みをしてい
るのか等はあまり積極的に語ら
れていない。

Ｂ２Ｂのシーンでは

・「検査」、「査察」、「チェック」
↓

・品質面・衛生面の情報の
やりとりが中心

↓
・企業理念や生産者、取引先と
の信頼関係構築のための
取り組み（情報共有や連携）

・危機管理やお客様対応等の
企業としての組織マネジメント
体制などは伝えづらい

・そこで働くスタッフの想いは
伝えるシーンになっていない。

「伝える情報」を揃える→「協働の着眼点」を利用できないか！！

工
場
見
学



“食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業

２． “食の信頼” 見える化ツアー”のコンセプト

□“食の信頼”見える化ツアーのコンセプト

○サプライチェーンを構成する事業者が連携して、食への信頼確保に向けた

企業行動を知ってもらう場を提供するプログラムを検討

○参加者に、「現場見学」、「工場見学」というスタイルの中に「体験」的要素を
組み込むことで、食への信頼を確保する為の「企業努力」について、
「実感」と「発見」、そして企業行動への「共感」を育む場のスタイルを検討

現場の人との直接的な触れ合い・交流の機会の雛形をつくる

「協働の着眼点」を活用した「ツアーガイド」の雛形をつくるout put

out put



□“食の信頼”見える化ツアーの流れ

私たちがいつもスーパーで買っている「あの食品」。
子どもたちが大好きな「あの食品」。

馴染みのアイテムだけど、どんな所で、
どうやって作られているのか？どうやって運ばれて来るのか？

私たちの食卓までの食べ物の「旅路」は、案外と知らないもの。
このツアーは、毎日の食卓に欠かせない「あの食品」達の、

皆さんの食卓までの旅路をさかのぼることで、
信頼性の高い食品を皆さんに届けるため、「食」の

プロフェッショナル達の技と工夫と熱い想い
に触れる旅をにご案内します。

“食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業

２． “食の信頼”見える化ツアーのコンセプト



“食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業

協働の着眼点にそった取組内容に
重点をおいて説明

２． “食の信頼”見える化ツアーのコンセプト

□“食の信頼”見える化ツアー」の流れ

○お客様基点の姿勢について語る→我が社は、我が売り場は・・・・・

○信頼性の高い食品提供ための体制について語る→保管と販売の体制

○調達先の評価や選定の考えを語る

START（ 搬入口→食品スーパー等の売場） ＜１～１・５ｈ＞

記憶に焼き付くアクティビティ＋

見学① 食品メーカー（工場施設内）

○お客様基点の姿勢について語る→2つのお客様に対して（消費者、小売業者）
○信頼性の高い食品提供ための体制について語る→製造、品質管理、保管体制
○おいしい食品づくりへのこだわりも語る

○調達先の評価や選定の考え方を語る→CSR調達など

＜１・５～２ｈ＞

見学② 生産者、原料メーカー、卸売・運輸 （日帰りツアーに組み込み可能なら）

○お客様基点の姿勢について語る→３つのお客様に対して（消費者,食品メーカー,小売業等）

○信頼性の高い食品提供ための体制について語る→保管と販売
○製品、産物へのこだわりも語る（原料メーカー、生産者）

GOAL（食品スーパー等へ戻る）



“食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業

３． “食の信頼”見える化ツアーの試行

１．基本コンセプトの検討－誰と一緒にやるか、できるかを決める。
○このツアーモデルでは、日帰りプログラムを想定している。このため、スーパー等が開店 する１０：００頃に

スタートして、遅くても１７：００には解散というスケジュールの中で行程を組むのが望ましい。
○このような時間的な制約を前提として、取引先、扱う食品（商品）などの候補を絞り、サプライチェーンを構成
するビジネスパートナーに協力を要請する。

○ツアー参加者の対象を想定する→告知方法の検討
○実施スケジュールの検討
○参加者と話し合いたいこと、聞きたいことの整理とその手法の検討

“食の信頼”見える化ツアー検討ステップ

２．コンテンツ作成のための取材実施－関係者への取材とツアーガイドのストーリーづくり

○「協働の着眼点」１６項目に沿った、協力企業等の取組の情報収集を実施。「お客様基点とする企業姿勢の
説明」、「社内に関するコミュニケーション」、「取引先に関するコミュニケーション」、「お客様に関するコミュニ
ケーション」、「緊急時に関するコミュニケーション」の、各企業の共通する部分、それぞれの企業で特徴的な部
分を整理し、ツアー参加者に説明していく際のガイドのポイントとストーリーを整理する。

→ 「進行台本」への落とし込み

○特徴的な部分について、参加者の「記憶に焼き付くアクティビティ」を設ける工夫をする（五感に訴える体験）。

３．ツアー行程表の作成とリハーサル－現場の人が一人称で語る体制づくり。

○仮説のツアー行程表について、移動、ガイド（語り）、体験も含めたリハーサルを行う。
○専用の見学コースなどを持たないケースでは、誘導コース上の危険箇所の確認、誘導体制などを検証する。

4.告知と実施

○上記の１～３をふまえ、想定したターゲットにむけて告知、参加者を募集、ツアーを実施 する。



“食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業

３． “食の信頼”見える化ツアーの試行

試行ケース１ 広域・都市型

・参加者は消費団体、食育関係者、学生等[12名]
（FCPアドバイザリーボート等の事務局ネットワークを通じて参加者を募集）

・見学先はカルフール幕張→味の素株式会社川崎工場
（東京駅スタート、解散 9:00～17:00）

・味の素㈱川崎工場の既存の工場見学プログラムに、カルフール幕張用に新規プログラムを
検討し、ツアー化

食の「信頼」見える化ツアー　カルフール幕張編　ガイド案

TIME RAP シーン
伝える情

報
ガイド内容 ツール 備考

10:20 カルフー
ル着

・参加者の降車場、最初
のシーンまでの動線の確定

10:25 5’　　 シーン
１：ようこ
そ!!カル
フール幕
張へ
（5’）

カルフー
ルの店舗
運営の
考え方と
空間デザ
インの解
説

・みなさん、ようこそカルフール幕張へ。「食卓の笑顔はこうつくる」と題しまして、私たちの
安全・安心のための取り組みをご紹介させていただきます。本日、ガイドをつとめさせて
いただきます私、○○の○○と申します。どうかよろしくお願いします。

Ｑ１、皆さんは、これまで他のお店も含めてカルフールにいらっしゃったことがありますか？
来たことがある方？はじめて来た方？

Ｑ２．皆さんが普段、買い物をされるスーパーマーケットを比べて、どこか違うなと感じた
ことがありますか？
　惣菜等を作っているところが「見える」ようになっていることを引き出す。

・そうです。ここカルフールは、「お客様の楽しいをつくるマルシェ」でありたいをモットーに運
営されていります。パリのマルシェのような空間を演出する工夫のひとつが、お客様から
見えるお惣菜工房です。カルフール幕張には、○○工房、○○工房、○○工房と全
部で○つの工房が設置されています。カルフールで販売しているお惣菜は、すべてこれ
らの工房で専門のスタッフが毎日、調理しています。

・工房の位
置が落ちて
いる略図パ
ネルを用
意。

・ガイドはSRDIスタッフで良
いか？

シーン１
ようこそ!!カルフール幕張へ

（店舗設計のコンセプト）
シーン２

手作り、新鮮の美味しさを
お客様に（インハウスベーカ
リーの仕組み）
シーン３

正確な情報をお客様に
（産地表示の仕組み）

シーン４
クリーンタイムという仕組み

（衛生・品質管理の仕組み）

シナリオ作成
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３． “食の信頼”見える化ツアーの試行

シーン１

ようこそ!!カルフール幕張へ

（カルフールの店舗運営の考え方と空間デ
ザインの解説）

シーン２

手作り、新鮮の美味しさをお客様に

（インハウスベーカリーの仕組み）

カルフール幕張でのガイドの内容構成
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３． “食の信頼”見える化ツアーの試行

シーン３

正確な情報をお客様に

（野菜、魚の産地表示の正確さはこうして
保たれる）

シーン４

クリーンタイムという仕組み

（店舗に陳列された後の商品の品質はこうして
管理する）

カルフール幕張でのガイドの内容構成
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３． “食の信頼”見える化ツアーの試行

シーン１：「味の素」って何？
シーン２：「ほんだし」亭にようこそ （「ほんだし」製造工場）の見学
シーン３： 幸せの銅鑼がなる「Cook Do」 （「Cook Do」製造工場の見学）
シーン４：日々の品質へのこだわり（「Cook Do」、物流管理について）資料

味の素㈱川崎工場でのガイドの内容構成（既存の工場見学プログラムの構成）
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３． “食の信頼”見える化ツアーの試行

試行ケース２ 地域密着型

・参加者はスーパーマーケットのお客様会員親子（大人：２２名、子ども：２４名）

・ぎゅーとらラブリー明和店、株式会社マスヤ本社工場、
相可高校調理クラブ「まごの店」

・マスヤの既存工場見学コースに、ぎゅーとらでの新規プログラム、マスヤでの新規
プログラム（ハット＆マスク体験、食味検査体験）を追加してツアー化

㈱ぎゅーとら
ラブリー明和店

㈱マスヤ
本社工場

相可高校調理
クラブ「まごの店」

シーン１
「ようこそ、ぎゅーとらへ」

シーン２
「おおきんな」のしくみ

シーン３
ぎゅーとらのお総菜のこだわり

シーン４
地場産お菓子をさがそう

（体験：地元お菓子探しゲーム）

全体プログラム構成（9:30～16:30）

シーン１
「ようこそ マスヤへ」
シーン２
「おにぎりせんべい」ができるま
で（話・ビデオ）
シーン３
「おにぎりせんべい」ができると
ころ（工場見学）
シーン４
「安心・安全」へのこだわり

・まごの店昼食（地産地消御膳）
・村林先生による食育に関する
講演と質疑応答
・参加者アンケート

※子どもたちはふれあい動物園へ
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３． “食の信頼”見える化ツアーの試行

㈱ぎゅーとらラブリー明和店でのガイドの内容構成

シーン１

「ようこそ、ぎゅーとらへ」
（企業理念の話）

シーン２

「おおきんな」のしくみ
（産直コーナーの仕組み）
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３． “食の信頼”見える化ツアーの試行

㈱ぎゅーとらラブリー明和店でのガイド内容構成

シーン３

ぎゅーとらのお総菜のこだわり
（衛生・品質管理の話）

＜人気コロッケの試食＞

シーン４

地場産お菓子をさがそう
（体験：地元お菓子探しゲーム）
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３． “食の信頼”見える化ツアーの試行

㈱マスヤ本社工場でのガイドの内容構成

シーン１

「ようこそ マスヤへ」（企業理念の話し）

シーン２

「おにぎりせんべい」ができるまで（話・ビデオ）
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３． “食の信頼”見える化ツアーの試行

㈱マスヤ本社工場でのガイド内容構成

シーン４

「安心・安全」へのこだわり

（体験：ハットとマスクを着けて、食味検査を
体験しよう、＜「焼きたて「おにぎりせんべい」
の試食＞）

キャラクターと撮影会

シーン３

「おにぎりせんべい」ができるところ
（工場見学）

既存の見学コースを活用
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３． “食の信頼”見える化ツアーの試行

相可高校調理クラブ「まごの店」での様子
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４． “食の信頼”見える化ツアー 効果検証

カルフール幕張＋味の素㈱川崎工場 編

＝ツアー参加者の主な感想 (意見交換会での発言等から) ＝

※ツアーの前と後で感じる変化について

※印象に残ったコト、話、取り組みについて

（味の素㈱川崎工場で）
・働いている方が、皆さん丁寧に挨拶をされます。企業の姿勢（社員教育）に気持ちよく見学できました。
・うま味の入らない味噌湯とうま味の入った味噌汁、味の素ひとふりであんな味になるとは、思っていなかったので、
びっくりした。

・味の素が本物のうま味成分を追求していることを知り、今日見学した意味があったと思う。

（カルフール幕張で）
・刺身の盛り合わせ。品名、産地、養殖、解凍が明記されていたこと。
・生鮮食品などへの配慮はわかりますが、チョコレートまで温度管理などに配慮していることに驚きました。
・安いが品質はまあまあというイメージだったが、焼き立てパン、グリルチキンはイメージを変えさせられた。

（カルフール幕張で）
・デリカやパン売場に接して、単に商品を買う場から、人と人とのつながりを感じる場に変わった。
・広い売場なのにわかりやすく見せる工夫に感心した。

（味の素㈱川崎工場で）
・体験を通じて、味の素の商品の効果を実感しました。工程を見て愛着がわいた。品質管理風景も見れて良かった。
・味の素が化学調味料といわれていた時代があり、その後「うま味～」といわれ、きちんとした説明が欲しいと感じて
いました。今日、説明をきいて（NHK～）納得しました。

（一般論として）
・ただ消費者でいる時より、親しみを感じるのではないか。応援しようという気持ちになる人が多いのでは。
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４． “食の信頼”見える化ツアー 効果検証

㈱ぎゅーとら＋㈱マスヤ 編

※印象に残ったコト、話、取り組みについて

＝ツアー参加者の主な感想 (参加者アンケート調査から) ＝

（N=21）
会社経営の考
え方

「おにぎりせん
べい」の作り方

「おにぎりせん
べい」の品質
管理

マスヤ 57.1% 61.9% 52.4%

（N=21）
お店運営の考
え方について
の話

「おおきんな」
の仕組みや農
家の話

お惣菜へのこ
だわりや衛生
管理体制

地産地消や地
元製品へのこ
だわり

ぎゅーとら 47.6% 76.2% 61.9% 42.9%

（ぎゅーとら）
・農家の方々が生き生きと作業をされるようになった、という会長さんのお話で、そんな方達の作って下さった
お野菜を買いたいなと思いました。
・地元のお菓子を１１社も置いていることにびっくりした。はじめて見る地元のお菓子もあり、今後購入しようと
思った。志摩のえびせんべいとか。

（マスヤ）
・会社経営の考え方で、働く人のこと、地域のことを視野に入れ考えておられて素敵だなぁと思いました。
・おせんべいに水分量が大切なのは知りませんでした。その品質をチェックする方もいたりして、品質がとても
大切な事なのだと思いました。



※ツアーの前と後で感じる変化について
（N=22）

大きく良い方
向に変わっ

少し良い方
向に変わっ

どちらともい
えない

少し悪い方
向に変わっ

大きく悪い方
向に変わっ

ぎゅーとら 81.8% 13.6% 4.5% 0.0% 0.0%

マスヤ 81.8% 13.6% 4.5% 0.0% 0.0%
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４． “食の信頼”見える化ツアー 効果検証

㈱ぎゅーとら＋㈱マスヤ 編
＝ツアー参加者の主な感想＝(参加者アンケート調査から)

（ぎゅーとら）

・もともと良かったけど、「理念」等を聞き、お客様のことを一番に考えているということが、とても分かったからです。

・おおきんなでの地産地消の取組みが良かったから。地元密着の姿勢が素晴らしかったから。

・安心安全にこだわった取組みをされているのを知ったから。

（マスヤ）
・利益優先でなく、社会貢献を重視する姿が良かったから。

・初めて工場内を見学させてもらえて、整理整頓がされてて、感動した。きれいな工場で作られているんだと
感心した。目標がすごく良かった。「一番大切な人に食べさせたい製品を作る」、いい言葉だと思った。
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３． “食の信頼”見える化ツアー 効果検証

○お客様との交流プログラムとして（親子で、地域のPTA、学校などと連携して）

○CSR活動の一環としての食育推進プログラムの手法として

○応援したい地方の食品メーカーのファンづくりの手法として

○お客様との直接対話の手法として（消費者モニター会議と併せて企画）

○農商工連携事業者間のネットワークづくりの手段として（ツアー組成過程の協働）

○産業観光、産地観光など「着地型観光商品」の基本プログラムとして

○異業種間、同業他社からみた助言・アドバイスなどの情報交流の仕掛けとして

など

今回、試行したガイド内容をベースにして、製品、商品ならびに企業に対する信頼
性向上のために、次のような機会でツアーを企画、実施していくことが可能

サプライチェーンをまたがるＦＣＰ流の消費者コミュニケーションとして、ネットワーク参
加企業等による多様なタイプの試行を展開、成果を共有していくことが必要



本日のまとめ

今後の目標
報告者：株式会社４CYCLE 田井中



 

平成21年度FCP 成果報告会 地域活性化系 概要報告 

・ 日時： 平成22年2月24日（水）15：35～16：55 

・ 場所： 東京大学弥生キャンパス 弥生講堂アネックス セイホクギャラリー 

 

＜議事次第＞ 

１．地域ブランチの成果報告 

１）岩手ブランチ 

２）三重ブランチ 

３）愛媛ブランチ 

４）和歌山ブランチ 

２． 分科会・実行可能性調査の成果報告 

１）企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会 

２）地域の安心・良いモノ発掘マッシュアッププロジェクト 

３）全国各地の事業者と都市消費者とを対象にした「地域の良い〔モノ〕売れる商品支援

事業」のモデルの構築と運営事業 

３． まとめ 

 
＜議事概要＞ 

 はじめに、ファシリテーターの中山様より、地域ブランチの成果について全体像をご説明

いただき、続いて各事業の実施者から、それぞれの取組についてご説明いただきました。構

成は地域ブランチの報告を中心とした第1部と、分科会・実行可能性調査を中心とした第2部

の2部構成で、最後にファシリテーターの中山様から全体の総括をお話いただきました。 

 

１．地域ブランチの成果報告 

・岩手ブランチでは、塩谷ファシリテーターとともに多様な取組が行われた。 

・三重ブランチでは、経営品質向上の専門家である安倍先生に参加いただき、信頼性向上を

企業価値に結び付けるための気づきの場、学びの場を FCP の視点を入れてデザインしてい

ただいた。また、ベーシック１６の記入を講座が始まる前と終わった後の２回行っており、

事業者の変化が感じられた。 

・愛媛ブランチは、農商工連携というテーマで生産者から小売業までの異業種がグループと

なり研究会を構成し、FCP の商談会シートを使って、それぞれの立場から売れる商品の「見

せるポイント」を落とし込むＷＳを行っている。 

・和歌山ブランチはこれから立ち上がる段階だが、他のブランチの成果を踏まえつつ次年度

以降の取組を検討している。 
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１）岩手ブランチ 

岩手県 照井様 

・昨年２月に盛岡で農林水産省主催によるＦＣＰのセミナーを開催し、６月にブランチが立

ち上がった。岩手県の取組の目標は食を中心にした地域の活性化で、安全安心を基本にして

自社の取組をお客様により理解していただきたい食品事業者と、金融機関５社に参画いただ

いている。 

・「協働の着眼点」については、定期的に自社の取組の強み弱みを再確認できるツールである

という感想をもった事業者が多かった。その上でどうすればいいかを考えてもらい、事業者

に取組の発表と話し合いの場を提供し、安全安心と企業運営の根幹強化支援に取り組んでき

た。 

・例えば、県内産の原材料を使ったパンを製造する事業者は、商品の作りこみだけでなく社

内のシステム改善に取り組む際に、きのこを加工する事業者はこれからの事業計画を整理す

る際に、豆腐や納豆を加工する事業者は顧客満足度を向上させるための自社の体制づくりに

「着眼点」を活用していただいた。また、流動資産担保融資（ABL）に取り組む金融機関は、

事業者の取組をより一層理解する必要があり、そこに「着眼点」を活用いただいた。 

 

青森中央学院大学 塩谷様 

・岩手県の食品産業は約３千億円の規模で、県内産業の大きなウェイトを占めている。地域

の核となる企業が元気になることでより地域が元気になる。県は、ＦＣＰを使って前向きに

取り組んでいる事業者を支援し、そこが地域を引っ張っていくことを想定している。 

・事業者は、自社の取組をいろいろ見せたいと思っているが、なかなか消費者に伝わらない。

事業者の課題や目標は少しずつ異なっているが、商品だけでなく自社の取組をお客様により

理解して欲しいという点が共通していた。「モノ（商品）」は商談会等で見せているが、「コ

コロ」や「シクミ」を「見える化」するために FCP の考え方と「協働の着眼点」を使って

きた。 

・情報発信や情報公開をすることでさらに必要な情報が集まってくるという、好循環が生ま

れている。 

 
２）三重ブランチ 

安倍クオリティーマネジメント株式会社 安倍様 

・2008 年当時、農林水産省は食品業界の信頼性向上のための「５つの基本原則」を提唱し

ており、三重県では各企業に根付かせるため食品事業者の相談に乗ったり、セミナーを開催

したりした。 

・安全と安心は違う。事業者は安全の確保に取り組むことはできるが安心はお客様の心にあ

る。安全はお客様にとって基本的な価値であるということ、企業全体、経営主導で取組む必

要があるということをコンセプトに、もう少し経営レベルを重視した研修を行うこととした。 

・FCP の視点を導入するに当たり、「コミュニケーション」という言葉やベーシック１６の言
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葉をどう事業者に伝えていくかに課題があり、「なぜ安全か伝えないとお客様は買ってくれ

ない」、「お客様の声を真摯に聞く」、「リーダーシップと従業員の体制を高める」の３つをテ

ーマに研修を組み立てた。 

・研修を通して、安全は何か別の手法ではなく、経営と安全安心は一体であると感じていた

だけたのではないか。何からやるかという課題は企業によって違い、それを県の事業として

どう支援するか、またコミュニケーションにはある程度技術が必要であり、そこをどう支援

していくかが今後の課題と考えている。 

 

三重県 山戸様 

・研修の中でベーシック１６への記入を２回おこなっている。１回目の記入ではあまり理解

されている雰囲気ではなかったが、第５回の研修後に行った２回目の記入では、研修を通し

て理解が深まりかなり書けていた。アンケートでも「コミュニケーションや人材育成が弱か

った」、「お客様基点の考え方が曖昧だった」等、自社の取組の点検に役立ったという意見が

多く得られた。 

・安倍先生の講義のなかに、食品産業は基本価値に安全安心が入っており、どんなに他の価

値を積み上げても安全安心という基本価値が抜けると全てが崩れてしまうという話があっ

た。これを聞いて、経営姿勢から始まる「協働の着眼点」の構成と FCP の考え方が更によ

く理解できた。 

・研修を通して、安全安心を単なるコスト要因と捉えず、企業価値向上の観点から経営に反

映させることの重要性への理解が深まった。また、ベーシック１６は取組の点検ツールとし

て活用できる手ごたえを感じた。 

・今後は、同様のプログラムで新規参加者を募集しての研修実施と、今回受講した事業者の

フォローとして自主勉強会のサポート等を提供していきたい。 

 
３）愛媛ブランチ 

愛媛県 谷泉様 

・愛媛ブランチは、多様な主体の連携による食の付加価値向上に取組むビジネス・コミュニ

ティの創出を目的に、ＦＣＰと「協働の着眼点」の周知からはじめて、１０月末にセミナー

を開催した。 

・現在までに、生産者、メーカー、小売り、金融機関、ホテル、農業団体等の多様な団体が

参加した研究会を２回開催した。 

・これまでの研究会では、食の信頼向上や県内の特徴ある地域資源等についての意見交換や、

商談会シートを使い商品の見せ方・伝え方において考慮すべき事項についての検討を行った。 

・また、ブランチには愛媛大学も参加しており、大学と地域と事業者のサロン的な場をつく

り、その信頼のネットワークの結果として新たな商品が出てくることも期待している。 

・来年度は、県の農商工連携関連のファンド事業を念頭にプログラムを検討し、農商工連携

に関心を持つ生産者や企業等が業界を横断的に交流し、学びや情報交換する場を支援してい
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きたい。 

・また県では、平成１９年度に農業者と企業等の交流促進やビジネスマッチングを目的にア

グリクストクラブという組織をつくっている。このクラブの中に、（仮称）愛媛ＦＣＰ研究

会を設置し、アグリストクラブの組織活性化や農商工連携の促進を図ることを検討している。 

 
４）和歌山ブランチ 

和歌山県 平尾様 

・県の食品流通課は平成１９年に立ち上げ、県主催の商談会の開催や、ＦＯＯＤＥＸ等の商

談会に参加してきた。そのなかでの課題として、商談会の成果については事業者によって差

が出てきていることや、中小企業における経営戦略や消費者視点に立った商品づくりの支援

といったことがあげられる。今後県として取組む課題であると認識している。 

・また、安全安心といった面からの支援としては、今後「協働の着眼点」を活用した自己分

析等を行ったうえで、「食への信頼向上による企業力と商品力の強化」をテーマに研究会を

立ち上げていきたい。 

・研究会は年４回程度を計画しており、前半はＦＣＰの周知からスタートし、安全安心の確

保、企業戦略の立て方、商談会への望み方等に取組んでいきたい。後半は、「売れる商品づ

くり」や「安全安心の伝え方」等をテーマにすすめていきたい。それに先立ち、県内事業者

には、３月上旬の事前セミナーを案内中である。 

 
○まとめ 

・三重県の取組は、初期プログラムとしては完成度が高い。今後は、その気づきをどうステ

ップアップにつなげるための支援をするかが課題であろう。 

・和歌山ブランチはこれから立ち上げで、三重ブランチと愛媛ブランチの要素が入っており、

三重や愛媛では出来なかった、２つを組み合わせ出口につなげることを考えている。 

・このように、各ブランチの成果を別の地域にフィードバックし、お互いの成果を共有し組

み合わせることでいろいろなタイプのプログラムが出来ることが納得できた。そうした取組

をすすめることで、FCP の考え方を地域で具体的な施策に反映できればいいと思う。 

 

２．分科会・実行可能性調査の成果報告 

１）企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会 

社団法人日本能率協会 箱崎様 

・分科会では、商談会シートをＦＣＰのコミュニケーションツールとして活用するために、

幅広く意見をもらいながら、商談会という空間・状況を想定して作ってきた。 

・商談会・展示会では、商談できる時間は約５～１５分と限られており、商品登録をするた

めの商談はできない。その結果、最低限の３０項目が商談会・展示会で必要な情報として抽

出された。シートの表が商品の情報、裏が事業者の情報となっている。 

・これまでに開催された複数の商談会でこのシートを使ってきた。そこに連続で参加した事
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業者のなかには、商談の場で受けたいろいろな指摘を吸収して、シートに落とし込むことで

レベルが少しずつ上がっている例もある。つまり、ＰＤＣＡのサイクルが自発的に生まれて

いた。 

・今後の展開としては、項目を増やした方が良いのか、農産物や水産物といった分野別に作

った方がいいのか、もっとバイヤー側にシフトした方がいいのか、といった点を検討してい

く必要がある。 

 

２）地域の安心・良いモノ発掘マッシュアッププロジェクト 

株式会社 CTU 村上様 

・「わんまいる」というカタログ販売を行うファミリーネットワークシステムズ（ＦＮＳ）と

協力して、「協働の着眼点」を使った事業者評価システムの構築を行った。「わんまいる」は

顧客が２５～３０万人いて、１週間に１回新しいカタログを出しているため、かなりの数の

商品数を確保しておく必要がある。そこで、ＦＮＳが商品を発掘するために費やす労力を減

らすことを目的に、商品データベースをつくることを計画した。 

・まず、WEB 上で入力するとすぐに点数化されるシステムをつくり、その評価基準をつくる

ため、既存の２００社を対象にアセスメントを行った。しかし、２００社に入力依頼を行っ

たがほとんどデータが集まらなかった。 

・システムログを確認すると、最初のＦＣＰの説明段階でかなりの事業者が離脱していた。

また、そこを通過しても次の企業の取組内容を答える段階でもかなり離脱していた。どうや

ら、質問内容が理解できないということがあったようだ。 

・次に、スタッフが電話でＦＣＰの説明をしてその上でヒアリングを実施した。しかし、Ｆ

ＣＰの取組は理解されても、例えば「安全安心」等の言葉に対する認識が事業者それぞれで

違うという課題が明らかになった。そこで、事業者の取組を機械的に数値化することは難し

いと判断し、今後はベーシック１６のような記述式で進めていこうと考えている。 

・また、消費者アンケートを行った。その結果を受け、ＦＮＳではこれまで以上にお客様の

安全を第一優先とするため、ＦＮＳ独自の商品カルテを強化するという、ＦＣＰに取組むこ

とによる副次的な成果が得られた。 

 
３）全国各地の事業者と都市消費者とを対象にした「地域の良い〔モノ〕売れる商品支援事業」のモデ

ルの構築と運営事業 

有限会社ケンプランニングオフィス 木川様 

ダーマ株式会社 結城様 

・前回の中間報告会で、地方の生産者の方にベーシック１６の記入をやっていただいて苦戦

しているという報告をした後、再度事業者へのヒアリングを実施した。その際に、「とれた

て村」やＦＣＰの説明等の事前講習を行ってからベーシック１６の記入をしてもらったが、

やはりその場で書いてもらうことは難しかった。 

・山形県の尾花沢では、約４０名の方が集まり勉強して、その場でベーシック１６が出てき

たのは半分ほど、ＦＣＰに参加したいという方を募って翌日に現場へ伺えたのが４事業者、
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実際に商品改善の取組に参加したのが２事業者という結果だった。 

・ベーシック１６を完成させるためには、実際に生産現場を見ながら、そこでハンズオン支

援のかたちでアドバイスを行い、気づきを促す必要があると感じた。 

・事業者が単独でベーシック１６を記入することは難しく、もう少しわかりやすい言葉にし

たり、窓口で相談にのったり実際にヒアリングしたりするということが必要だ。また現場と

経営者、アドバイスをする側の３者の目線が揃わないと、ベーシック１６を記入できても企

業に足りない点や改善したい点が見えてこないということがわかった。 

・山形県尾花沢市の「だしっ」という漬物商品を対象に改善を行っている。ヒアリングの結

果、催事等でかならず「だしっ」の意味や食べ方を聞かれるとのことで、事業者は、商品の

内容をお客様に理解していただくための努力をしていきたいという意向を持っていた。また、

「だしっ」は山形県の伝統的な家庭料理だが、山形と尾花沢では味の違いがあること、素材

がすべて尾花沢産の野菜だけであること、裏書きの賞味期限も検査機関に出しているにもか

かわらず、それらの情報が商品に表現されていなかった。 

・もう一社の蕎麦饅頭も、雪室で保存した尾花沢の玄蕎麦を１００％使用し、しかも製造毎

に石臼でひいた蕎麦粉を使っているが、ラベルに表現されておらず改善中である。 

・「だしっ」のモニタリング調査を「とれたて村」で実施したところ、比較するとほとんどの

方が改善版の方がわかりやすいという評価だった。しかし、先ほどの安倍先生の話にもあっ

たが、安全と安心は違い、安心してもらえる要素を商品にどう表現し、それをお客様に読み

取ってもらうかはかなり難しい。ただ、改善版のように作り手が自分の思いをしっかり表現

することは、お客様に信頼感を与えるという点では一歩前進したことは間違いない。 

・ＦＣＰを運動として展開していくためには、取組を集積することが必要で、それによりお

客様も認識できるような発信力が生まれてくるのではないか。 

 

○まとめ 

・商談会は、各都道府県で行われているもの等を含めると、２日に 1 回以上行われている。

そうした場を活用し、まずはＦＣＰの商談会シートを使う機会を増やすことが重要だろう。 

・「協働の着眼点」を軸にしたコミュニケーションは、デジタルコミュニケーションというよ

りはアナログコミュニケーションが重要という印象を受けた。 

・ベーシック１６は気付きのツールとしては有効だが、そのためにはハンズオン支援が必要

で、またＦＣＰの考え方を伝えることのできる人と仕組みが、地域や東京に必要だという課

題が見えてきた。 

以上 

 



FCP和歌山ブランチ
 食への信頼向上による企業力と商品力の強化

Food Communication Project
フード・コミュニケーション・プロジェクト



和歌山県の食品事業者への支援の取組

平成２０年３月に策定した「和歌山県長期総合計画」の目標を着実に実現
するため、販売促進戦略「アクションプログラム2009」を策定し、「トップセ

ールス」「量販店でのフェア」などの各種プロモーションや「ＦＯＯＤＥＸ ＪＡ
ＰＡＮ」への出展、「わかやま産品商談会」の開催などによる商談機会の創
出、「ブランドモニター制度」「アドバイザー制度」などの生産者支援、本格
的な「海外販路開拓」の取組など、積極的な「わかやま産品」の販路開拓、
消費拡大に取り組んできた。
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＜アクションプログラム2009＞

Ⅰ国内対策

１．「わかやま産」ブランドの向上

２．販路開拓

３．推進基盤の強化

Ⅱ海外市場開拓

１．海外市場へのトライアル

２．商品と市場のマッチング

３．輸出体制の強化

Ⅲ農産加工を軸にしたアグリビジネス構築

＜わかやま産品商談会＞

県内の商品を広く県内外の購買企業に紹介

 し、県内出展生産者の新たな販路拡大を促

 進するため、全国の流通関係者様と県内生

 産・製造業者との出会いの場を設定すること

 を目的とした合同商談会を開催している。



FCP和歌山ブランチの目的

和歌山県では、県内事業者を対象とした商談会の主催、その他の商談会
出展の支援を通じて、食品事業や農林水産業の振興を図っている。

しかし、これまでの支援を通じ、本県企業や生産者において、食への信頼
に基づいた「企業力」 や「商品力」の一層の向上が課題として明らかになっ

てきた。

FCP和歌山ブランチでは、県産農水産物・加工食品の販売促進を図るた
め、「お客様視点」に立った、食への信頼向上と｢企業力」 「商品力」のあり

方を、事業者、生産者と共に検討していくことを目的とし、研究会、ワーク
ショップ等を実施する。
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和歌山ブランチの概要（案）

企業経営戦略、商品開発などの専門家を講師とするほか、ＦＣＰに精通したファ

 シリテーターにより、研究会を進行する予定。
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☆第１回研究会

 
FCP概論

 
及び

 
お客様視点に立つ組織とは？

☆第２回研究会

 
安全安心と企業の信頼向上について

-クオリティーマネジメントの視点から-

☆第３回研究会

 
売れる商品づくりと安全安心の伝え方Ⅰ

※「協働の着眼点」「商談会シート」を活用し、参加者の「強み」を確認し、
「売れる商品」づくりに向けた論点を整理する。

☆第４回研究会

 
売れる商品づくりと安全安心の伝え方Ⅱ

※和歌山県における地場産品を事例として取り上げ、「売れる商品」につ
いて具体的な提案を行う。

※進め方：必要に応じ、ＦＣＰ商談会分科会で提案された「商談会シート」を活用した

 参加事業者によるグループワークを実施する。



スケジュール
実施期間： 平成２２年４月 ～ １２月

活動予定： 全４回開催予定

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

参加事業者公募参加事業者公募

第２回第１回 第３回 第４回

FCPへの理解

安全安心と企業の信頼向上について

FCPへの理解

安全安心と企業の信頼向上について
売れる商品づくり

と安全安心の伝え方

売れる商品づくり
と安全安心の伝え方
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成果・アウトプットイメージ
研究会における議論を通じ、本県におけるＦＣＰの普及、効果のある「売れ
る商品づくり」や商談会の有効利用のあり方のノウハウを整理する。

和歌山県主催の平成22年度『わかやま産品商談会』に参加事業者が出展

する。



 平成 21 年度 FCP 成果報告会 第 3 部総括セッション 概要報告 

 
・ 日時：   平成 22 年 2 月 24 日（水）17：00～18：20 

・ 場所：   東京大学弥生キャンパス 弥生講堂 一条ホール 

 

登壇者： 中嶋康博 東京大学大学院 農学生命科学研究科 准教授 

米虫節夫 大阪市立大学大学院 工学研究科 客員教授 

小阪裕司 オラクルひと・しくみ研究所 代表 

今野直子 （株）リビングくらし HOW 研究所 主任研究員 

神井弘之 農林水産省 FCP チームリーダー 

 

 

 成果報告会を総括し、今後のフード・コミュニケーション・プロジェクト（以

下、FCP）の展開について意見交換を行なう総括セッションを行った。 総括セ

ッションは登壇者が一方的に意見を述べるのではなく、会場からも意見をいた

だくなど、多様なステークホルダーの意見交換の場（ラウンドテーブル）とい

う形をとった。 

 登壇者の自己紹介後、各セッションの振り返りをファシリテーターから行っ

た。 

 

■アセスメント・人材教育系  

株式会社鶏卵肉情報センター 杉浦様 

・報告会では 3 つの分科会と 5 つの実行可能性調査について報告があった。 

・「工場監査項目の標準化・共有化分科会」は、工場監査項目は各社多様で共

有できなかったものが、「協働の着眼点」ベースで見ることで共有化がスムー

ズに行われ、最終的に表現を整理し 116 項目にまとまった。 

・現場で試行した第１版を本日、配布した。監査の要求水準と手法等の違いは

来年度の課題となる。 

・「商品情報の効率的なやりとり分科会」は、問題点を洗い出し来年度に本格

的に展開する。 

・「フード・コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定分科会」は、

「協働の着眼点」のコンプライアンスの部分をいかに PDCA サイクルになら

って継続的に改善をしていくかという規格の開発であり、出版物が３月中に
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発行される。 

・「食品事業者（経営陣）向け研修プログラムの開発」は、ワークショップ形

式で経営者の視点から「協働の着眼点」を活用するプログラムの開発で、ミ

ッション、ビジョンといった視点から戦略を全体的に効かせるために活用す

る。 

・「「協働の着眼点」を活用した食への信頼向上の取組認証規格の開発事業」は、

「協働の着眼点」の項目を must と want に分類し、細かい項目をチェックリス

ト化した。 

・「食の信頼確保のための成熟度の評価事業」は、格付けによって信頼性確保

に向けた取組の見える化を行い、専門的な観点から様々な手法を用いて実際

に格付けが行なわれた。 

・「「協働の着眼点」を活用したセルフアセスメントシートの開発と運用」は、

中小企業向けの衛生管理・品質管理の自己チェック・シートを開発した。 

・「「協働の着眼点」を活用した食品事業に従事するパート・アルバイト従事者

を対象とした教育ツールの開発」は、自社で行われている講習会に「協働の

着眼点」ベースで使える教育ツールをつくった。従業員用のマニュアルと講

師用のテキスト、実際に理解度をテストする３つのアウトプットを作り、講

習会で活用した。 

・全体として、「協働の着眼点」の活用の幅を広げ、消費者の信頼というミッシ

ョンをうまくつなげていけるのではないかと思っている。 

 

■情報発信・CSR 系  

株式会社４CYCLE 田井中様 

・「企業行動の情報発信研究会」では「マスメディアとの意見交換のあり方」、

「失敗から学ぶ情報発信のあり方」、「消費者との対話のあり方」の３つの分

科会を実施した。 

・実行可能性調査事業では「FCP ポータルサイトの構築・運用」、「“食の信頼”

見える化ツアーのための商品モデル検討事業」、と合わせて計 5 つの活動につ

いて報告を行った。 

・企業行動の情報発信をどうするか、情報発信を通じて消費者との信頼関係ど

う構築していくかが主なテーマ。 

・企業は情報の発信だけでなく情報の受信も必要で、消費者との対話を通じて
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信頼関係をつくっていくことが大切ということが総括された。 

・消費者が現状の食に対してどこまで不安に感じているのか、不満をもってい

るのかというところが、まだまだ見えてきていない。次年度以降の活動は、

情報公開でどれくらい信頼が高まったかの指標づくりの重要性が指摘された。 

・次年度以降、情報の受信、世論の誘発の仕組みについてもテーマとして活動

したい。 

 

■地域活性化系  

財団法人日本システム開発研究所 中山様 

・食への信頼向上のためには仕組みや会社の心、思いをいかに見える化し、伝

えていくかが重要、というのが「地域活性化研究会」の共通の課題認識。 

・事業者の気付きのためにベーシック１６に書き込んでもらう方法が有効であ

ることを確認した。 

・「協働の着眼点」やベーシック１６の有効性をわかりやすく伝える翻訳者の

必要性を感じている。 

 

 事務局より、事業者アンケート、消費者グループ・インタビューのまとめを

報告した。 

 

事業者アンケートは２つの研究会に参加している約 60 名を対象にした。 

 設問 1「今後、FCP の活動を強化していく上で、どのような研究が重要だと思

われますか」では、アセスメントの分野では工場監査シートの改善・拡大・普

及、商品情報のやりとりの効率化が非常に高かった。情報発信の分野では、ダ

イアログ・システムに関わるテーマに約半数が希望。 

 設問 2「FCP にとって重要と思われるテーマは？」では、1 位が消費者との対

話・情報発信に関わる研究、続いて FCP の普及、協働の着眼点の普及・活用・

改善というテーマが上位に上がっている。 

 「設問 1、設問 2 のようなテーマについての研究会を開催する場合、どのよう

な運営方法が適切と思われますか」という設問は、約半数の方が「農林水産省

が研究会を設置し、運営は食品事業者が連携して主体的行なった方がよい」と

いう意見。 

 「FCP の活動を発展させていくため、民間がフードチェーンをまたいで協働す

3／7 



る組織をつくることについてどう思われますか？」という設問には、「組織をつ

くる必要がある」が約 6 割。 

 消費者グループ・インタビューでは、２回の実施で 6 名ずつの参加をいただ

き、「協働して、消費者のために信頼できる企業として日本の産業をつくってい

くという決意がここに現れている」「プロジェクトの仕掛けを広げ、皆が情報を

出し、それを武器にしてもらえば、消費者も物を買いやすくなる」「取組を始め

て、実際にどのような効果がでているのか検証しながら進めていただきたい」

「信頼を高めるためには FCP 自体の格を上げていく必要がある」「横の繋がり

が出てくると、皆がこういう企業になろうという動きが出てくる」PR、広がり

という面では、総合学習、学校での講演会、地区の広報誌など、消費者から見

て身近な場所、身近な媒体を利用すると話が伝わりやすいという意見もあり、

消費者からも多くの共感・賛同の声をいただいた。 

 

 各セッションの振り返り、事業者アンケート、消費者グループ・インタビュ

ーのまとめの報告を踏まえ、登壇者から意見を伺った。 

 

米虫：もともと企業と消費者には情報の非対称性があり、事業者は自らの取組

みを積極的に発信していく必要がある。その手法のひとつとしてベーシック 16

は有効。ホームページに掲出したり、日々の活動が具体的に現れてこないとい

けない。ＦＣＰでも多くの企業が参加し、こうした活動を続けていくことが大

事。 

 

小阪：今後の活動では、事業者の良いものを価値として消費者へいかに伝えて

いくか、消費者との絆をいかにつくっていくか、コミュニケーションをどうと

るかが重要。信頼と共感を持っている事業者からの提案に、消費者は「良い」

という判断をする。現代は情報が多すぎる情報社会ゆえに、消費者は信頼や共

感のある相手からの情報であればそのまま受け入れるという、いい意味でシン

プルな方法で判断する。プロジェクト全体として、消費者の絆を築くことに期

待している。 

今野：ダイアログ形式で話し合う消費者グループ・インタビューに私も立ち会

わせていただいた。参加した消費者の気持ちも揺れている中で、消費者は事業

者と対峙する気持ちでは無く、どれくらい努力しているのかを知りたいと感じ
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た。消費者は、事業者の努力する姿に期待したいというような気持ちを感じて

おり、事業者を信頼して買いたいというのが消費者の本音。FCP の広がりを期

待する。 

 

中嶋：FCP の大事な取組であるアセスメントや人材育成について米虫先生に、

地域活性化事業について小阪先生にコメントをいただきたい。 

 

米虫：工場と本社機構では監査が違う。その部分などの精査が今後の課題。食

品工場では半数以上がパート・アルバイトで、こうしたメンバーをどう教育す

るかも大事。新人、少し馴れた人、さらに上の人と段階に合わせた教育が求め

られる。 

 

小阪：現在、FCP では岩手、三重、愛媛でブランチが活動しているが、先行し

てやるという姿は大変素晴らしい。地域活性は FCP を象徴する活動で、点とし

て存在するのではなく、全体の仕組みとして関連しながら機能していく典型的

な形が地域に出てくる。 

 

中嶋：ＦＣＰの普及をどのようにすべきなのか、事業者に期待することなどを

聞かせていただきたい。 

 

今野：グループ・インタビューの意見では、「口コミを広げる活動をされるとよ

い」「学校での講演会など、興味を持つ人はいる」というような声があり、消費

者との接点の場を多くつくるということがポイントになっていくと思う。今、

主婦でブログをやっている方が多く、発表会や工場見学などがあれば、口コミ

が広がる。各ステークホルダーの連携で消費者に近い流通が、店頭でマークを

有効に使うという方法などにも期待したい。 

 

小阪：流通、銀行、自治体など様々な参加者がいるので、それぞれが持つコン

タクトポイント、例えば自社の顧客に出すダイレクトメール、店頭などを活用

していくとよい。初期段階に活動を広げていく機運をつくっていくには苦労が

伴うが、連携によって上昇気流に乗る時期は早まる。 
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米虫：新聞でＦＣＰの活動を記事にする記者は家庭欄とか科学欄の記者。ＦＣ

Ｐを知ってもらうには、こうした記者に理解してもらう必要がある。こういう

取組みがあるということを、様々な局面で書くとよい。事業者も家に帰れば消

費者の立場であり、「先ず隗より始めよ」でＦＣＰを自ら実践、伝達していくこ

とが大事。 

 

中嶋：ここで、フロアの方々からも意見をいただきたい。 

 

会場Ａ：消費者という言葉はお客様という言葉で統一したほうがいいのではな

いか。また、ＦＣＰの活動を端的に説明できるようにしていくことも大切では

ないか。 

 

会場Ｂ：私は２年間 FCP に参加させていただき、良かったなと思うことがある。

自分たちだけの気付きには限界があり、他社に教えていただいたことを自分た

ちの活動に活かし、互いに高め合うということができたと感じている。異なる

業界との情報交換の機会は多くはない。FCP に入って、様々な食に関わる方々

と情報交換をし、非常に役に立った。さらに発展させていきたいと思う。 

 

会場Ｃ：地域単位、村落単位、特産品単位などという塊で成功事例が出てくる

ことに期待している。百貨店の物産展や各県の物産館にＦＣＰの事例がたくさ

ん出てくると、消費者、生活者、お客様にプロジェクトの意義も伝わりやすい。 

 

中嶋：最後に神井さんお願いします。 

 

神井：食への信頼を高める為に食に携わる事業者の皆さんが連携して取り組む

姿をどう伝えていけるかが大事になると考えている。その道具として、FCP を

使っていただければ有り難い。次年度はＦＣＰの飛躍の年とするため、民間の

方々が主役になってプロジェクトを盛り立てていただきたい。今日何度も話題

になった人材育成や普及についても、主体的な取組が広がることを期待してい

る。 

 

中嶋：本日は貴重な意見交換、どうもありがとうございました。「協働の着眼
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点」を使って活動をして行くことが重要。ぜひ、各社の力を結集して「協働」

をさらに進めていきたい。来年度のＦＣＰが一段と発展するようにご協力のほ

どよろしくお願いいたします。 
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５．消費者グループインタビューの実施について

■実施結果

●第１回

 

消費者グループインタビュー

日時：１月２６日（火）

 

１０：３０～１２：３０

対象：全国消費者団体連絡会様のコーディネートによる参加者６名（第三階層の方々をイメージ）

●第２回

 

消費者グループインタビュー

日時：１月２９日（金）

 

１０：００～１２：００

対象：リビングくらしＨＯＷ研究所様のコーディネートによる参加者６名（第二階層の方々をイメージ）

●多様な意見交換の場の試行

日時：２月２４日（水）

 

ＦＣＰ成果報告会第３部にて実施

■これまでに消費者から頂いた意見、提案

 

（抜粋、未定稿）

・この仕組みを導入することで社員たちが安心して仕事ができ、自分が勤める会社に信頼感をもてることが消費者の信用にもつながっていくのではないか。

・これまで企業は競争し、情報を隠して販路を拡大するという時代だった。その矛盾がここにきて表面化し信頼が失われつつある。協働（コラボレーション）して、消費

 
者のために信頼できる企業として日本の産業をつくっていくという決意がここに現れていると思う。

・個人商店や農家が自分の努力を消費者へ伝えることが難しいと考えたとき、このプロジェクトの仕掛けを広げ、皆が情報を出し、それを武器にしてもらえば、消費

 
者もものを買いやすくなる。

・取組を始めて、実際にどのような効果がでているのか検証しながら進めていただきたい。効果が見られなければ、取組自体を見直したり、改善していくことが大事。

・消費者が個々の企業を評価するというのはほとんど不可能なので、フード・コミュニケーション・プロジェクトにゆだねれば大丈夫という風に、FCP自体の格を上げて

 
いく必要がある。現場に専門的な知識がある方が参加しているとか、FCP自体がすごい集まりなんだというイメージをつくるのが大事。

・食産業の向こうにたくさんのつながりがあって、たくさんの人がいるということを、たいていの消費者には見えていない。できるところは公開して、実際に見て体験し

 
てもらうことが大事だと思う。

・わかりやすさという点で言うと、細かい字をいきなりスーパーで読めと言われても読めないので、マークなど消費者にわかりやすいようにアピールしていただきたい

 
と思う。

・参加団体のリストを見ても、なぜＦＣＰに賛同し参加したのかがわからない。どのような問題意識でこのプロジェクトに参加しているかがわかるようなリストが欲しい。

・素晴らしい取組をしている企業の横の繋がりが出てくると、皆がこういう企業になろうという動きが出てくると思うので、横の繋がりを大事にできるような組織をつくっ

 
てもらうのも大切。

・総合学習の時間など、学校の授業に取り入れる。それに親も参加できるようにする。学校での講演会など、興味を持つ人はいると思うので、やっているということ自

 
体を広めていく必要がある。

・地方でも実施しているということなので、アンテナショップを利用していくのもよい。

・区の広報誌が毎週入ってくるが、地域に密着して内容が濃いのでよく見る。こういった媒体で企業の取組を１社ずつ紹介していくことも大切。 1

１．多様な意見聴取の試行について
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２．今後の活動に関するアンケート調査の結果について

○FCPの今後の活動に関するアンケート

平成22年度以降の活動の検討に資するため、研究会出席企業にアンケートを実施。

１）アンケート実施目的

●

 

来年度以降のＦＣＰの活動へのコミットの確認。

●

 

来年度以降のＦＣＰの研究会へのニーズの把握。

●

 

来年度以降の事業者協働組織に関するニーズの把握。

＜アンケート記入に当たって＞

個人の立場での意見として回答。

 

（氏名、会社・団体名は無記名でも可）

２）アンケート実施対象者

●

 

第３回

 

【アセスメントの効率化研究会】参加者

 

３０名

 

（２月４日（木）開催）
有効回答数２２

●

 

第２会

 

【企業行動の情報発信研究会】参加者

 

２８名

 

（２月５日（金）開催）
有効回答数２６

※FCPに参加する事業者の一部に対して実施したもの。

１）アンケートの目的・対象者
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Q1．【アセスメント分野】今後の研究テーマ（複数回答）

項　目
件数
（件）

構成比
（％）

1 工場監査シートの改善・拡充・普及 17 77.3

2 商品情報のやりとりの効率化 17 77.3

3 その他 3 13.6

サンプル数 22 100.0

Q1．【情報発信分野】今後の研究テーマ（自由記入）

項　目
件数
（件）

構成比
（％）

1 ダイアログ・システムに関わるテーマ 12 46.2

2 マスメディアとの対話のあり方に関わ
るテーマ

3 11.5

3 リスクコミュニケーション（緊急時）に関
わるテーマ

3 11.5

4 「協働の着眼点」の普及・改善に関わ
るテーマ

2 7.7

5 その他 6 23.1

サンプル数 26 100.0

※26名の回答コメントを主なテーマ毎に分類

Ｑ２．ＦＣＰにとって今後重要な調査・研究テーマ（自由記入）

ｱｾｽﾒﾝﾄ 情報発信 合　計

1 消費者との対話・情報発信
に関わる研究

3 5 8

2 ＦＣＰの普及（企業の取組の
情報発信、地域活性化等）

4 1 5

3 「協働の着眼点」の普及・活
用・改善

1 4 5

4 サプライチェーンマネジメント
に関する検討

4 0 4

5 ＣＳＲに関わる研究 0 4 4

6 企業の取組（積極的な取
組、失敗・事故）事例研究

2 1 3

7 メディア対応、リスクコミュニ
ケーション

2 1 3

8 グローバル視点での研究 1 2 3

9 工場監査シートの改善・拡
充・普及

2 0 2

10 その他 1 3 4

※34名の回答コメントの中から41件のテーマ等を抽出して分類

項　目
件数（件）

Ｑ１

 

今後、ＦＣＰの活動を強化していく上

 
でどのようなテーマの研究が重要と思わ

 
れますか。

Ｑ２

 

ＦＣＰにとって重要と思われる研究テ

 
ーマがございましたら、ご記入ください。

２）アンケート結果

Ｑ３．今後の研究会の運営方法について（単一回答）

項　目
件数
（件）

構成比
（％）

1 食品事業者（関連事業者を含む）が連携して主体
的に研究会の設置・運営を行った方がよい

4 8.5

2 農水省が研究会を設置し、運営は食品事業者が
連携して主体的に行った方がよい

21 44.7

3 農水省が研究会の設置・運営を行った方がよい 18 38.3

4 その他 4 8.5

サンプル数 47 100.0

ＳＱ．協働組織の活動内容・組織形態について

 

【Ｑ４で「2.組織をつくる必要はない」と回答した人以外を対象】

＜活動内容＞

 

（複数回答） ＜組織形態＞

 

（単一回答）

項 目
件数

 

（件）
構成比

 

（％）
項 目

件数

 

（件）
構成比

 

（％）

1 アセスメント系の研究 19 50.0 1 任意団体 8 21.1 

2 情報発信・ＣＳＲ系の研究 28 73.7 2 ＮＰＯ 8 21.1 

3 教育・人材育成 13 34.2 3 社団法人 6 15.8 

4 ビジネス開発 3 7.9 4 組合（LLPを

 

含む）
1 2.6 

5 ＦＣＰの普及啓発 26 68.4 5 株式会社 1 2.6 

6 政策提言 13 34.2 6 その他 6 15.8 

7 その他 2 5.3 無回答 8 21.1 

サンプル数 38 100.0 サンプル数 38 100.0 

ＳＱ

 

協働組織においては、どのような活動内容や組織形態が適当

 
と思われますか。

Ｑ４

 

今後、ＦＣＰの活動を発展させていくため、民

 
間がフードチェーンをまたいで協働することのでき

 
る何らかの組織をつくることについてどう思われ

 
ますか。

Ｑ３

 

上記のＱ１，Ｑ２のようなテーマについての

 
研究会を開催する場合、どのような運営方法が

 
適当と思われますか。

Ｑ４．事業者協働組織の必要性について（単一回答）

項 目
件数

 

（件）
構成比

 

（％）

1 協働して活動することのできる組織をつくる

 

必要があると思う
28 59.6 

2 新たに協働のための組織をつくる必要はな

 

いと思う
9 19.1 

3 その他 6 12.8 

無回答 4 8.5 

サンプル数 47 100.0


